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１．この投資信託説明書（交付目論見書）により行う「りそな・ＳＧ レディース バランスファンド」の

受益証券の募集については、委託会社は証券取引法（昭和23年法第25号）第５条の規定に基づく有価

証券届出書を平成18年6月15日に関東財務局長に提出しており、平成18年6月16日にその届出の効力が

生じております。 

２．この投資信託説明書（交付目論見書）は、証券取引法第13条の規定にもとづく目論見書のうち、同法

第15条第2項の規定に基づき、投資家がファンドを取得する際にあらかじめまたは同時に交付される目

論見書です。 

３．投資信託説明書（請求目論見書）は投資家の請求により交付されます。なお、請求目論見書をご請求

された場合は、投資家の皆様ご自身でその旨を記録されるようお願いいたします。 

４．「りそな・ＳＧ レディース バランスファンド」の受益証券の価額は、同ファンドに組み入れられる

有価証券等の値動き、為替相場の変動等による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて

投資家の皆様に帰属いたします。当ファンドは元本が保証されているものではありません。 



投資信託振替制度への移行について（お知らせ） 
 
◆投資信託振替制度とは、 
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。 
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（｢振替口座簿｣といいます。）
への記載･記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。 
 

◆振替制度に移行すると 

・原則として受益証券を保有することはできなくなります。 
・受益証券を発行しませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます。 
・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。 
・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。 
・非課税などの税制優遇措置が平成20年1月以降も継続されます。 
 

 

 
 
 
 
◆振替受益権について 

平成19年1月4日より、ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受けることとし、同日以
降に追加信託される受益権の帰属は、ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社 
(以下「委託会社」といいます。)があらかじめこのファンドの受益権を取り扱うことに同
意した振替機関およびこの振替機関に係る口座管理機関（以下、｢振替機関等｣という場合
があります。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。(以下、振替
口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。) 
ファンドの受益権は、本交付目論見書の「第一部 証券情報」中の「（11）振替機関に関

する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるも

のとします。 

ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および「振替機関に関する事項」に記載
の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。 

 
◆既に発行された受益証券の振替受益権化について 

委託会社は、本交付目論見書の「第二部 ファンド情報」中の「７管理及び運営の概要」
の｢信託約款の変更｣に記載の手続きにより、信託約款の変更を行なう予定であり、この信
託約款の変更が成立した場合、受益者を代理してファンドの受益権を振替受入簿に記載ま
たは記録を申請することができるものとします。 
原則としてファンドの平成18年12月29日現在の全ての受益権※を受益者を代理して平成19
年1月4日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。 
ただし、保護預りではない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託会
社が受益証券を確認した後、当該申請を行なうものとします。 
※受益権につき、既に信託契約の一部解約が行われたもので、当該一部解約にかかる一部
解約金の支払開始日が平成19年1月4日以降となるものを含みます。 
 
振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券（当該記載または記録以降に
到来する計算期間の末日にかかる収益分配金交付票を含みます。）は無効となり、当該記
載または記録により振替受益権となります。 
また、委託会社は、受益者を代理してこのファンドの受益権を振替受入簿に記載または記
録を申請する場合において、販売会社に当該申請の手続きを委任することができます。 
 

詳しくは、本交付目論見書巻末の「信託約款（平成19年1月4日適用予定）の変更内容について」をご覧く

ださい。 

 

ファンドは、平成19年1月4日より、投資信託振替制度への移行を予定しており、移行後のファンドの受益権は「社

債等の振替に関する法律」※の規定の適用を受けることとします。 

※政令で定める日以降「社債､株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし､「社

債､株式等の振替に関する法律」を含め､以下「社振法」といいます。 
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概要� 1  

りそな・ＳＧ レディース バランスファンド（愛称：「Love Me!（ラブ・ミー！）」） 

追加型株式投資信託／バランス型 

2005年3月18日から2015年3月16日まで 

お申込受付日の翌営業日の基準価額�

 

解約お申込受付日の翌営業日の基準価額 

ございません。 

ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社 

りそな信託銀行株式会社�

投資信託説明書（交付目論見書）の概要 

投資信託説明書（交付目論見書）の内容を「目論見書の概要」としてまとめております。�

ご投資家の皆様におかれましては、本概要を参考に本文をよくお読みいただき、商品の内容・リスクを

十分ご理解のうえ、お申込みくださいますようお願い申し上げます。 

・毎営業日、解約のお申込みができます。ただし、ニューヨークもしくはパリの銀行休業日の
場合は、解約のお申込みの取扱いをいたしません。 �
・解約金は、原則として、解約お申込受付日から起算して5営業日目よりお支払いたします。�

外国債券および国内株式に分散投資を行い、インカムゲインを中心に安定した収益の確保
と、中長期的な信託財産の成長を目指します。 

「ＳＧ 海外国債 マザーファンド」受益証券と「ＳＧ レディース 国内株式 マザーファンド」
受益証券を主要投資対象とします。 

原則月1回、毎月15日に決算を行います（休日の場合は翌営業日）。�

毎月決算時に原則として収益の分配を行う方針です。分配対象収益が少額の場合には分配
を行わないこともあります。 

自動けいぞく投資コース ： １万円以上１円単位 �
一般コース ： １万口以上１万口単位�
ただし、販売会社によって取り扱う申込コースおよび申込単位が異なる場合があります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。 

毎営業日、取得のお申込みができます。ただし、ニューヨークもしくはパリの銀行休業日の
場合は、取得のお申込みの取扱いをいたしません。 

2.1％（税抜き2.0％）を上限として販売会社が定める料率とします。 

ファンドは「ＳＧ 海外国債 マザーファンド」および「ＳＧ レディース 国内株式 マザーファ
ンド」を通して、株式などの値動きのある有価証券（外国証券には為替変動リスクもありま
す。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されているもの
ではありません。 

純資産総額に対して年率1.344%（税抜き1.280%）※を乗じて得た額とします。�
 ※信託報酬の内訳につきましては、目論見書本文をご覧ください。 

商 品 分 類 �

運用の基本方針�

主 要 投 資 対 象 �

ファンドのリスク�

信 託 期 間 �

決 算 日�

分 配 方 針 �

お 申 込 日�

お 申 込 価 額 �

お 申 込 単 位 �

お申込手数料率 

ご 解 約（ 換 金 ）�

ご 解 約 価 額 �

信託財産留保額�

信 託 報 酬 �

委 託 会 社 �

受 託 会 社 �



概要 2

 
 ファンドの特色 

1.

 

2.  

原則として、実質外貨建て資産については、為替ヘッジを行いません。 

3.

 

＜りそな・ＳＧ レディース バランスファンドの仕組み＞ 

受
益
者（
フ
ァ
ン
ド
購
入
者
）�

申込金�

国内株式�

外国債券�

投資�

損益�

投資�

損益�

投資�

損益�

投資�

損益�

り
そ
な
・
Ｓ
Ｇ 
レ
デ
ィ
ー
ス 

バ
ラ
ン
ス
フ
ァ
ン
ド�

申込金�

外国債券と国内株式の2つの資産に分散して投資を行い、インカムゲイン（債券のクーポン
による利息収入）を中心に安定した収益の確保と、中長期にわたってファンドの資産の成長
を目指します。 

外国債券（「ＳＧ 海外国債 マザーファンド」）への投資は75％程度、国内株式（「ＳＧ 
レディース 国内株式 マザーファンド」）への投資は25％程度を基本とします。 

毎月決算を行い、外国債券からのクーポン収益を中心に原則として毎月分配します。また、
国内株式の配当と値上がり益から年に1回の分配を目指します。 

分配金は、金利や為替、株価などの影響を受けて変動します。また、分配対象額が少額の場合には分配を行わ

ないこともあります。 �

12月の決算では、ボーナス分配を目指しますが、基準価額が下落した場合、分配対象額が少額の場合には、

ボーナス分配ができない場合もあります。 

※ただし、大量の取得・解約申込みが発生したとき、償還の準備に入ったときならびにファンドの資産の規模等によっては、上記の資産配分
ができないことがあります。 

 ファミリーファンド方式で運用を行います。 �
（外国債券と国内株式の実質的な運用は、マザーファンドを通じて行います。） 

外国債券には「ＳＧ 海外国債 マザーファンド」を通じて、国内株式には「ＳＧ レディース 国内株式 
マザーファンド」を通じて投資します。 

ＳＧ レディース�
国内株式 マザーファンド�

ＳＧ 海外国債 �
マザーファンド�

収益分配金�
解約金�
償還金�

外国債券�
75％程度�

国内株式�
25％程度�

ＳＧ 海外国債 マザーファンド�

ＳＧ レディース 国内株式�
マザーファンド�
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外国債券の運用 
 

「ＳＧ 海外国債 マザーファンド」の投資方針 

北米�

G7

短期� 中期� 長期� 超長期�

参 考 情 報  

主として、日本を除くＧ7（アメリカ・カナダ・ドイツ・フランス・イタリア・イギリス）各国の政府または政府機
関等が発行する債券（ソブリン債）に投資し、インカムゲイン（債券のクーポンによる利息収入）を中心に
安定した収益の確保を目指します。ただし、金利環境等によっては、Ｇ7以外のＯＥＣＤ加盟国が発行する
ソブリン債（原則としてＡＡ格相当以上）に投資することもあります。�

原則として、為替ヘッジを行いません。 

※ ただし、大量の取得・解約申込みが発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったときならびにファンドの資産の
規模等によっては、上記の運用が行われないことがあります。 

G7（除く日本）各国の組入比率は、
原則として各市場規模に応じた配分と
します。（市場規模はシティグループ
世界国債インデックスを参照します。）�

各国の国債の中から高い利息収入
が期待できる銘柄を選び出し、投資
対象銘柄群を3分の１程度に絞り込
みます。�

さらに、年限別セクター（短期～超長
期）に分割し、各セクターごとの金利
に対する感応度を市場にあわせるよう
に銘柄を選択し、ポートフォリオを構
築します。�

ヨーロッパ� アジア�
太平洋�

EMU（ユーロ圏）�

日
本（
対
象
外
）�

イ
ギ
リ
ス�

フ
ラ
ン
ス�

ド
イ
ツ�

イ
タ
リ
ア�

カ
ナ
ダ�

ア
メ
リ
カ�

高い利息収入が望める銘柄群�
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国内株式の運用 
 

「ＳＧ レディース 国内株式 マザーファンド」の投資方針�

※ただし、大量の取得・解約申込みが発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったときならびにファンドの資産の
規模等によっては、上記の運用が行われないことがあります。 

「ブランド・インデックス （フォー・レディース）」について 

主として、日本の証券取引所に上場している企業のうち、女性に企業ブランド価値が認知、評価されて
いる企業に投資します。 �

投資銘柄は、原則として「Brand INDEX  （for Ladies）」（以下、「ブランド・インデックス （フォー・
レディース）」といいます。）採用銘柄とします。 

R�R�

（「ブランド・インデックス  （フォー・レディース）」が算出・公表されなくなった場合は、この限りではありません。） R�

※企業ブランド価値に関する調査および企業ブランド価値の数値の算出は、（株）ブランド・ヴェンチャーズが行い、 ｢ブランド・インデックス
（フォー・レディース）｣の算出・公表を行います。（2004年9月1日に、10,000ポイントで算出を開始。） �

※目論見書等における「ブランド・インデックス　（フォー・レディース）」に関する説明資料の出所は､（株）ブランド・ヴェンチャーズです。 �

※「ブランド・インデックス　」は、（株）ブランド・ヴェンチャーズの登録商標であり、「ブランド・インデックス　」の算出に係る算出プログラム
は、2006年6月現在、特許申請中です。 �

※ ｢ブランド・インデックス　（フォー・レディース）｣は、「ブランド・インデックス　」の派生インデックスとして、その使用は（株）ブランド・ヴェン
チャーズが認めた者に限定されます。 

R�

R�

R�

R� R�

R�

R�

｢ブランド・インデックス （フォー・レディース）｣は、企業ブランド価値コンサルティング会社である株式会社ブランド・

ヴェンチャーズが開発し算出・公表する株式指数です。採用銘柄は､財務要因や流動性を考慮したうえで、女性によ

る認知度・評価度の高さを基準に選定されます。 

株価も市場動向に対して安定的に上昇する�

女性の消費行動は男性に�
比べ、嗜好やブランド価値に�

影響を受けやすい�

女性の消費行動は�
男性に比べ、景気動向に�
左右されにくい�

女性による認知度が高くかつ企業ブランド価値が高い企業は、�
景気動向に左右されず安定的に成長する�

女性の認知度・評価度が高い企業を抽出�
一般消費者を対象に、原則全上場公開企業に対するイメージ
調査を行い、その中から女性の認知度のみならず評価度が高い

企業順にランキング。�

流動性の高さで絞込み�
時価総額100億円以上�

最終選定企業�
上位約50社�

《企業ブランド価値とは》�

企業が持つ付加価値の総体を指します。ブランド価値が向上することで、

価格の優位性や顧客の継続購入などが期待でき、企業の成長性や安

定性、収益性が高まることが期待できます。�

経済的な企業ブランド価値による絞込み
ブランド力により生まれる価格優位性等に着目した�

財務データをもとにランキング。�
上位1/4に該当する企業のみを選択。�

インデックスのコンセプト� 採用銘柄の抽出プロセス�

R�

※企業の評価度調査は毎年1回実施し、インデックス採用銘柄入れ替え
を行います。�
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運用リスク   

当ファンドは、分散投資などによりリスクの分散、抑制に努めています。 

  

 

 

 

価格変動リスク�

�

為替変動リスク�

信 用 リ ス ク�

：�

�

：�

：�

外国債券と国内株式の２つの資産へ分散投資をすることにより、ひとつの資産固有

の価格変動リスクを分散します。�

複数の通貨に分散投資することで単一通貨固有の為替変動リスクを分散します。�

外国債券への投資では、主に格付けの高い先進国の政府や政府機関等が発行する

債券に分散投資をすることで信用リスクを分散、抑制します。国内株式への投資で

は、50社程度に分散投資をすることで、信用リスクを分散、抑制します。 

当ファンドの基準価額を変動させる大きな要因となるリスクには主に次のようなものがありますので、十分に

ご理解いただきご投資くださいますようお願い申し上げます。 

ファミリーファンド方式では、複数のベビーファンドが同一のマザーファンドに投資する可能性がある

ため、当ファンドが他のベビーファンドによる設定・解約の影響を受ける場合があります。�

�

なお、これらは全てのリスクを網羅したものではなく、記載以外のリスクも存在します。  

価格変動リスク�

�

為替変動リスク�

�

信 用 リ ス ク   

①�

�

②�

�

③�

：�

�

：�

�

：�

価格変動リスク�

�

�

信 用 リ ス ク   

①�

�

�

②�

：�

�

�

：�

債券の価格は金利が低下した場合には上昇する傾向にありますが、金利の上昇局面

では下落し､基準価額が下がる要因となります。�

海外の債券に投資するため、為替変動の影響を受けます。一般に円高が進行した場

合にはファンドの基準価額が下がる要因となります。�

債券の発行国の財務状況悪化などにより、利息または償還金の支払いが遅延したり

履行されないリスクがあります。 

株式は、国内および国際的な政治・経済情勢の影響をうけ、価格が下落するリスクが

あります。一般に株式市場が下落した場合には、その影響を受けファンドの基準価額

が下がる要因となります。�

株式の発行体の倒産や財務状況の悪化などにより、株価が下落し、ファンドの基準価

額が下がる要因となります。 

外国債券への投資に伴うリスク�

国内株式への投資に伴うリスク�

ファミリーファンド方式による影響�
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ご投資の流れ�

 

 

取得のお申込みは、販売会社の窓口で承ります。 

 
 ご投資に当たって 

 

ご解約�

時期� 価格決定日� お受取可能日�

＊1 ただし、ニューヨークもしくはパリの銀行休業日の場合､取得および解約のお申込みの受付けは行いません。また、受付け時間は、販売会社所定の時限まで

とし、受付け時間を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとなります。�

＊2 分配金は、金利や為替、株価などの影響を受けて変動します。また、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。12月の決算では、ボーナ

ス分配を目指しますが、基準価額が下落した場合、分配対象額が少額の場合には、ボーナス分配ができない場合もあります。�

取得�
お申込み�

決算日�
収益分配＊2

毎営業日、取得の�
お申込みが可能＊１�

取得申込受付日の
翌営業日�

原則､毎月15日＊3�
（休日の場合は翌営業日）�

毎営業日、解約の�
お申込みが可能＊１�

原則､毎月15日＊3�
（休日の場合は翌営業日）�

解約申込受付日�
の翌営業日�

ご解約申込受付日から�
5営業日目よりお支払い�

決算日から�
5営業日目よりお支払い�

毎月、外国債券の利息収入を中心に分配、年に1回、12月には�
国内株式の配当と値上がり益からボーナス分配を目指します。�

原則として販売会社の営業日にお申込みいただけます。ただし、ニューヨークもしくは

パリの銀行休業日の場合は、取得のお申込みの取扱いをいたしません。 

お申込みの受付けは、販売会社所定の時限までとし、受付け時間を過ぎた場合は翌

営業日の取扱いとなります。 

分配金の受取方法の違いにより「自動けいぞく投資コース」と「一般コース」があります。

ただし、販売会社によってはどちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。 

「自動けいぞく投資コース」とは、分配金を税引き後、手数料なしで自動的に再投
資するコースのことをいいます。ただし、販売会社等によっては、自動的に分配金
の再投資を行わず、収益の分配が行われたときに分配金を受取ることを選択する
こともできます。 

「自動けいぞく投資コース」を選択される場合は、販売会社との間で別に定める契約を締結していた
だきます。その際、保護預かりに関する契約を同時に締結していただき、受益証券は全て保護預りと
なります。 
※販売会社により、「投資信託定時定額購入プラン」を取扱う場合があります。ご利用にあたっては、販売会社で自動けいぞく投
資コースをお申込みのうえ、定時定額購入サービス等に関する契約が必要となります。また販売会によっては、「定期引出」を
選択することもできます。なお、取得申込みコースの取扱いは販売会社によって異なる場合があります。また、販売会社との各
契約または規定については、同様の権利義務を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。詳しくは販
売会社にお問い合わせください。�

お 申 込 日�

お 申 込 時 間 �

お申込手続き�
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収益分配金について 

自動けいぞく投資コース�
＜お申込代金 （口数）＞ 

一般コース�
＜お申込代金 （口数）＞ 

＜手数料率＞ 

毎決算時（原則として毎月15日）に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。 

自動けいぞく投資コース： １万円以上１円単位�

一般コース： １万口以上１万口単位 
お 申 込 単 位 �

お申込受付日の翌営業日の基準価額でのお買付けになります。�

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 

お 申 込 価 額 �

お申込手数料は、お申込受付日の翌営業日の基準価額に取得口数を乗じて得た額

に、2.10％（税抜き2.00％）を上限として販売会社が個別に定める申込手数料率を乗

じて得た額とし、取得お申込時にご負担いただくものとします。 

お申込手数料�

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、

委託会社が基準価額水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象

額が少額の場合は分配を行わないこともあります。 

収益分配方針�

収益分配金の受取り方法は、次の２種類があります。 �

＜自動けいぞく投資コース＞�

原則として、収益分配金は税金を差し引いたあと、手数料なしで自動的に再投資さ

れます。（ただし、販売会社等によっては、自動的に分配金の再投資を行わず、収益

の分配が行われたときに分配金を受取ることを選択することもできます。収益分配

金をお支払いする場合は、原則として決算日から起算して５営業日目より、お申込み

の販売会社においてお支払いたします。）�

＜一般コースの場合＞ �

収益分配金は、原則として決算日から起算して５営業日目より、お申込みの販売会

社においてお支払いたします。 

受 取り方 法 �

収益分配金にあてずに信託財産に留保した収益については、特に制限を設けず、

委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 
収益の留保額�

お申込代金： お申込金額にお申込手数料およびお申込手数料に対する消費税相当額を加算した
取得申込総金額 

※販売会社の本支店により取扱いコース等が異なる場合があります。また、お申込コース等により 手数料が異なる
場合があります。�
※お申込手数料には消費税等相当額が含まれます。�
※収益分配金再投資による買付けの場合は、手数料はございません。 

1億円（口）未満 �

1億円（口）以上 

1億円（口）未満 �

1億円（口）以上 

2.100%（税抜き2.0%） �

1.575%（税抜き1.5%） 

 「一般コース」とは、収益分配時に分配金を受取るコースのことをいいます。 
「一般コース」の場合でも、販売会社と保護預り契約を締結していただくことにより、販売会社の保
護預かりとすることができます。 
※毎月あらかじめ指定する日にあらかじめ指定した金額をもって、受益証券の取得申込を行う「定時定額購入プラン」につきまし
ては､各販売会社にお問い合わせください。 
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ご解約（換金）に当たって 

※詳しくは販売会社にお問い合わせください。 

原則として販売会社の営業日にお申込みいただけます。ただし、ニューヨークもしく

はパリの銀行休業日の場合は、解約のお申込みの取扱いをいたしません。 

お申込みの受付けは、販売会社所定の時限までとし、受付け時間を過ぎた場合は

翌営業日の取扱いとなります。 

取得のお申込みを行った販売会社で受付けます。ただし、お申込コースによって

解約の手続きが異なります。 

ご解約申込日 

ご解約申込時間 

ご解約手続き 

自動けいぞく投資コース ： 1口単位 �

一般コース ： 1万口単位 

解約お申込受付日の翌営業日の基準価額でのご解約になります。 

解約時の手数料および信託財産留保額は、ございません。�

ご 解 約 単 位  

ご解約時の価額 

ご解約時の手数料 

原則として、解約お申込受付日から起算して5営業日目よりお支払いたします。�ご 解 約 �

ご換金時�

償還時�

収�益分配�時�

※買取請求による換金のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、詳しくはお申込みの販売会社に
お問い合わせください。�
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費用および税金 

ファンド取得後、ご解約（換金）いただくまでにかかる費用および税金（個人の受益者の場合） 

 

ご換金時換金時�ご解約時�

償還時償還時�償還時�

収�益分配益分配�時�収益分配時�

普通分配金�

特別分配金�

取得申込時� 収益分配時�

取得お申込時にお支払いただく金額 �

取得申込総金額をお支払いただきます。取得申込総金額とはファンドのお申込金額にお申込手数料

（消費税等相当額を含みます。）を加算した金額をいいます。お申込手数料率は、販売会社やお申込

コース等によって異なります。  

お申込手数料率が2.1％の場合にファンドを100万円分�
取得する際の計算例�
�
ファンドのお申込金額 お申込手数料 取得申込総金額�
 1,000,000円 　＋ 21,000円　= 1,021,000円 

取得申込
総金額�

お申込手数料
（消費税等�
相当額を含む）�

ファンドの�
お申込金額�

分配落ち前の�
個別元本� 分配落ち後の�

新たな個別元本�

収益�
分配金�

収益分配時にかかる税金�
決算日ごとに委託会社が決定した収益分配金をお支払いたします。収益分配
金には普通分配金と特別分配金※があり、そのうち普通分配金に対しては、そ
の都度10％（所得税7％および地方税3％）の税率で源泉徴収されます。 

ご解約時にかかる費用および税金�
解約価額（解約お申込受付日の翌営業日の基準価額）でご換金いただきます。 �
また、解約価額が受益者ごとの個別元本を上回った場合、超過額に対して10％
（所得税7％および地方税3％）の税率で源泉徴収されます。 

償還時にかかる税金�
償還時の価額が受益者ごとの個別元本を上回った場合、超過額に対して10％
（所得税7％および地方税3％）の税率で源泉徴収されます。 

（注）上記の税率は、2006年6月現在のものです。税制が改正された場合等には、本書における税制
等に関する記載内容が変更されることがあります。 

※ 収益分配落ち後の基準価額が受益者ごとの個別元本を下回っていた場合、収益分配金のうち、下回った額に相当する部分を�
　「特別分配金」といいます。 

※ 上図は収益分配金の支払いおよびその水準等を保証するものではありません。 
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ファンドの取得お申込からご換金いただくまでにかかる費用および課税について�

時期� 項目� 費用・税金� 備考�

お申込時� 申込手数料�

ご解約時� 税金 

償還時� 税金 

取得のお申込受付日の翌営

業日の基準価額に販売会社

が定める手数料率を乗じて得

た額�

申込手数料率：�

2.10％（税抜き2.00％）を上限と

して販売会社が定めます。 

源泉徴収※3

源泉徴収�

源泉徴収※3

源泉徴収�

源泉徴収※3

源泉徴収�

個人の受益者：�

所得税7％・地方税3％※2 

法人の受益者：�

所得税7％※2 

個人の受益者：�

所得税7％・地方税3％※2 

法人の受益者：�

所得税7％※2 

法人の受益者：�

所得税7％※2 

個人の受益者：�

所得税7％・地方税3％※2

解約のお申込受付日の翌営

業日の基準価額の個別元本

超過額※2に対し課税 

償還時の基準価額の個別 

元本超過額に対し課税 

普通分配金※1に対し課税 

※1 普通分配金に関しては、前頁の図をご参照ください。�

※2 所得税および地方税は、平成20年4月1日より、所得税15％・地方税5％となる予定です。なお、法人の受益者に対する地方税の源泉徴収はあり

ません。この他、税制が改正された場合等には、本書における税制等に関する記載内容が変更されることがあります。�

※3 確定申告を行い、総合課税の選択をすることも可能です。 

収益分配時� 税金 
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ファンドの情報開示については販売会社にお問合せいただくか、委託会社（下記、お問い合わせ先）に

お問い合せいただくことによって、情報を入手・閲覧していただくことができます。 

  
 

 

 

  ファンドの情報開示について�

※基準価額は１万口単位で表示されたものが発表されます。 

基準価額は、委託会社の営業日において毎日計算され、販売会社または委託会社

にお問い合わせいただくことによって知ることができます。�

翌日の日本経済新聞の朝刊に基準価額が掲載されます。�

（オープン基準価格欄［ＳＧアセット］にて「ラブミー」の略称で掲載されます。） 

基 準 価 額  

 ファンドの信託財産の状況、運用経過をまとめ、原則として週次または月次レポート

として開示を行う方針です。これらのレポートは委託会社のホームページで閲覧す

ることができます。 

委託会社は、毎年3月および9月の決算期末ごと、およびファンドの運用の終了時

（償還時）に、運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを

記載した運用報告書を作成します。 販売会社はあらかじめ申し出を受けた住所に

運用報告書を送付します。 

週次・月次レポート 

運 用 報 告 書    

ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社�

フリーダイアル ： 0120-498-104�
受付は土・日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時（証券取引所の半休日は午前9時から正午） �

ホームページアドレス ： http://www.sgam.co.jp/ 

委託会社のお問い合わせ先�

�
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りそな・ＳＧ レディース バランスファンド �
（愛称：「Love Me! （ラブ・ミー！）」） 用語集 

本目論見書中で使用されている用語についての簡単な解説です。 

ファンド設定後も、いつでも購入のお申込みができるファンドのことで、オープン型投資信託
ともいいます。�

収益分配金のうち、受益者の購入価額を下回る部分の分配は元本の払戻しとみなされ、特別
分配金と呼ばれます。この部分については非課税扱いとなります。�

ファンドの解約時の価額で、基準価額から信託財産留保額を差し引いたものです。信託財産
留保額がないファンドについては、基準価額と同じになります。�

ファンドの運用状況を受益者に説明する報告書のことです。決算日ごと（毎月決算型の場合
は6カ月経過ごと）および償還時に作成され、販売会社を通じて受益者の手元に届きます。�

株式を少しでも組み入れることが可能なファンドをいいます。債券や短期金融商品も運用
対象となるため、主として債券に投資するファンドや実際には株式を組み入れないファンド
も分類されます。また、募集期間の違いにより、単位型と追加型に分類されます。�

追加型株式投資信託の収益分配金や解約時の収益に対する課税対象額を、各受益者の
取得元本をもとに算出する方式です。また追加型公社債投資信託（日々決算型等を除く）
についても導入されています。受益者が同一ファンドを複数回取得した場合、個別元本は追
加購入のつど受益権口数で加重平均され算出されます。また、特別分配金を受取った場合
は、当該特別分配金を控除した額が、その後の個別元本となります。�

ファンドの解約の際、資金流出のために発生する有価証券の売却手数料などを、解約する
受益者に負担してもらい、他の受益者の負担とさせないための費用です。�

ファンドに組み入れられている有価証券等の資産を時価で評価計算し、その合計に未収利息
などの資産を加え、未払金などの費用総額を差し引いたもので、ファンドの規模を表します。�

ファンドの運用を終了することをいいます。予め決められた日（信託終了日）に運用を終了する
満期償還と、信託終了日より前に運用を終了する繰上償還があります。�

信託財産の中から委託会社・受託会社・販売会社などに支払われる報酬のことです。�

外貨建資産に投資する場合、円高が進むと為替差損によって基準価額が値下がりする場
合がありますが、この為替変動リスクを軽減する手段をいいます。�

ファンドの純資産総額を受益権総口数で割ったものです。設定当初は1口1円でスタートしま
すが、運用に応じて価額は変動します。なお、1口1円でスタートするものは便宜上1万口当た
りの価額で表示されます。�

運 用 報 告 書 �

解 約 価 額 �

株 式 投 資 信 託 �

為 替 ヘ ッ ジ�

基 準 価 額 �

個 別 元 本 方 式 �

純 資 産 総 額 �

償 還 �

信託財産留保額�

信 託 報 酬 �

追加型投資信託�

特 別 分 配 金 �
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第一部 証券情報 

 
(1) ファンドの名称 

りそな・ＳＧ レディース バランスファンド 

 （愛称：「Ｌｏｖｅ Ｍｅ！（ラブ・ミー！）」、以下「ファンド」といいます。） 

 

(2) 内国投資信託受益証券の形態等 

記名・無記名の別 ：原則無記名式（記名式への変更も可能） 

単位型・追加型の別 ：追加型 

指定格付機関による格付け ：格付けは取得しておりません。 

 

ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、りそな信託銀行株式会

社を受託会社とする契約型の追加型証券投資信託受益証券（以下、「受益証券」といいま

す。）です。 

 

ファンドの受益権は、平成19年1月4日より、社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、株式等

の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社

振法」といいます。以下同じ。）の規定の適用を受ける予定であり、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関

に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理

機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されるこ

とにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」と

いいます。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発

行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。 

 

(3) 発行価額の総額 

3,000億円を上限とします。 

 

(4) 発行価格 

① 発行価格 

取得申込日の翌営業日の基準価額※とします。 

※基準価額とは、信託財産に属する資産を時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した

金額（以下、「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した受益証券１口当

たりの価額をいいます。ただし、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。こ

のように算出される基準価額は、組入有価証券等の値動き等の影響により日々変動します。 

② 基準価額の入手方法 

ファンドの基準価額については、委託会社が指定する、ファンドの取扱いを行う登録金融機

関（以下、「販売会社」といいます。）または委託会社（後述の「(12) その他 ⑥ その他」

をご参照ください。）にお問い合わせください。 

また当日の基準価額は原則として、翌日の日本経済新聞に掲載されます。（朝刊のオープン

基準価格欄［ＳＧアセット］にて「ラブミー」の略称で掲載されます。）なお、基準価額は１

万口単位で表示されたものが発表されます。 

 

(5) 申込手数料 

申込手数料は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、それぞれ取得口数を乗じて得た額に、
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2.1％（税抜き2.0％）を上限として販売会社が個別に定める申込手数料率を乗じて得た額とし、

取得申込時にご負担いただくものとします。詳しくは販売会社（「(12) その他 ⑥ その他」

にてご照会ください。）にお問い合わせください。 

 

(6) 申込単位  

1口単位または1円単位をもって、販売会社が定める単位とします。 

なお、販売会社が取り扱う申込コースによって異なる場合があります。詳しくは販売会社

（「(12) その他 ⑥ その他」にてご照会ください。）にお問い合わせください。 

 

(7) 申込期間 

平成 18 年 6 月 16 日から平成 19 年 6 月 15 日まで※ とします。 

※ 申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 

 

(8) 申込取扱場所 

ファンドのお申込みは、販売会社で取扱います。なお、取扱店等、ご不明な点については販

売会社（「(12) その他 ⑥ その他」にてご照会ください。）にお問い合わせください。 

 

(9) 払込期日 

 申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、販売会社に対し受益証券の取得申込みを行い

ます。申込者は、受益証券の取得申込者は、販売会社が定める期日（詳しくは販売会社にお

問い合わせください。）までに、取得申込総金額※を当該販売会社において支払うものとし

ます。各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託を行う日に、販売会社より委託会社を経

由して受託会社のファンド口座に振り込まれます。 

 

なお、ファンドの受益権は、平成19年1月4日より投資信託振替制度（「振替制度」と称する

場合があります。）に移行する予定であり、振替受益権に係る各取得申込日の発行価額の総

額は、追加信託が行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定する

ファンド口座に払い込まれます。 

※取得申込総金額とは、発行価格に取得申込口数を乗じた額に、申込手数料、申込手数料にかかる消費税お

よび地方税に相当する金額（以下、「消費税等相当額」といいます。）を加えた金額をいいます。 

 

(10) 払込取扱場所 

払込みは、お申込みの販売会社で取扱います。なお、取扱店等、ご不明な点については販売

会社にお問い合わせ下さい。 
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(11) 振替機関に関する事項 

該当事項はありません。 

なお、ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、その場合

の振替機関は下記の通りです。 

株式会社 証券保管振替機構 

 

(12) その他 

① 取得申込みの方法 

受益証券の取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、販売会社に対しファンドの

取得申込みを行います。 

ファンドの申込みには、分配金の受取方法により「自動けいぞく投資コース」と「一般

コース」とがあります。「自動けいぞく投資コース」を選択する場合は、販売会社との間で

別に定める契約を締結していただきます。その際、保護預りに関する契約を同時に締結して

いただき、受益証券は全て保護預りとなります。 

（注）ファンドの受益権は、平成19年1月4日より、振替制度に移行する予定であり、受益証券は発行されず、

受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。したがって、

保護預りの形態はなくなります。 

なお、販売会社により「投資信託定時定額購入プラン」を取り扱う場合があります。利用に

あたっては、販売会社で自動けいぞく投資コースをお申込みのうえ、定時定額購入サービス等

に関する取り決めを行う必要があります。また、販売会社等によっては､自動的に分配金の再

投資を行わず、収益の分配が行われたときに分配金を受け取る「定期引出」を選択することも

できます。 

詳しくは販売会社（後記⑥のお問い合わせ先にご照会ください。）にお問い合わせください。 

取得申込みは、毎営業日の午後３時（わが国の証券取引所の半休日は午前11時）までとしま

す。ただし、所定の時間までにお申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手

続きが完了したものを当日の受付分とさせていただきます。これを過ぎてからのお申込みは、

翌営業日の取扱いとなります。 

取得申込みの受付けは、販売会社所定の時限までとし、受付時間を過ぎた場合は翌営業日

の取扱いとします。また、申込期間において、ニューヨークもしくはパリの銀行休業日の場

合には、お申込みの取扱いをいたしません。 

② 取得申込受付の中止 

委託会社は、信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、ま

たは証券取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判

断により受益証券の取得申込みの受付けを制限または中止することおよびすでに受け付けた取

得申込みの受付を取消すことができます。 

③ 日本以外の地域における発行 

該当事項はありません。 

 

④ 振替受益権について 
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ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、社振法の規定の

適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規

程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。 

ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事

項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 

（参考） 

◆ 投資信託振替制度とは、 

    ・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。 

・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への  

記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。 

◆振替制度に移行すると 

◆振替制度に移行すると 

・原則として受益証券を保有することはできなくなります。 

・受益証券を発行しませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます。 

・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。 

・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。 

・非課税などの税制優遇措置が平成20年1月以降も継続されます。 

 

⑤ 既発行受益証券の振替受益権化について 

委託会社は、「第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ７ 管理及び運営の概要 ｄ

信託約款の変更」（ｆ）の手続きにより信託約款の変更を行なう予定であり、この信託約款

の変更が成立した場合、受益者を代理してファンドの受益権を振替受入簿に記載または記録

を申請することができるものとし、原則としてファンドの平成18年12月29日現在の全ての受

益権（受益権につき、既に信託契約の一部解約が行なわれたもので、当該一部解約にかかる

一部解約金の支払開始日が平成19年1月4日以降となるものを含みます。）を受益者を代理し

て平成19年1月4日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。ただし、保護預りで

はない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託会社が受益証券を確認し

た後当該申請を行なうものとします。振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受

益証券（当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日にかかる収益分配金交付票を含

みます。）は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。また、委託会

社は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合に

おいて、販売会社に当該申請の手続きを委任することができます。 

⑥ その他 

委託会社へのお問い合わせ先 

 

 

 

 

お問い合わせ先

ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社

フリーダイヤル： ０１２０－４９８－１０４

受付は土・日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時（証券取引所の半休日は午前9時から正午）

ホームページアドレス： http://www.sgam.co.jp/

お問い合わせ先

ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社

フリーダイヤル： ０１２０－４９８－１０４

受付は土・日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時（証券取引所の半休日は午前9時から正午）

ホームページアドレス： http://www.sgam.co.jp/
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第二部 ファンド情報 

第１ ファンドの状況 

１ ファンドの性格 

(1) ファンドの目的及び基本的性格 

①  ファンドの目的 

この投資信託は、主として「ＳＧ 海外国債 マザーファンド」受益証券および「ＳＧ 

レディース 国内株式 マザーファンド」受益証券への投資を通じて、インカムゲインを中

心とした安定的な収益の確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目標として運用を

行います。 

 

②  ファンドの基本的性格 

ファンドは追加型株式投資信託・バランス型※に属し、運用はファミリーファンド方式

で行います。ファミリーファンド方式とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受

益者の資金をまとめてベビーファンドとし、ベビーファンドの資金の全部または一部をマ

ザーファンドに投資することにより、実質的な運用はマザーファンドにおいて行う仕組み

です。当ファンドは、主として「ＳＧ 海外国債 マザーファンド」の受益証券および「Ｓ

Ｇ レディース 国内株式 マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とします。 

※ 「バランス型」とは、社団法人投資信託協会が定める分類方法において、「約款上の株式組入限度70％未満のファ

ンドで、主として株式・公社債等のバランス運用、あるいは公社債中心の運用を行うもの」として分類される

ファンドをいいます。 

 

③ 信託金の限度額 

信託金の限度額は 3,000 億円です。ただし､委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限

度額を変更することができます。 
 

④ ファンドの特色 

1. 外国債券と国内株式の２つの資産に分散して投資を行い、インカムゲイン（債券の

クーポンによる利息収入）を中心に安定した収益の確保と、中長期にわたってファン

ドの資産の成長を目指します。 

 ファミリーファンド方式で運用を行います。 

（外国債券と国内株式の実質的な運用は、マザーファンドを通じて行います。） 

 

2. 外国債券(「ＳＧ 海外国債 マザーファンド」)への投資は75％程度、国内株式(「Ｓ

Ｇ レディース 国内株式 マザーファンド」)への投資は25％程度を基本とします。 

※ ただし、当初設定日直後、大量の取得・解約申込みが発生したとき、償還の準備に入ったときならびにファン

ドの資産の規模等によっては、上記の資産配分ができないことがあります。 

 

 原則として、実質外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。 

 

 

 

 

 

 

 

外国債券
７５％程度

国内株式
２５％程度

ＳＧ 海外国債 マザーファンド

ＳＧ レディース 国内株式
マザーファンド

外国債券
７５％程度

国内株式
２５％程度

ＳＧ 海外国債 マザーファンド

ＳＧ レディース 国内株式
マザーファンド
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3. 毎月決算を行い、外国債券からのクーポン収益を中心に原則として毎月分配します。

また、国内株式の配当と値上がり益から年に１回の分配を目指します。 

 分配金は、金利や為替、株価などの影響を受けて変動します。また、分配対象額が少額の場合

には分配を行わないこともあります。 

 12月の決算では、ボーナス分配を目指しますが、基準価額が下落した場合、分配対象額が少額

の場合には、ボーナス分配できない場合もあります。 

 

 

 

 

 

 

 参 考 情 報  

外国債券の運用 
 

「ＳＧ 海外国債 マザーファンド」の投資方針 
 

 主として、日本を除くＧ７（アメリカ・カナダ・ドイツ・フランス・イタリア・イギリス）各

国の政府または政府機関等が発行する債券（ソブリン債）に投資し、インカムゲイン（債券の

クーポンによる利息収入）を中心に安定した収益の確保を目指します。ただし、金利環境等に

よっては、Ｇ７以外のＯＥＣＤ加盟国が発行するソブリン債（原則としてＡＡ格相当以上）に

投資することもあります。 

 原則として、為替ヘッジを行いません。 

※ ただし、大量の取得・解約申込みが発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったときならび

にファンドの資産の規模等によっては、上記の運用が行われないことがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、年限別セクター（短期～超
長期）に分割し、各セクターごとの
金利に対する感応度を市場にあわ
せるように銘柄を選択し、ポートフ
ォリオを構築します。

各国の国債の中から高い利息収
入が期待できる銘柄を選び出し、
投資対象銘柄群を3分の１程度に
絞り込みます。

G7（除く日本）各国の組入比率は、
原則として各市場規模に応じた配
分とします。（市場規模はシティグ
ループ世界国債インデックスを参
照します。）

ヨーロッパ

EMU（ユーロ圏）
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イ
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G７

高い利息収入が望める銘柄群

短期 中期 長期 超長期

さらに、年限別セクター（短期～超
長期）に分割し、各セクターごとの
金利に対する感応度を市場にあわ
せるように銘柄を選択し、ポートフ
ォリオを構築します。

各国の国債の中から高い利息収
入が期待できる銘柄を選び出し、
投資対象銘柄群を3分の１程度に
絞り込みます。

G7（除く日本）各国の組入比率は、
原則として各市場規模に応じた配
分とします。（市場規模はシティグ
ループ世界国債インデックスを参
照します。）

ヨーロッパ
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高い利息収入が望める銘柄群

短期 中期 長期 超長期
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《企業ブランド価値とは》 

企業が持つ付加価値の総体を指します。ブランド価値が向上

することで、価格の優位性や顧客の継続購入などが期待で

き、企業の成長性や安定性、収益性が高まることが期待でき

ます。 

国内株式の運用 
 

「ＳＧ レディース 国内株式 マザーファンド」の投資方針 
 

 主として、日本の証券取引所に上場している企業のうち、女性に企業ブランド価値が認知、評

価されている企業に投資します。 

 投資銘柄は、原則として「Brand INDEX® (for Ladies)」（以下、「ブランド・インデックス®

（フォー・レディース）」といいます。）採用銘柄とします。 
（「ブランド・インデックス®（フォー・レディース）」が算出・公表されなくなった場合は、この限りではありません。） 

 

※ただし、大量の取得・解約申込みが発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったときならび

にファンドの資産の規模等によっては、上記の運用が行われないことがあります。 

 

 

 

｢ブランド・インデックス®（フォー・レディース）｣は、企業ブランド価値コンサルティング会社であ

る株式会社ブランド・ヴェンチャーズが開発し算出・公表する株式指数です。採用銘柄は､財務要因や

流動性を考慮したうえで、女性による認知度・評価度の高さを基準に選定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ブランド・インデックス®（フォー・レディース）」について 

 

※ 企業ブランド価値に関する調査および企業ブランド価値の数値の算出は、㈱ブランド・ヴェンチャーズが行い、 ｢ブランド・
インデックス

®
（フォー・レディース）｣の算出・公表を行います。（2004年9月1日に、10,000ポイントで算出を開始。） 

※ 目論見書等における「ブランド・インデックス
®
（フォー・レディース）」に関する説明資料の出所は､㈱ブランド・ヴェン

チャーズです。 

※ 「ブランド・インデックス
®
」は、㈱ブランド・ヴェンチャーズの登録商標であり、「ブランド・インデックス

®
」の算出に係

る算出プログラムは、2006年6月現在、特許申請中です。 

※  ｢ブランド・インデックス®
（フォー・レディース）｣は、「ブランド・インデックス

®
」の派生インデックスとして、その使

用は㈱ブランド・ヴェンチャーズが認めた者に限定されます。 

インデックスのコンセプト 

女性の消費行動は男性に
比べ、嗜好やブランド価値

に影響を受けやすい。

女性の消費行動は
男性に比べ、

景気動向に左右されにくい。

女性による認知度が高く、かつ企業ブランド価値が高
い企業は、景気動向に左右されず安定的に成長する。

株価も市場動向に対して安定的に上昇する。

※ 企業の評価度調査は毎年一回行い、インデックス採

用銘柄入れ替えを実施します。 

 
採用銘柄の抽出プロセス 

女性の認知度・評価度が高い企業を抽出女性の認知度・評価度が高い企業を抽出

一般消費者を対象に、原則全上場公開企業に対する

イメージ調査を行い、その中から女性に認知度のみならず

評価度が高い企業順にランキング。

経済的な企業ブランド価値による絞込み経済的な企業ブランド価値による絞込み
ブランド力により生まれる価格優位性等に
着目した財務データをもとにランキング。
上位1/4に該当する企業のみを選択。

流動性の高さで絞込み流動性の高さで絞込み

時価総額１００億円以上

最終選定企業

上位約50社

女性の認知度・評価度が高い企業を抽出女性の認知度・評価度が高い企業を抽出

一般消費者を対象に、原則全上場公開企業に対する

イメージ調査を行い、その中から女性に認知度のみならず

評価度が高い企業順にランキング。

経済的な企業ブランド価値による絞込み経済的な企業ブランド価値による絞込み
ブランド力により生まれる価格優位性等に
着目した財務データをもとにランキング。
上位1/4に該当する企業のみを選択。

流動性の高さで絞込み流動性の高さで絞込み

時価総額１００億円以上

最終選定企業

上位約50社
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(2) ファンドの仕組み 

ファンドの仕組みは、以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜りそな・ＳＧ レディース バランスファンドの仕組み＞ 

外国債券には「ＳＧ 海外国債 マザーファンド」を通じて、国内株式には「ＳＧ レディース

国内株式 マザーファンド」を通じて投資します。 

受
益
者
（フ
ァ
ン
ド
購
入
者
）

申込金

ＳＧ レディース

国内株式マザーファンド

ＳＧ 海外国債

マザーファンド

収益分配金
解約金
償還金

国内株式

外国債券

投資

損益

投資

損益

り
そ
な
・Ｓ
Ｇ

レ
デ
ィ
ー
ス

バ
ラ
ン
ス
フ
ァ
ン
ド

投資

損益

投資

損益

受
益
者
（フ
ァ
ン
ド
購
入
者
）

申込金

ＳＧ レディース

国内株式マザーファンド

ＳＧ 海外国債

マザーファンド

収益分配金
解約金
償還金

国内株式

外国債券

投資

損益

投資

損益

り
そ
な
・Ｓ
Ｇ

レ
デ
ィ
ー
ス

バ
ラ
ン
ス
フ
ァ
ン
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投資

損益

投資

損益
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ファンドの関係法人および関係業務は、以下の通りです。 

 

ファンドの関係法人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪各契約の概要≫ 

各契約の種類 契約の概要 

募集・販売等に関する契約 

委託会社と販売会社の間で締結する、受益証券の募集の取扱い、販売、

一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金および一部解約金

の支払い等に関する契約 

証券投資信託契約 

（証券投資信託にかかる信託契約

（信託約款）） 

委託会社と受託会社の間で締結する、当該証券投資信託の設定から償還

にいたるまでの運営にかかる取り決め事項に関する契約 

証 券 投 資
 

信 託 契 約

 
募集･販売等に
関する契約 

ソシエテジェネラル 
アセットマネジメント株式会社 

（ＳＧ ＡＭ（ジャパン）） 

信託財産の運用指図、受益証券の発行業
務、投資信託説明書（目論見書） 
及び運用報告書の作成等 

委 託 会 社 

りそな・ＳＧ レディース バランスファンド
（愛称：Ｌｏｖｅ Ｍｅ！（ラブ・ミー！））

フ ァ ン ド

りそな信託銀行株式会社 
 

再信託受託会社 
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 

〔信託財産の保管、信託財産の計算、管理業務〕

受 託 会 社 

受益証券の募集の取扱い、販売、一部解約
の実行の請求の受付け、収益分配金、償還
金および一部解約金の支払い等 

販 売 会 社 

 
ファンドの運用成果（利益･損失）の帰属者
として、収益分配金･償還金等を受領しま
す。 

投 資 家 （ 受 益 者 ） 

収益分配金・申込金 償還金等 

・ＳＧ 海外国債 マザーファンド 

・ＳＧ レディース 国内株式 マザーファンド 

マ ザ ー フ ァ ン ド
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委託会社の概況 

 

名 称 ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社 

資本の額 １２億円 

会 社 の 

沿 革 

  昭和46年11月22日 山一投資カウンセリング株式会社設立 

  昭和55年 1月 4日 山一投資カウンセリング株式会社から山一投資顧問株式会社へ社名変更 

  平成10年 1月28日 ソシエテ ジェネラル投資顧問株式会社が主要株主となる 

  平成10年 4月 1日 山一投資顧問株式会社からエスジー山一アセットマネジメント株式会社へ社名変更 

  平成10年11月30日 証券投資信託委託会社の免許取得 

  平成16年 8月 1日 りそなアセットマネジメント株式会社と合併し、ソシエテジェネラルアセットマネジメント

株式会社へ社名変更 

大 株 主 名     称 住     所 所 有 株 式 数 比     率

の 状 況 ソシエテジェネラル投資顧問（株） 東京都中央区日本橋兜町5番1号 2,400,000株 100％ 

（本書作成日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソシエテ ジェネラル グループの表記について 

本書においてソシエテ ジェネラルを「ＳＧ」、ソシエテ ジェネラル アセット マネジメントを「ＳＧアセット

マネジメント」または「ＳＧ ＡＭ」と表示することがあります。「ＳＧ」とはソシエテ ジェネラルを表すブラ

ンドであり、ファンドの関係法人またはグループ会社の名称を以下のように示すことがあります。 

ソシエテ ジェネラル               ＳＧ 

 

ソシエテ ジェネラル アセット マネジメント    ＳＧ アセット マネジメント 

  （本社・フランス パリ）     またはＳＧ ＡＭ 

       

ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社  ＳＧ アセット マネジメント（ジャパン） 

  （ファンドの委託会社 本社・日本 東京）   またはＳＧ ＡＭ（ジャパン） 

       

ソシエテ ジェネラル グループの表記について 

本書においてソシエテ ジェネラルを「ＳＧ」、ソシエテ ジェネラル アセット マネジメントを「ＳＧ ＡＭ」

と表示することがあります。「ＳＧ」とはソシエテ ジェネラルを表すブランドであり、ファンドの関係法人ま

たはグループ会社の名称を以下のように示すことがあります。 

ソシエテ ジェネラル ＳＧ 

ソシエテ ジェネラル アセット マネジメント ＳＧ ＡＭ 

（本社・フランス パリ）  

ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社 ＳＧ ＡＭ（ジャパン） 

（本社・日本 東京）  
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２ 投資方針 

(1) 投資方針 

① 運用方針 

この投資信託は、インカムゲインを中心とした安定的な収益の確保と中長期的な信託財

産の成長を図ることを目標として運用を行います。 

② 投資態度 

（イ）主として「ＳＧ 海外国債 マザーファンド」受益証券および「ＳＧ レディース 国内

株式 マザーファンド」受益証券を投資対象とします。これらのマザーファンドへの

投資を通じて、主として外国債券および国内株式に分散投資を行うことにより、イン

カムゲインを中心とした安定的な収益の確保と、中長期的な信託財産の成長を目指し

ます。このほか、外国債券および国内株式に直接投資することがあります。 

１ 外国債券部分は、「ＳＧ 海外国債 マザーファンド」受益証券への投資を通じて、

主として日本を除くＧ７（アメリカ、カナダ、ドイツ、フランス、イタリア、イ

ギリス）各国の政府または政府機関等が発行する債券（以下「ソブリン債」とい

います。）に投資し、インカムゲインを中心とした安定的な収益の確保を目指し

ます。ただし、市場環境によってはＧ７以外のＯＥＣＤ加盟国が発行するソブリ

ン債（原則としてＡＡ格相当以上）に投資することがあります。 

２ 国内株式部分は、「ＳＧ レディース 国内株式 マザーファンド」受益証券への投

資を通じてわが国の証券取引所上場企業のうち、企業ブランド価値の女性による

認知度・評価度が高いと考えられる企業の株式に投資し、中長期的な信託財産の

成長を目標として運用を行います。 

（ロ）資産の実質投資比率は、外国債券への投資を 75％程度、国内株式への投資を 25％程

度とすることを基本とします。 

（ハ）原則として実質外貨建資産の為替ヘッジは行いません。 

ただし、資産動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に

上記と異なる運用を行う場合があります。 

 

(2) 投資対象 

① 投資の対象とする資産の種類 

この信託において投資の対象とする資産は、次に掲げるものとします。 

（イ）次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条

第１項で定めるものをいいます。以下同じ。） 

(a) 有価証券 

(b) 有価証券指数等先物取引にかかる権利 

(c) 有価証券オプション取引にかかる権利 

(d) 外国市場証券先物取引にかかる権利 

(e) 有価証券店頭指数等先渡取引にかかる権利 

(f) 有価証券店頭オプション取引にかかる権利 

(g) 有価証券店頭指数等スワップ取引にかかる権利 
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(h) 金銭債権（(a)、(i)および(k)に掲げるものに該当するものを除く。以下同じ。） 

(i) 約束手形（証券取引法（昭和 23 年法律第 25 号）第２条第１項第８号に掲げるもの

を除く。） 

(j) 金融先物取引にかかる権利 

(k) 金融デリバティブ取引にかかる権利（(b)から(g)まで、および(j)に掲げるものに

該当するものを除く。） 

(l) 次に掲げるものを信託する信託の受益権（(a)に掲げるものに該当するものを除

く。） 

Ａ 金銭（信託財産を主として前各号に掲げる資産に対する投資として運用すること

を目的とする場合に限る。） 

Ｂ 有価証券 

Ｃ 金銭債権 

（ロ）次に掲げる特定資産以外の資産 

(a) 為替手形 

(b) 抵当証券 

(c) 外国有価証券市場において行われる有価証券先物取引と類似の取引にかかる権利 

② 投資対象とする有価証券 

ファンドは、主として「ＳＧ レディース 国内株式 マザーファンド」受益証券及び

「ＳＧ 海外国債 マザーファンド」受益証券に投資するほか、次の有価証券に投資するこ

とができます。 

(a) 株券または新株引受権証書 

(b) 国債証券 

(c) 地方債証券 

(d) 特別の法律により法人が発行する債券 

(e) 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分

離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。） 

(f）資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（証券取引法第２条第１項第３号の２

で定めるものをいいます。） 

(g）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（証券取引法第２条第１項第

５号で定めるものをいいます。） 

(h) 協同組織金融機関にかかる優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書（証

券取引法第２条第１項第５号の２で定めるものをいいます。） 

(i) 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券（証券取引法第２条第１項第５号の

３で定めるものをいいます。） 

(j) コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等 

(k) 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。）およ

び新株予約権証券 

(l) 外国または外国法人の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質

を有するもの 

(m) 投資信託または外国投資信託の受益証券（証券取引法第２条第１項第７号で定める
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ものをいいます。） 

(n) 投資証券または外国投資証券（証券取引法第２条第１項第７号の２で定めるものを

いいます。） 

(o) 外国貸付債権信託受益証券（証券取引法第２条第１項第 10 号で定めるものをいい

ます。） 

(p) オプションを表示する証券または証書（証券取引法第２条第１項第 10 号の２で定

めるものをいいます。） 

(q) 預託証書（証券取引法第２条第１項第 10 号の３で定めるものをいいます。） 

(r) 外国法人が発行する譲渡性預金証書 

(s) 貸付債権信託受益権（証券取引法第２条第２項第１号で定めるものをいいます。） 

(t) 外国法人に対する権利で前号の権利の性質を有するもの 

なお、(a)の証券または証書、(l)ならびに(q)の証券または証書のうち(a)の証券または

証書の性質を有するものを以下「株式」といい、(b)から(f)までの証券および(l)ならび

に(q)の証券または証書のうち(b)から(f)までの証券の性質を有するものを以下「公社

債」といい、(m)の証券および(n)の証券を以下「投資信託証券」といいます。 

③ 投資対象とする金融商品 

委託会社は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用

することを指図することができます。 

(a) 預金 

(b) 指定金銭信託 

(c) コール・ローン 

(d) 手形割引市場において売買される手形 

前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応

等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を(a)から(d)までに掲

げる金融商品により運用することの指図ができます。 

④ その他 

(a) 信用取引により株券を売付けることができます。なお、当該売付けの決済について

は、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。 

(b) わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有

価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を

行うことができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含まれるものとしま

す。 

(c) わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨

にかかる先物取引およびオプション取引を行うことができます。 

(d) わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国

の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。 

(e) スワップ取引を行うことができます。なお、担保の提供あるいは受入れが必要と認

めたときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。 

(f) 金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。なお、担保の提供あるい
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は受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。 

(g) 信託財産に属する株式および公社債を貸付けることができます。なお、必要と認め

たときは、担保の受入れを行うものとします。 

(h) 一部解約金の支払資金に不足額が生じたときは、資金借入れをすることができます。 

(i) 公社債の借入れを行うことができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり

担保の提供が必要と認めたときは担保の提供を行うものとします。 

(j) 信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付けることができます。 

 

(3) 運用体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ファンドは、委託会社の運用本部により運用される体制となっています。各ファンドには、リスク

管理の観点から投資ルールが定められており、そのルールに沿った運用がされているかどうか、運用

審査室でモニターしています。 

 

※上記は本書作成日現在の運用体制です。運用体制は変更されることがあります。 

 

 

(4) 分配方針 

① 収益分配方針 

毎決算時（平成 17 年 6 月 15 日以降原則として毎月 15 日）に、原則として次の通り収

益分配を行う方針です。 

(a) 分配対象額 

経費控除後の繰越分も含めた利子・配当等収益＊1（マザーファンドの信託財産に属す

る配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」とい

います。）を含みます。）および売買益＊2（評価益を含み、みなし配当等収益を控除し

て得た額とします。）等の全額とします。 

(b) 分配対象額についての分配方針 

委託会社
ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社

ＳＧ レディース 国内株式
マザーファンド

ＳＧ 海外国債 マザーファンド

国内株式

外国債券

りそな・ＳＧ レディース
バランスファンド

運用本部

ファンド マネージャー

（運用方針の決定・実行）

マザーファンド
買付の指図など

指図・発注

審査・監査部

運用審査室

委託会社
ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社

ＳＧ レディース 国内株式
マザーファンド

ＳＧ 海外国債 マザーファンド

国内株式

外国債券

りそな・ＳＧ レディース
バランスファンド

運用本部

ファンド マネージャー

（運用方針の決定・実行）

マザーファンド
買付の指図など

指図・発注

審査・監査部

運用審査室
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収益分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、

分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。 

(c) 留保額の運用方針 

運用の基本方針に基づき運用を行います。 

＊1 配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額

をいいます。 

＊2売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額をいいます。 

② 収益の分配 

信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 

(a) 配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利

息を控除した額（以下「配当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および

当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に

分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配

準備積立金として積立てることができます。 

(b) 売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経

費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越

欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配するこ

とができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積立て

ることができます。 

③ 収益分配金の交付 

「自動けいぞく投資コース」の受益者の場合は、毎計算期間終了日の基準価額にて、そ

の翌営業日に収益分配金の手取額をもって、ファンドの買付けを自動的に行います。 

「一般コース」の受益者の場合は、毎計算期間終了日後１カ月以内の委託会社の指定す

る日（原則として決算日から起算して５営業日目）から収益分配金交付票と引換えに収益

分配金を支払います。支払いは、委託会社の指定する販売会社の営業所等において行うも

のとします。「一般コース」の受益者が、支払い開始日から５年間支払いの請求を行わな

い場合はその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属し

ます。 

（注）ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、その場合の収益分配金

は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる

決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかか

る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている

受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日目（予

定）からお支払いします。なお、平成19年1月4日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金

交付票は、なおその効力を有するものとし、その収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします。

「分配金再投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資

により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。 

 

(5) 投資制限 

① 信託約款に基づく投資制限 

（イ）株式への実質投資割合には、制限を設けません（約款「運用の基本方針」）。 

（ロ）外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません（約款「運用の基本方針」）。 

（ハ）同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 20％
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以内とします（約款「運用の基本方針」および第 22 条第 1項）。 

（ニ）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産

の純資産総額の 20％以内とします（約款「運用の基本方針」および約款第 19 条第 4

項）。 

（ホ）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時におい

て信託財産の純資産総額の 10％以内とします（約款「運用の基本方針」および第 22

条第 2項）。 

（へ）同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 

号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権

がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施

行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債

を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への実質投資割合は、取得時

において信託財産の純資産総額の 10％以内とします（約款「運用の基本方針」およ

び第 22 条第 3項）。 

（ト）投資信託証券（親投資信託を除く）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の

５％以内とします（約款「運用の基本方針」および第 19 条第 5項）。 

（チ）スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない

ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて

はこの限りではありません（約款第 24 条第 2項）。  

（リ）金利先渡取引および為替先渡取引については、当該取引の決済日が、原則として信託

期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能

なものについてはこの限りではありません（約款第 25 条第 2項）。 

（ヌ）信託財産に属する株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信

託財産で保有する株式の時価合計額の 50％を超えないものとします。また、公社債

の貸付けは貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す

る公社債の額面金額の合計額の 50％を超えないものとします（約款第 26 条第 1 項）。 

（ル）信託財産に属さない公社債を売付ける場合、当該売付けの決済については、公社債

（信託財産により借入れた公社債を含みます）の引渡しまたは買戻しにより行うこと

ができるものとします。ただし、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の

純資産総額の範囲内とします（約款第 28 条）。 

（ヲ）公社債を借入れる場合、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総

額の範囲内とします（約款第 29 条第２項）。  

② 法令等に基づく主な投資制限 

投資信託及び投資法人に関する法律等により、次に掲げる取引は制限されます。 

（イ）同一法人の発行する株式の投資制限 

投資信託委託業者は、同一法人の発行する株式について、委託会社が運用を行う、す

べての投資信託の投資信託財産として有する同一法人の発行する株式にかかる議決権の

総数が、当該株式の総発行株式の数にかかる議決権の総数の50％を超えることとなると

きは、投資信託財産をもって当該株式を取得することはできません。 

（ロ）先物取引等の評価損の制限 
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委託会社は、信託財産の純資産の100分の50を乗じた額が、当該信託財産にかかる次

の（a）および（b）に掲げる額（これら取引のうち、当該取引が評価損を生じたのと同

じ事由により評価益を生じた取引がある場合には、当該評価益の合計額を控除した額と

します。）ならびに（c）および（d）に掲げる額の合計額を下回ることとなるものにか

かわらず、当該信託財産にかかる有価証券先物取引等を行うことまたは継続することは

できません。 

(a) 信託財産にかかる先物取引等評価損（有価証券オプション取引等（有価証券オプ

ション取引、外国有価証券市場におけるこれと同類の取引および金融オプション取

引（海外金融先物市場におけるこれと類似の取引を含む。）をいいます。以下、後

記(b)において同じ）および有価証券店頭オプション取引等（有価証券店頭オプ

ション取引および選択権付債券売買）の売付約定にかかるものを除きます。） 

(b) 信託財産にかかる有価証券オプション取引等および有価証券店頭オプション取引等

のうち売付約定にかかるものにおける原証券等（オプションの行使の対象となる―

または複数の有価証券もしくは有価証券指数またはこれと類似のものをいいま

す。）の時価とその行使価格との差額であって当該オプションの行使にともない発

生すると見込まれる損失の額から当該オプションにかかる帳簿価額を控除した金額

であって評価損となるもの 

(c) 信託財産をもって取得し現在保有している新株予約権を表示する証券または証書に

かかる時価とその帳簿価額との差額であって評価損となるもの 

(d) 信託財産をもって取得し現在保有しているオプションを表示する証券または証書に

かかる時価とその帳簿価額との差額であって評価損となるもの 
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＜参考情報＞ 

ＳＧ 海外国債 マザーファンドについて 

１ 運用の基本方針 

インカムゲインを中心とした安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として

運用を行います。 

 

２ 投資方針 

(1)投資対象 

世界主要先進国の政府･政府機関等が発行する債券（ソブリン債）を主要投資対象としま

す。 

(2)投資態度 

① 主として日本を除くＧ７（アメリカ、カナダ、ドイツ、フランス、イタリア、イギリ

ス）各国の政府または政府機関等が発行する債券（以下「ソブリン債」といいます。）

に投資し、インカムゲインを中心とした安定的な収益の確保を目指します。ただし、市

場環境によってはＧ７以外のＯＥＣＤ加盟国が発行するソブリン債（原則としてＡＡ格

相当以上）に投資することがあります。 

② 原則として為替ヘッジを行いません。 

③ ポートフォリオの構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図ります。 

ただし、資産動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上

記と異なる運用を行う場合があります。 

 

３ 投資対象 

① 投資の対象とする資産の種類 

この信託において投資の対象とする資産は、次に掲げるものとします。 

1. 次に掲げる特定資産とします。 

(a) 有価証券 

(b) 有価証券指数等先物取引にかかる権利 

(c) 有価証券オプション取引にかかる権利 

(d) 外国市場証券先物取引にかかる権利 

(e) 有価証券店頭指数等先渡取引にかかる権利 

(f) 有価証券店頭オプション取引にかかる権利 

(g) 有価証券店頭指数等スワップ取引にかかる権利 

(h) 金銭債権（(a)、(i)および(k)に掲げるものに該当するものを除く。以下同

じ。） 

(i) 約束手形（証券取引法（昭和23年法律第25号）第２条第１項第８号に掲げるも

のを除く。） 

(j) 金融先物取引にかかる権利 

(k) 金融デリバティブ取引にかかる権利（(b)から(g)まで、および(j)に掲げるもの

に該当するものを除く。） 

(l) 次に掲げるものを信託する信託の受益権（(a)に掲げるものに該当するものを除

く。） 
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イ．金銭（信託財産を主として前記(a)から(k)に掲げる資産に対する投資として運

用することを目的とする場合に限る。） 

ロ．有価証券 

ハ．金銭債権 

2. 次に掲げる特定資産以外の資産 

(a) 為替手形 

(b) 抵当証券 

(c) 外国有価証券市場において行われる有価証券先物取引と類似の取引に係る権利 

② 運用の指図範囲 

主として次の有価証券に投資することを指図します。 

1. 株券または新株引受権証書 

2. 国債証券 

3. 地方債証券 

4. 特別の法律により法人の発行する債券 

5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分

離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。） 

6. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（証券取引法第２条第１項第３号

の２で定めるものをいいます。） 

7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（証券取引法第２条第１項第

５号で定めるものをいいます。） 

8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書（証

券取引法第２条第１項第５号の２で定めるものをいいます。） 

9. 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券（単位未満優先出資証券を含

む。）または新優先出資引受権を表示する証券（証券取引法第２条第１項第５号の

３で定めるものをいいます。） 

10. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等 

11. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同

じ。）および新株予約権証券 

12. 外国または外国法人の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質

を有するもの 

13. 投資信託または外国投資信託の受益証券（証券取引法第２条第１項第７号で定める

ものをいいます。） 

14. 投資証券または外国投資証券（証券取引法第２条第１項第７号の２で定めるものを

いいます。） 

15. 外国貸付債権信託受益証券（証券取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいま

す。） 

16. オプションを表示する証券または証書（証券取引法第２条第１項第10号の２で定め

るものをいいます。） 

17. 預託証書（証券取引法第２条第１項第10号の３で定めるものをいいます。） 

18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書 
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19. 貸付債権信託受益権（証券取引法第２条第２項第１号で定めるものをいいます。） 

20. 外国法人に対する権利で前号の権利の性質を有するもの 

なお、１の証券または証書、12ならびに17の証券または証書のうち１の証券または証書の性

質を有するものを以下「株式」といい、２から６までの証券および12ならびに17の証券または証

書のうち２から６までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13の証券および14の

証券を以下「投資信託証券」といいます。 

③ 信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図するこ

とができます。 

1. 預金 

2. 指定金銭信託 

3. コール・ローン 

4. 手形割引市場において売買される手形 

④ 前記①の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託

会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記③の１から４までに掲げる金融

商品により運用することの指図ができます。 

⑤ 法令・規則等で認められる範囲で信託金を委託会社の関係会社が発行する有価証券により運用す

ることを指図することができます。また、信託金による有価証券その他の資産の取得を委託会社

の関係会社から行うことを指図することができます。 

 

４ 投資制限 

① 信託約款による投資制限 

(a) 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。（約款「運用の基本方針」） 

(b) 株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以内とします。

（約款「運用の基本方針」および第13条第４項） 

(c) 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以内と

します。（約款「運用の基本方針」および第16条第１項） 

(d) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純

資産総額の５％以内とします。（約款「運用の基本方針」および第13条第５項） 

(e) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信

託財産の純資産総額の５％以内とします。（約款「運用の基本方針」および第16条第

２項） 

(f) 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号

の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権が

それぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行

前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め

「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資割合は、取得時において信

託財産の純資産総額の５％以内とします。（約款「運用の基本方針」および第16条第

３項） 

(g) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。（約款

「運用の基本方針」および第13条第６項） 
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＜参考情報＞ 

ＳＧ レディース 国内株式 マザーファンドについて 

 

１ 運用の基本方針 

信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。 

 

２ 投資方針 

(1)投資対象 

わが国の証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。 

(2)投資態度 

① わが国の証券取引所上場企業のうち、女性に企業ブランド価値が認知、評価されている

企業の株式に投資します。 

② 組入銘柄は原則として「Brand INDEX® (for Ladies)」採用銘柄とします。ただし、

「Brand INDEX® (for Ladies)」が算出・公表されなくなった場合はこの限りではありま

せん。 

・ 「Brand INDEX® (for Ladies)」は、株式会社ブランド・ヴェンチャーズが開発し算

出・公表する株式指数であり、財務要因や流動性を考慮したうえで、女性による認

知度・評価度の高さを基準に選定された銘柄で構成されます。 

※ 「Brand INDEX®」は、株式会社ブランド・ヴェンチャーズの登録商標であり、「Brand 

INDEX®」の算出に係る算出プログラムは、約款締結日現在、特許申請中です。「Brand INDEX® 

(for Ladies)」は、「Brand INDEX®」の派生インデックスとして、その使用は株式会社ブラン

ド・ヴェンチャーズが認めた者に限定されます。 

③ 株式組入れ比率は原則として高位を保ちます。 

ただし、資産動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上

記と異なる運用を行う場合があります。 

 

３ 投資対象 

① 投資の対象とする資産の種類 

この信託において投資の対象とする資産は、次に掲げるものとします。 

1. 次に掲げる特定資産とします。 

(a) 有価証券 

(b) 有価証券指数等先物取引にかかる権利 

(c) 有価証券オプション取引にかかる権利 

(d) 外国市場証券先物取引にかかる権利 

(e) 有価証券店頭指数等先渡取引にかかる権利 

(f) 有価証券店頭オプション取引にかかる権利 

(g) 有価証券店頭指数等スワップ取引にかかる権利 

(h) 金銭債権（(a)、(i)および(k)に掲げるものに該当するものを除く。以下同

じ。） 

(i) 約束手形（証券取引法（昭和23年法律第25号）第２条第１項第８号に掲げるも

のを除く。） 

(j) 金融先物取引にかかる権利 
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(k) 金融デリバティブ取引にかかる権利（(b)から(g)まで、および(j)に掲げるもの

に該当するものを除く。） 

(l) 次に掲げるものを信託する信託の受益権（(a)に掲げるものに該当するものを除

く。） 

イ．金銭（信託財産を主として前記(a)から(k)に掲げる資産に対する投資とし

て運用することを目的とする場合に限る。） 

ロ．有価証券 

ハ．金銭債権 

2. 次に掲げる特定資産以外の資産 

(a) 為替手形 

(b) 抵当証券 

(c) 外国有価証券市場において行われる有価証券先物取引と類似の取引に係る権利 

 

② 運用の指図範囲 

主として次の有価証券に投資することを指図します。 

1. 株券または新株引受権証書 

2. 国債証券 

3. 地方債証券 

4. 特別の法律により法人の発行する債券 

5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分

離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。） 

6. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（証券取引法第２条第１項第３号

の２で定めるものをいいます。） 

7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（証券取引法第２条第１項第

５号で定めるものをいいます。） 

8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書（証

券取引法第２条第１項第５号の２で定めるものをいいます。） 

9. 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券（単位未満優先出資証券を含

む。）または新優先出資引受権を表示する証券（証券取引法第２条第１項第５号の

３で定めるものをいいます。） 

10. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等 

11. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同

じ。）および新株予約権証券 

12. 外国または外国法人の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質

を有するもの 

13. 投資信託または外国投資信託の受益証券（証券取引法第２条第１項第７号で定める

ものをいいます。） 

14. 投資証券または外国投資証券（証券取引法第２条第１項第７号の２で定めるものを

いいます。） 

15. 外国貸付債権信託受益証券（証券取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいま

す。） 
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16. オプションを表示する証券または証書（証券取引法第２条第１項第10号の２で定め

るものをいいます。） 

17. 預託証書（証券取引法第２条第１項第10号の３で定めるものをいいます。） 

18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書 

19. 貸付債権信託受益権（証券取引法第２条第２項第１号で定めるものをいいます。） 

20. 外国法人に対する権利で前号の権利の性質を有するもの 

なお、１の証券または証書、12ならびに17の証券または証書のうち１の証券または

証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２から６までの証券および12ならび

に17の証券または証書のうち２から６までの証券の性質を有するものを以下「公社

債」といい、13の証券および14の証券を以下「投資信託証券」といいます。 

③ 信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指

図することができます。 

1. 預金 

2. 指定金銭信託 

3. コール・ローン 

4. 手形割引市場において売買される手形 

④ 前記①の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応

等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記③の１から４

までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。 

⑤ 法令・規則等で認められる範囲で信託金を委託会社の関係会社が発行する有価証券によ

り運用することを指図することができます。また、信託金による有価証券その他の資産

の取得を委託会社の関係会社から行うことを指図することができます。 

 

４ 投資制限 

① 信託約款による投資制限 

(a) 株式への投資割合には制限を設けません。（約款「運用の基本方針」） 

(b) 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以内と

します。（約款「運用の基本方針」および第16条第１項） 

(c) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純

資産総額の20％以内とします。（約款「運用の基本方針」および第13条第４項） 

(d) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信

託財産の純資産総額の10％以内とします。（約款「運用の基本方針」および第16条第

２項） 

(e) 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号

の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権が

それぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行

前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め

「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資割合は、取得時において信

託財産の純資産総額の10％以内とします。（約款「運用の基本方針」および第16条第

３項） 
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(f) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。（約款

「運用の基本方針」および第13条第５項） 

 

３ 投資リスク 

(1) ファンドのリスク 

ファンドは、株式や債券など値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動し

ます。したがって、ファンドは、金融機関の預金と異なり元本が保証されているものではあ

りません。またファンドは、預金保険機構、保険契約者保護機構あるいは投資者保護基金の

保護の対象ではありません。したがって、信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者

に帰属します。 

ファンドは分散投資などによりリスクの分散、抑制に努めています。しかし、ファンドの

基準価額を変動させる大きな要因となるリスクには主に次のようなものがありますので、十

分にご理解いただきご投資くださいますようお願い申し上げます。 

なお、これらは全てのリスクを網羅したものではなく、記載以外のリスクも存在します。 

 

① 価格変動リスク 

債券の価格は金利が低下した場合には上昇する傾向にありますが、金利の上昇局面では

下落し、基準価額が下がる要因となります。 

また、株式は、国内および国際的な政治・経済情勢の影響を受け、価額が下落するリス

クがあります。一般に株式市場が下落した場合には、その影響を受けファンドの基準価額

が下がる要因となります。 

② 信用リスク 

債券の発行国の財務状況悪化などにより、利息または償還金の支払いが遅延したり履行

されないリスクがあります。 

また、株式の発行体の倒産や財務状況の悪化などにより、株価が下落し、ファンドの基

準価額が下がる要因となります。 

③ 為替変動リスク 

海外の債券に投資するため、為替変動の影響を受けます。一般に、円高が進行した場合

には、ファンドの基準価額が下がる要因となります。 

④ ファミリーファンド方式による影響 

ファミリーファンド方式では、複数のベビーファンドが同一マザーファンドに投資する

可能性があるため、当ファンドが他のベビーファンドによる設定・解約の影響を受ける場

合があります。 
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(2) 委託会社のリスク管理について 

ファンドのリスク管理として、運用の基本方針に沿った資産構成になっているか、あるい

は適切な投資行動となっているかを検証しています。また、レビュー委員会において、ファ

ンド特性をふまえたパフォーマンス評価・検討を行っています。 
 

委託会社のリスク管理体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記は本書作成日現在のリスク管理体制です。リスク管理体制は変更されることがあります。 

 

リスク・コンプライアンス委員会リリススクク・・ココンンププラライイアアンンスス委委員員会会

ＳＧ ＡＭ

リスク管理本部 (Risk Management Department)

ＳＧＳＧ ＡＭＡＭ

リスク管理本部 (Risk Management Department)

定期報告＆意見交換

１．パフォーマンス評価

運用コンセプトと実際の整合性

同一プロダクト間の分散状況

２．運用上のリスク管理

運用ガイドライン

運用の健全性チェック

リーガル・リスクの管理

法令、業界ルールの調査

社内規則の整備

社内規則の遵守の監視･監督

トレーニングの実施

（法令遵守意識の向上）

３．内部監査と各種リスクの管理

内部監査の実施と業務改善指導

リスクレポート作成

顧客苦情・事務過誤等の報告

受理と対応監視

業務マニュアルの取りまとめ

レ
ビ
ュ
ー
委
員
会

レ
ビ
ュ
ー
委
員
会

審査・監査部 法務・コンプライアンス部

リスク・コンプライアンス委員会リリススクク・・ココンンププラライイアアンンスス委委員員会会

ＳＧ ＡＭ

リスク管理本部 (Risk Management Department)

ＳＧＳＧ ＡＭＡＭ

リスク管理本部 (Risk Management Department)

定期報告＆意見交換

１．パフォーマンス評価

運用コンセプトと実際の整合性

同一プロダクト間の分散状況

２．運用上のリスク管理

運用ガイドライン

運用の健全性チェック

リーガル・リスクの管理

法令、業界ルールの調査

社内規則の整備

社内規則の遵守の監視･監督

トレーニングの実施

（法令遵守意識の向上）

３．内部監査と各種リスクの管理

内部監査の実施と業務改善指導

リスクレポート作成

顧客苦情・事務過誤等の報告

受理と対応監視

業務マニュアルの取りまとめ

レ
ビ
ュ
ー
委
員
会

レ
ビ
ュ
ー
委
員
会

審査・監査部 法務・コンプライアンス部
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取得申込
総金額 ファンドの

取得金額

お申込手数料
（消費税等
相当額を含む）

取得申込
総金額 ファンドの

取得金額

お申込手数料
（消費税等
相当額を含む）

４手数料等及び税金 

(1)申込手数料 

申込手数料は、申込期間中においては取得申込日の翌営業日の基準価額に、それぞれ取得

口数を乗じて得た額に、2.1％（税抜き 2.0％）を上限として販売会社が個別に定める申込

手数料率を乗じて得た額とし、取得申込時にご負担いただくものとします。 

＜取得申込時にお支払いいただく金額＞ 

 

 

 

 

 

 

 

販売会社が個別に定める申込手数料率についての詳細は、販売会社または委託会社（下記、

お問い合わせ先）にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

(2)換金（解約）手数料 

換金（解約）手数料はありません。 

 

(3)信託報酬等 

① 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対し年率 1.344％（税抜き 1.280％）を乗じ

て得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。 

 信託報酬の配分は以下の通りとします。 

（単位：％） 

販売会社ごとの純資産総額 委託会社 販売会社 受託会社 

500億円以下の部分 
0.6300 

（税抜き0.60）

0.6300 

（税抜き0.60） 

0.0840 

（税抜き0.08）

500億円超750億円以下の部分 
0.5775 

（税抜き0.55）

0.6825 

（税抜き0.65） 

0.0840 

（税抜き0.08）

750億円超1,000億円以下の部分
0.5250 

（税抜き0.50）

0.7350 

（税抜き0.70） 

0.0840 

（税抜き0.08）

1,000億円超の部分 
0.4725 

（税抜き0.45）

0.7875 

（税抜き0.75） 

0.0840 

（税抜き0.08）

お問い合わせ先

ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社

フリーダイヤル： ０１２０－４９８－１０４

受付は土・日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時（証券取引所の半休日は午前9時から正午）

ホームページアドレス： http://www.sgam.co.jp/

お問い合わせ先

ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社

フリーダイヤル： ０１２０－４９８－１０４

受付は土・日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時（証券取引所の半休日は午前9時から正午）

ホームページアドレス： http://www.sgam.co.jp/
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② 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁します。信託報

酬の配分は以下の通りとします。なお、信託報酬の販売会社への配分は、販売会社の行

う業務に対する代行手数料であり、委託会社がいったん信託財産から収受した後、販売

会社ごとの純資産総額に応じて支払います。 

 

(4) その他の手数料等 

① 信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用（監査費用、法律顧問・税務

顧問への報酬、印刷費用、郵送費用、公告費用、格付費用、受益証券の管理事務に関連

する費用、受益証券作成に関する費用等を含みます。）および受託会社の立替えた立替

金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 

② 委託会社は、前項に定める信託事務の処理等に要する諸費用の支払いを信託財産のため

に行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合、委託会社は

実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、実際の費用にかかわらず当該計算期間を通

じて毎日信託財産の純資産総額に所定の率を乗じて得た金額を、毎計算期末または信託

終了のとき信託財産からその支弁を受けることとします。 

③ 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産が負担します。この他

に、売買委託手数料に対する消費税等相当額、先物取引・オプション取引等およびコー

ル取引等に要する費用ならびに外国における資産の保管等に要する費用についても信託

財産が負担します。信託財産の証券取引等に伴う手数料や税金は信託財産が負担します

が、売買委託手数料等は国や市場によって異なります。また、売買金額によっても異な

ります。 

 

(5)課税上の取扱い 

① 個別元本方式について 

（イ）個別元本について 

(a) 追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益証券の価額等（申込手数

料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者

の元本（個別元本）にあたります。 

(b) 受益者が同一ファンドの受益証券を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者

が追加信託を行う都度当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出され

ます。 
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(c) 「保護預り」ではない受益証券および記名式受益証券については受益証券ごとに、

同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社ごとに、個別元

本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンド

を取得する場合は当該支店ごとに、「自動けいぞく投資コース」と「一般コース」

の両コースを通じてそれぞれ取得した場合はコース別に、個別元本の算出が行われ

る場合があります。 

(d) 受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該

特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります（「特別分

配金」については、（ハ）収益分配金の課税について をご参照ください。）。 

（ロ）一部解約時および償還時の課税について 

一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。 

（ハ）収益分配金の課税について 

追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱

いとなる「特別分配金」（受益者の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があり

ます。 

受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配落ち後の基準価額が当該受益者

の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、収益

分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益分配落ち後の基準価額が当該受益者の

個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収

益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。 

なお、受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か

ら当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

※ 上図は収益分配金のイメージ図であり、収益分配金の支払いおよびその水準等を保証するもので

はありません。 

 

② 個人、法人別の課税の取扱いについて 

（イ）個人の受益者に対する課税 

個人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならび

分配
落ち前の
個別元本

分配落ち後の
新たな個別元本

普通分配金

特別分配金

取得申込時 収益分配時

収益
分配金

分配
落ち前の
個別元本

分配落ち後の
新たな個別元本

普通分配金

特別分配金

取得申込時 収益分配時

収益
分配金
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に一部解約時および償還時の個別元本超過額については、平成 20 年 3 月 31 日までは

10％（所得税７％および地方税３％）、また平成 20 年 4 月 1 日以降は 20％（所得税

15％および地方税５％）の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度（源泉徴収の

みで納税が完了する仕組み）が適用されます。 

確定申告を行い総合課税の選択をすることも可能です。また、公募株式投資信託の

償還時および一部解約時の損失と、株式等譲渡益との通算が可能となります。 

収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配

金は課税されません。 

（ロ）法人の受益者に対する課税 

法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならび

に一部解約時および償還時の個別元本超過額については、平成 20 年 3 月 31 日までは

７％（所得税７％）、また平成 20 年 4 月 1 日以降は 15％（所得税 15％）の税率によ

る源泉徴収が行われ、法人の受取額となります。なお地方税に関する源泉徴収はあり

ません。 

収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配

金は課税されません。 

 

◇ 税法が改正された場合等には、上記「(5) 課税上の取扱い」の他、本書における税制等に関する記載内

容が変更されることがあります。 
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５ 運用状況 

(1) 投資状況 

（平成18年4月末日現在） 

資産の種類 国名 時価合計 

（円） 

投資比率 

（％） 

親投資信託 受益証券 日本 15,848,776,530 99.64 

現金・預金・その他の資産（負債控除後） 57,576,861 0.36 

合計（純資産総額） 15,906,353,391 100.00 

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 

 

＜参考＞ＳＧ 海外国債 マザーファンド全体の投資状況 

（平成18年4月末日現在） 

資産の種類 国名 時価合計 

（円） 

投資比率 

（％） 

 アメリカ 4,441,788,408 37.66 

 カナダ 415,799,522 3.53 

国債証券 ドイツ 2,050,374,939 17.39 

 イタリア 1,792,717,086 15.20 

 フランス 1,695,741,503 14.38 

 イギリス 1,131,470,800 9.59 

 小      計 11,527,892,258 97.75 

現金・預金・その他の資産（負債控除後） 265,821,727 2.25 

合計（純資産総額） 11,793,713,985 100.00 

（注）投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいい

ます。 

 

＜参考＞ＳＧ レディース 国内株式 マザーファンド全体の投資状況 

（平成18年4月末日現在） 

資産の種類 国名 時価合計 

（円） 

投資比率 

（％） 

株式 日本 4,017,703,500 99.08 

現金・預金・その他の資産（負債控除後） 37,145,186 0.92 

合計（純資産総額） 4,054,848,686 100.00 

（注）投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいい

ます。 

 

(2) 投資資産 

① 投資有価証券の主要銘柄 

（平成18年4月末日現在）

国／ 

地域 

種類 銘柄名 数量 

(口) 

帳簿価額

単価(円)

帳簿価額 

金額(円) 

評価額 

単価(円) 

評価額 

金額(円) 

投資 

比率(%)

日本 
親投資信託 

受益証券 

SG海外国債 

ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ 11,016,234,919 1.0891 11,997,781,451 1.0706 11,793,981,104 74.15

日本 
親投資信託 

受益証券 

SGﾚﾃﾞｨｰｽ国内

株式ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ 3,022,132,687 1.3342 4,032,129,430 1.3417 4,054,795,426 25.49

（注１）全2銘柄 

（注２）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率であります。 

（注３）単価は１口当たりを表示しています。 
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② 投資不動産物件 

該当事項はありません。 

 

③ その他投資資産の主要なもの 

該当事項はありません。 
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＜参考＞ＳＧ 海外国債 マザーファンド全体の投資資産 

① 投資有価証券の主要銘柄 
（平成18年4月末日現在） 

帳簿価額 評価額 
地域 種類 銘柄名 数量 

単価 金額 単価 金額 

邦貨換算

（円） 

利率 

(％) 
償還期限

投資

比率

(％)

イギ

リス 国債証券 UNITED KINGDOM GILT 5% 2,390,000 104.75 2,503,525.00 102.186 2,442,245.40 503,566,579 5.0 2014/9/7 4.27

アメ

リカ 国債証券 US TREASURY N 4.25% 4,410,000 97.01 4,278,389.06 95.21875 4,199,146.87 480,382,401 4.25 2013/8/15 4.07

イタ

リア 国債証券 

ITALY BUONI 

POLIENNA6.5% 2,530,000 132.78 3,359,334.00 126.6 3,202,980.00 459,211,242 6.5 2027/11/1 3.89

フラ

ンス 国債証券 FRANCE GOVT O.A.T 8.5% 2,480,000 129.95 3,222,760.00 126.87 3,146,376.00 451,095,927 8.5 2012/12/26 3.82

アメ

リカ 国債証券 US TREASURY N 6% 2,870,000 104.07 2,987,042.18 103.234375 2,962,826.56 338,947,358 6.0 2009/8/15 2.87

アメ

リカ 国債証券 US TREASURY N/B 4.875% 

 

2,950,000 
100.87

2,975,812.50 99.484375 2,934,789.06 335,739,868 4.875 2012/2/15 2.85

アメ

リカ 国債証券 US TREASURY N 5.75% 

 

2,840,000 104.23 2,960,256.25 103.125 2,928,750.00 335,049,000 5.75 2010/8/15 2.84

イギ

リス 国債証券 TSY 6% 2028 1,310,000 127.45 1,669,595.00 121.85 1,596,235.00 329,127,694 6.0 2028/12/7 2.79

ドイ

ツ 国債証券 DEUTSCHE BUNDESREPUBL5% 2,120,000 107.53 2,279,742.00 105.8 2,242,960.00 321,573,175 5.0 2012/1/4 2.73

アメ

リカ 国債証券 5.5% US TREASURY N/B 2,780,000 101.48 2,821,265.62 101.03125 2,808,668.75 321,311,705 5.5 2008/2/15 2.72

アメ

リカ 国債証券 9.0% CANADA-GOVERNMNT 2,180,000 131.82 2,873,853.12 127.046875 2,769,621.87 316,844,741 8.125 2019/8/15 2.69

ドイ

ツ 国債証券 9.0% CANADA-GOVERNMNT 1,840,000 103.66 1,907,344.00 103.11 1,897,224.00 272,005,004 6.0 2007/7/4 2.31

アメ

リカ 国債証券 9.0% CANADA‐GOVERNMNT 2,180,000 101.88 2,221,045.32 101.4375 2,211,337.50 252,977,010 6.125 2007/8/15 2.15

イタ

リア 国債証券 ITALY BUONI POLIENNA 5% 1,710,000 103.68 1,772,928.00 102.998 1,761,265.80 252,512,677 5.0 2008/5/1 2.14

フラ

ンス 国債証券 FRANCE GOVT O.A.T 5.5% 1,580,000 108.05 1,707,190.00 106.68 1,685,544.00 241,656,443 5.5 2010/4/25 2.05

アメ

リカ 国債証券 6.125% US TREASURY N/B 1,870,000 116.53 2,179,134.37 110.203125 2,060,798.43 235,755,340 6.125 2027/11/15 2.00

フラ

ンス 国債証券 FRANCE GOVT O.A.T 5.5% 1,370,000 123.19 1,687,703.00 117.65 1,611,805.00 231,084,482 5.5 2029/4/25 1.96

イタ

リア 国債証券 ITALY BUONI POLIENNA 5% 1,490,000 107.53 1,602,197.00 105.54 1,572,546.00 225,455,920 5.0 2012/2/1 1.91

フラ

ンス 国債証券 8.5% FRANCE GOVT O.A.T 1,410,000 112.96 1,592,736.00 111.51 1,572,291.00 225,419,360 8.5 2008/10/25 1.91

イタ

リア 国債証券 

ITALY BUONI 

POLIENNA5.0% 1,530,000 102.88 1,574,186.40 102.35 1,565,955.00 224,510,968 5.0 2007/10/15 1.90

フラ

ンス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 1,410,000 103.36 1,457,376.00 103.07 1,453,287.00 208,357,757 5.5 2007/10/25 1.77

アメ

リカ 国債証券 US TREASURY N 8.75% 1,300,000 139.64 1,815,328.12 134.390625 1,747,078.12 199,865,736 8.75 2020/8/15 1.69

ドイ

ツ 国債証券 

5.375%BUNDESREPUB 

DEUTSCH 1,260,000 106.97 1,347,885.00 105.825 1,333,395.00 191,168,841 5.375 2010/1/4 1.62

アメ

リカ 国債証券 US TREASURY NOTE 070515 1,590,000 102.09 1,623,290.62 101.671875 1,616,582.81 184,937,073 6.625 2007/5/15 1.57

カナ

ダ 国債証券 5.5% CANADA-GOVERNMNT 1,700,000 104.47 1,776,024.00 103.494 1,759,398.00 179,018,746 5.5 2009/6/1 1.52

イギ

リス 国債証券 5.75% UK TREASYRY 800,000 104.29 834,320.00 103.45 827,600.00 170,642,844 5.75 2009/12/7 1.45

カナ

ダ 国債証券 9.0% CANADA-GOVERNMNT 1,050,000 161.41 1,694,878.50 155.125 1,628,812.50 165,731,671 9.0 2025/6/1 1.41

フラ

ンス 国債証券 5% FRANCE  OAT 900,000 111.4 1,002,600.00 108.38 975,420.00 139,845,965 5.0 2016/10/25 1.19

アメ

リカ 国債証券 US TREASURY N 5.5% 1,200,000 102.39 1,228,781.25 101.671875 1,220,062.50 139,575,150 5.5 2009/5/15 1.18

ドイ

ツ 国債証券 BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 820,000 124.23 1,018,686.00 118.45 971,290.00 139,253,847 5.5 2031/1/4 1.18
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② 投資不動産物件 

該当事項はありません。 

③ その他投資資産の主要なもの 

該当事項はありません。 

 

＜参考＞ＳＧ レディース 国内株式 マザーファンド全体の投資資産 

① 投資有価証券の主要銘柄 
（平成18年4月末日現在） 

簿価（円） 評価額（円） 
地域 種類 銘柄名 業種 

数量 

（株） 単価 金額 単価 金額 

投資 

比率 

（％）

日本 吉本興業 サービス業 43,000 2,665.00 114,595,000 3,260.00 140,180,000 3.46

 

スターバックス  

コーヒー ジャパン 
小売業 1,948 59,900.00 116,685,200 56,000.00 109,088,000 2.69

 伊藤園 食料品 25,200 3,700.00 93,240,000 4,190.00 105,588,000 2.60

 アサヒ飲料 食料品 54,500 1,424.00 77,608,000 1,800.00 98,100,000 2.42

 キヤノン 電気機器 11,100 7,310.00 81,141,000 8,710.00 96,681,000 2.38

 カルピス 食料品 86,000 1,010.00 86,860,000 1,119.00 96,234,000 2.37

 カゴメ 食料品 58,800 1,529.00 89,905,200 1,594.00 93,727,200 2.31

 ロート製薬 医薬品 66,000 1,300.00 85,800,000 1,386.00 91,476,000 2.26

 資生堂 化学 41,000 2,115.00 86,715,000 2,205.00 90,405,000 2.23

 麒麟麦酒 食料品 53,000 1,570.00 83,210,000 1,688.00 89,464,000 2.21

 日本電気 電気機器 110,000 717.00 78,870,000 797.00 87,670,000 2.16

 任天堂 その他製品 5,100 16,690.00 85,119,000 17,000.00 86,700,000 2.14

 富士通 電気機器 90,000 892.00 80,280,000 949.00 85,410,000 2.11

 トヨタ自動車 輸送用機器 12,700 6,340.00 80,518,000 6,660.00 84,582,000 2.09

 キリンビバレッジ 食料品 27,400 2,850.00 78,090,000 3,030.00 83,022,000 2.05

 江崎グリコ 食料品 68,000 1,116.00 75,888,000 1,212.00 82,416,000 2.03

 日清食品 食料品 22,700 3,710.00 84,217,000 3,630.00 82,401,000 2.03

 イオン 小売業 29,000 2,800.00 81,200,000 2,835.00 82,215,000 2.03

 キッコーマン 食料品 61,000 1,244.00 75,884,000 1,344.00 81,984,000 2.02

 シャープ 電気機器 41,000 2,005.00 82,205,000 1,999.00 81,959,000 2.02

 

ヤマトホールディング

ス 
陸運業 36,000 2,295.00 82,620,000 2,270.00 81,720,000 2.02

 ダイドードリンコ 食料品 17,200 4,600.00 79,120,000 4,680.00 80,496,000 1.99

 西友 小売業 286,000 302.00 86,372,000 280.00 80,080,000 1.97

 

コカ・コーラ セント

ラル ジャパン 
食料品 73 984,000.00 71,832,000 1,080,000.00 78,840,000 1.94

 

セブン＆アイ・ホール

ディングス 
小売業 17,800 4,420.00 78,676,000 4,410.00 78,498,000 1.94

 日産自動車 輸送用機器 52,100 1,364.00 71,064,400 1,497.00 77,993,700 1.92

 セコム サービス業 12,500 6,020.00 75,250,000 6,210.00 77,625,000 1.91

 明治乳業 食料品 107,000 698.00 74,686,000 723.00 77,361,000 1.91

 アサヒビール 食料品 47,300 1,675.00 79,227,500 1,629.00 77,051,700 1.90

 

株式 

ファンケル 化学 36,000 2,536.66 91,320,000 2,110.00 75,960,000 1.87
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業種別投資比率 
種 類 業   種   別 投資比率（％） 

株 式 食料品 41.24 

 化学 9.52 

 医薬品 4.09 

 ゴム製品 1.85 

 電気機器 10.42 

 輸送用機器 4.01 

 その他製品 2.14 

 陸運業 2.02 

 情報・通信業 3.22 

 卸売業 1.75 

 小売業 13.47 

 サービス業 5.37 

合計 99.08 

（注）投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の評価金額の比率です。 

 

② 投資不動産物件 

該当事項はありません。 

 

③ その他投資資産の主要なもの 

該当事項はありません。 
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(3) 運用実績 

① 純資産の推移 
 純資産総額 

（百万円） 

１万口当たり基準価額 

（円） 

第１特定期間末日 

（平成１７年 ９月１５日） 

10,830 

（10,910） 

10,423 

（10,503） 

第２特定期間末日 

（平成１８年 ３月１５日） 

15,979 

（16,881） 

10,471 

（11,171） 

平成１７年  ４月末 8,209 9,930 

       ５月末 9,128 9,920 

       ６月末 9,684 10,121 

       ７月末 10,153 10,243 

       ８月末 10,850 10,362 

       ９月末 11,222 10,572 

     １０月末 11,800 10,712 

     １１月末 12,796 11,003 

     １２月末 14,422 10,510 

平成１８年  １月末 15,723 10,631 

平成１８年  ２月末 15,730 10,336 

平成１８年  ３月末 16,158 10,521 

平成１８年  ４月末 15,906 10,368 

（注）カッコ内の数字は分配金付きの金額を表しています。 

 

② 分配の推移 
 １万口当たり税込み分配金

（円） 

第１特定期間（平成17年 3月18日～平成17年 9月15日） 80 

第２特定期間（平成17年 9月16日～平成18年 3月15日） 700 

 

③ 収益率の推移 
 収益率（％） 

第１特定期間（平成17年 3月18日～平成17年 9月15日） 5.03 

第２特定期間（平成17年 9月16日～平成18年 3月15日） 7.18 

（注）収益率とは、特定期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末

の基準価額（分配落の額。第１期の場合は当該計算期間の期首の基準価額（当初１万口当た

り 10,000 円）。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除

して得た数に 100 を乗じて得た数をいいます。 
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６ 手続等の概要 

 (1) 申込（販売）手続等 

① 販売会社は、申込期間中の販売会社の営業日において、受益証券の募集・販売の取扱い

を行います。ただし、ニューヨークもしくはパリの銀行休業日の場合には、お申込みの

取扱いをいたしません。取得申込みを行う申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、

販売会社に対しファンドの取得申込みを行います。取得申込みの受付けは、販売会社所

定の時限までとし、受付時間を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとします。 

② 受益証券の価額は、申込期間においては取得申込日の翌営業日の基準価額とします。 

基準価額は、委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社に問い合わせるこ

とにより知ることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

③ 最低申込口数および申込単位は 1 口単位または 1 円単位をもって、販売会社が定める単

位とします。また、分配金の受取方法により、「自動けいぞく投資コース」と「一般

コース」があります。各申込コースの申込単位は以下の通りです。販売会社によって取

り扱う申込コースは異なる場合がありますので、詳しくは販売会社または委託会社へお

問い合わせください。 

申込コース 申込単位 

自動けいぞく投資コース １万円以上１円単位 

一般コース １万口以上１万口単位 

※ 「自動けいぞく投資コース」とは、分配金を税引き後無手数料で自動的に再投資するコースのことをい

います。また、販売会社によっては､自動的に分配金の再投資を行わず、収益の分配が行われたときに分

配金を受け取る「定期引出」を選択することもできます。 

また、販売会社により「投資信託定時定額購入プラン」を取り扱う場合があります。詳し

くは販売会社（販売会社については下記のお問い合わせ先にご照会ください。）へお問い合

わせください。 

④ 取得申込時には申込手数料をご負担いただくものとします。ただし、「自動けいぞく投資

コース」において収益分配金を再投資する場合には、申込手数料はありません。 
⑤ 委託会社は、信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、

または証券取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社

の判断により、受益証券の取得申込みの受付けを中止すること、およびすでに受け付けた取

得申込みの受付を取消すことができます。 
 
※ファンドの受益権は、平成19年１月４日より振替制度に移行する予定であり、取得申込者は販売会社に、取

得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るも

のとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、

当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を

お問い合わせ先

ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社

フリーダイヤル： ０１２０－４９８－１０４

受付は土・日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時（証券取引所の半休日は午前9時から正午）

ホームページアドレス： http://www.sgam.co.jp/

お問い合わせ先

ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社

フリーダイヤル： ０１２０－４９８－１０４

受付は土・日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時（証券取引所の半休日は午前9時から正午）

ホームページアドレス： http://www.sgam.co.jp/
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行なうことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿へ

の新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関

等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新

たな記載または記録を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振

替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。 

 

(2) 換金（解約）手続等 

① 受益者（委託会社の指定する販売会社を含みます。）は、自己の有する受益証券につき、

販売会社の営業日において、以下の解約単位をもって一部解約の実行の請求（以下、

「解約請求」といいます。）を行うことで換金ができます。ただし、ニューヨークもし

くはパリの銀行休業日の場合には、解約の申込みの受付けは行いません。 

申込コース 解約単位 

自動けいぞく投資コース １口単位 

一般コース １万口単位 

一部解約の申込みの受付けは、販売会社所定の時限までとし、受付時間を過ぎた場合は翌

営業日の取扱いとします。 

② 一部解約の価額は、一部解約の申込みを受け付けた日の翌営業日の基準価額とします。 

なお、手取額は、解約価額から所得税および地方税（基準価額が個別元本※1 を上回った場合

その超過額の 10％。なお、平成 20 年 4 月 1 日からは 20％。）を差し引いた金額※2となり、

受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、５営業日目から受益者に支払います。

換金（解約）手数料はありません。 

※1 「個別元本」とは、受益者ごとの信託時の受益証券の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる

消費税等相当額は含まれません。）をいいます。 

※2 個人の受益者の場合の手取額です。法人の受益者の場合は、所得税（基準価額が個別元本を上回った場合

その超過額の 7％。なお、平成 20 年 4月 1 日からは 15％。）を差し引いた金額となります。 

③ 委託会社は、証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な

い事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを制限または中止すること、および既

に受付けた申込みを取り消すことができます。 

 

※ 買取請求による換金（解約）のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、詳しくはお申込みの

販売会社にお問い合わせください。 

※ ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、換金の請求を行う受益者は、そ

の口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社

が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の

規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 

平成19年1月4日以降の換金にかかる換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとしま

す。ただし、平成19年1月4日以降に換金の代金が受益者に支払われることとなる換金の請求で、平成19年1月

4日前に行われる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行うものとします。 

平成18年12月29日時点での保護預りをご利用の方の受益証券は、原則として一括して全て振替受益権へ移行

します。受益証券をお手許で保有されている方で、平成19年1月4日以降も引き続き保有された場合は、換金

のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を

要しますので、ご留意ください。 
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＊ ニューヨークもしくはパリの銀行休業日の場合､取得およびご解約のお申込みの受付けは行いません。  

毎営業日 お申込可能＊

毎営業日
ご解約受付可能＊

取得の
お申込み

ご解約

申込受付日の
翌営業日

解約受付日の
翌営業日

解約受付日から
5営業日目よりお支払い

時期時期 価格決定日価格決定日 お受取可能日お受取可能日

毎営業日 お申込可能＊

毎営業日
ご解約受付可能＊

取得の
お申込み

ご解約

申込受付日の
翌営業日

解約受付日の
翌営業日

解約受付日から
5営業日目よりお支払い

時期時期 価格決定日価格決定日 お受取可能日お受取可能日
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７ 管理及び運営の概要 

資産の評価 

 

＜基準価額の算定＞ 

基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会

規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控

除した金額（以下、「純資産総額」といいます。）を、計算日における受

益権総口数で除した金額をいいます。 

 
 

 

 ＜基準価額の算出頻度と公表＞ 

基準価額は、委託会社の毎営業日算出され、販売会社または委託会社に問

い合わせることにより知ることができます。 

 

  

 

 

 

 

信託期間 

 

平成 17 年 3 月 18 日から平成 27 年 3 月 16 日まで＊です。 

＊ただし信託期間中にこの信託契約を終了させる場合があります。詳細は後記「信託の

終了」をご覧ください。 

計算期間 

 

原則として毎月 16 日から翌月 15 日までとします。 
 

＊ただし、各計算期間終了日に該当する日が休業日のときは、翌営業日とします。 

信託約款の

変更 

(a) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得

ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変

更することができるものとし、あらかじめ、監督官庁に届け出ます。 

 (b) 委託会社は、(a)の変更事項の内容が重大なものについては、あらかじ

め、変更しようとする旨およびその内容を公告し、これらの事項を記載

した書面を受益者に交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を

交付したときは、原則として、公告を行いません。 

お問い合わせ先

ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社

フリーダイヤル： ０１２０－４９８－１０４

受付は土・日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時（証券取引所の半休日は午前9時から正午）

ホームページアドレス： http://www.sgam.co.jp/

お問い合わせ先

ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社

フリーダイヤル： ０１２０－４９８－１０４

受付は土・日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時（証券取引所の半休日は午前9時から正午）

ホームページアドレス： http://www.sgam.co.jp/
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 (c) (b)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内（１

カ月以上）に委託会社に対して異議を述べる旨を付記します。 

 (d) (c)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総

口数の２分の１を超えるときは、信託約款の変更をしません。 

信託約款の変更をしない場合は、変更しない旨およびその理由を公告

し、当該事項を記載した書面を受益者に対して交付します。ただし、全

ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いま

せん。 

＜信託約款の変更の内容が重大なものである場合の手続＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 (e) (c)の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、委託会

社の指定する証券会社および登録金融機関を通じ受託会社に対し、自己

の有する受益証券を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求すること

ができます。 

 (f) 委託会社は、委託会社が受益者を代理してこの信託の受益権を振替受

入簿に記載または記録を申請することができる旨の信託約款変更をしよ

うとする場合は、その変更の内容が重大なものとして上記(b)から(d)の

規定にしたがいます。ただし、この場合において、振替受入簿への記載

または記録を申請することについて委託会社に代理権を付与することに

ついて同意をしている受益者へは、上記(b)の書面の交付を原則として

行いません。 

信託の終了 

（信託契約

の解約） 

(a) 委託会社は、次の場合においては、受託会社と合意のうえ、この信託

契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合には、あら

かじめ、監督官庁に届け出ます。 

Ａ 信託契約の一部を解約することにより、受益権口数に基準価額を乗じて

得られる純資産総額が 10 億円を下回ることとなった場合 

Ｂ 信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるとき

Ｃ やむを得ない事情が発生したとき 

これらの場合、委託会社は、前述の事項について、あらかじめ、解約し

ようとする旨を公告し、その旨を記載した書面を受益者に交付します。

ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公

約款変更の
公告*

受益者への
書面の交付

異議申立期間
（１カ月以上）

約款変更
実施

異議申立（受益権口数ベース）が総口数の過半数

異議申立（受益権口数ベース）が総口数の半数以下

約款変更
不成立の
公告*

受益者への
書面の交付

* 全ての受益者に書面を交付したときは原則として公告を行ないません。

約款変更
不成立約款変更の

公告*

受益者への
書面の交付

異議申立期間
（１カ月以上）

約款変更
実施

異議申立（受益権口数ベース）が総口数の過半数

異議申立（受益権口数ベース）が総口数の半数以下

約款変更
不成立の
公告*

受益者への
書面の交付

* 全ての受益者に書面を交付したときは原則として公告を行ないません。

約款変更
不成立
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告を行いません。 

この公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内（１カ

月以上）に委託会社に対して異議を述べる旨を付記します。 

そして、一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の

総口数の２分の１を超えるときは、信託契約の解約をしません。 

信託契約の解約をしない場合は、解約しない旨およびその理由を公告

し、当該事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。

ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公

告を行いません。 

＜信託の終了の手続＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 (b) (a)の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、委託会

社の指定する証券会社および登録金融機関を通じ受託会社に対し、自己

の有する受益証券を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求すること

ができます。 

 (c) 委託会社は、次の場合においては、この信託契約を解約し、信託を終

了させます。 

Ａ 委託会社が解散したとき、または業務を廃止したとき 

Ｂ 委託会社が監督官庁より認可の取消しを受けたとき 

Ｃ 監督官庁から信託契約の解約の命令を受けたとき 

＊監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引

き継ぐことを命じたときは、この信託は、前記「信託約款の変更

(d)」に該当する場合を除き、委託会社と受託会社との間において存

続します。 

運用報告書 毎年３月および９月の決算期末ごとおよび償還時に、当該期間の運用経

過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報

告書を作成し、販売会社より送付します。 

公告 日本経済新聞に掲載します。 

開示 ファンドの有価証券報告書を毎年３月および９月の決算日終了後３カ月以

内に提出します。また、これらの開示書類は、金融庁の電子開示システム

（EDINET）によって提出されており、同庁が提供するホームページ

（http://info.edinet.go.jp/）にて閲覧することができます。 

 

信託の終了の
公告*

受益者への
書面の交付

異議申立期間
（１カ月以上）

信託終了
実施

異議申立（受益権口数ベース）が総口数の過半数

異議申立（受益権口数ベース）が総口数の半数以下

信託の終了
不成立の
公告*

受益者への
書面の交付

* 全ての受益者に書面を交付したときは原則として公告を行ないません。

信託終了
不成立信託の終了の

公告*

受益者への
書面の交付

異議申立期間
（１カ月以上）

信託終了
実施

異議申立（受益権口数ベース）が総口数の過半数

異議申立（受益権口数ベース）が総口数の半数以下

信託の終了
不成立の
公告*

受益者への
書面の交付

* 全ての受益者に書面を交付したときは原則として公告を行ないません。

信託終了
不成立
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第２ 財務ハイライト情報 

 

(1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

38年大蔵省令第59号）（以下、「財務諸表等規則」という。）ならびに同規則第２条の２の

規定により、「投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用

報告書に関する規則」（平成12年総理府令第133号）（以下、「投資信託財産計算規則」とい

う。）に基づいて作成しております。 

なお、財務諸表等規則は、平成17年6月14日付内閣府令第74号により改正されておりますが、

前期（平成17年3月18日から平成17年9月15日まで）については改正前の財務諸表等規則に基

づき作成しており、当期（平成17年9月16日から平成18年3月15日まで）については改正後の

財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

また、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 

 

(2)  当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則6ヶ月毎に作成しておりま

す。 

 

(3)  当ファンドは、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前期（平成17年3月18日から平成

17年9月15日まで）及び当期（平成17年9月16日から平成18年3月15日まで）の財務諸表につい

て、新日本監査法人による監査を受けております。 

 



－43－ 

 

１ 財務諸表 

りそな・ＳＧ レディース バランスファンド 

 (1) 貸借対照表 

                                                                    （単位：円）  

前期 当期 

(平成17年9月15日現在) (平成18年3月15日現在) 

期      別 

 

  科      目 
金        額 金        額 

資産の部 

流動資産 

コ ー ル ・ ロ ー ン 128,204,294 158,389,763

親投資信託受益証券 10,760,490,780 15,899,811,947

未 収 利 息 3 4

流動資産合計 10,888,695,077 16,058,201,714

資産合計 10,888,695,077 16,058,201,714

負債の部 

流動負債 

未払収益分配金 20,782,220 30,521,657

未 払 解 約 金 24,723,206 31,768,120

未払受託者報酬 766,144 1,020,825

未払委託者報酬 11,492,161 15,312,386

その他未払費用 191,525 255,198

流動負債合計 57,955,256 78,878,186

負債合計 57,955,256 78,878,186

純資産の部 

元本 

元本 10,391,110,157 15,260,828,716

剰余金 

期末剰余金 439,629,664 718,494,812

(分配準備積立金)        （420,797,246）               (275,139,305) 

純 資 産 合 計  10,830,739,821 15,979,323,528

負債・純資産合計 10,888,695,077 16,058,201,714
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(2) 損益及び剰余金計算書 

                                                                         （単位：

円） 

前期 当期 

自 平成17年3月18日 自 平成17年9月16日 

至 平成17年9月15日 至 平成18年3月15日 

期      別 

 

 

  科      目 金        額 金        額 

経常損益の部  

営業損益の部 

営業収益  

受取利息 311 688

有価証券売買等損益 579,790,780 928,121,167

営業収益合計 579,791,091 928,121,855

営業費用 

受託者報酬 3,819,625 5,648,243

委託者報酬 57,294,323 84,723,618

その他費用 954,842 1,412,000

営業費用合計 62,068,790 91,783,861

営業利益 517,722,301 836,337,994

経常利益 517,722,301 836,337,994

当期純利益 517,722,301 836,337,994

一部解約に伴う当期純利益分配額 8,868,226 19,082,896

期首剰余金 ― 439,629,664

剰余金増加額 32,985,606 449,043,787

当期一部解約に伴う剰余金増加額 1,036,396 ―

 当期追加信託に伴う剰余金増加額 31,949,210 449,043,787

剰余金減少額 22,597,113 85,253,674

当期一部解約に伴う剰余金減少額 9,615,387 85,253,674

 当期追加信託に伴う剰余金減少額 12,981,726 ―

分 配 金 79,612,904 902,180,063

期 末 剰 余 金 439,629,664 718,494,812
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重要な会計方針 

 

期      別 

 

項      目 

前期 

自 平成１７年  ３月１８日 

至 平成１７年  ９月１５日 

当期 

自 平成１７年  ９月１６日 

至 平成１８年  ３月１５日 

１． 運用資産の評

価基準及び評

価方法 

 

２． 費用・収益の

計上基準 

 

３．その他 

 

親投資信託受益証券 

基準価額で評価しております。 

 

 

有価証券売買等損益の計上基準 

約定日基準で計上しております。 

 

当該財務諸表の特定期間は平成１７年３月１８

日（設定日）から平成１７年９月１５日までと

なっております。 

親投資信託受益証券 

同左 

 

 

有価証券売買等損益の計上基準 

同左 

 

当該財務諸表の特定期間は平成１７年９月１６

日から平成１８年３月１５日までとなっておりま

す。 

 

 



－46－ 

 

第３ 内国投資信託受益証券事務の概要 

１ 投資信託受益証券の名義書換等 

受益者は、委託会社の定める手続きによって、ファンドの受益証券を取得した販売会社に

申し出ることにより、原則として、無記名式受益証券を記名式に、または記名式受益証券を

無記名式に変更することができます。また、記名式受益証券を所有している受益者は、委託

会社の定める手続きによって、ファンドの受益証券を取得した販売会社に申し出ることによ

り、名義書換を請求することができます。ただし、名義書換手続きは、ファンドの毎計算期

間の末日の翌日から15日間停止します。記名式受益証券から無記名式受益証券への変更およ

び無記名式受益証券から記名式受益証券への変更ならびに名義書換にかかる手数料は徴収し

ません。 

なお「自動けいぞく投資コース」の場合は、取得した受益証券はすべて保護預りとなり、

混蔵保管されるため、記名式への変更は行いません。 

（注）ファンドの受益権は、平成19年1月4日より、振替制度に移行する予定であり、受益証

券は発行されず、受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録される

ことにより定まります。したがって、保護預りの形態はなくなります。 

２ 受益者名簿 

作成いたしません。 

３ 受益者に対する特典 

受益者に対する特典はありません。 

４ 内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容 

無記名式受益証券の譲渡に制限はありません。 
記名式受益証券の譲渡は、名義書換によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する

ことができません。 
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（注） ファンドの受益権は、平成19年1月4日より、振替受益権となる予定であり、委託会社は、この信託の受

益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効

力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事

情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。 

なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益

証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益

証券の再発行の請求を行わないものとします。 

○ 受益権の譲渡 

① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権

が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとしま

す。 

② 前項の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受

益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座

簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し

たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関

等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口

数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。 

③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記

録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が

異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断

したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 

○ 受益権の譲渡の対抗要件 

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に

対抗することができません。 

○ 受益権の再分割 

委託会社は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行

された場合には、受託会社と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益

権を均等に再分割できるものとします。 

○ 償還金 

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還

日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前

に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている

受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。 

○ 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて 

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支

払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款

の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 



－48－ 

第４ ファンドの詳細情報の項目 

有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報」（投資信託説明書（請求目論見書））の記載項

目は以下の通りです。 

第１ ファンドの沿革 

第２ 手続等 

１ 申込（販売）手続等 

２ 換金（解約）手続等 

第３ 管理及び運営 

１ 資産管理等の概要 

(1) 資産の評価 

(2) 保管 

(3) 信託期間 

(4) 計算期間 

(5) その他 

２ 受益者の権利等 

第４ ファンドの経理状況 

１ 財務諸表 

２ ファンドの現況 

第５ 設定及び解約の実績 
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りそな・ＳＧレディース・バランスファンド 約款 

 

運用の基本方針 

 第20条に基づき、委託者の定める運用の基本方針は

次のものとします。 

１．基本方針 

この投資信託は、インカムゲインを中心とし

た安定的な収益の確保と中長期的な信託財産の

成長を図ることを目標として運用を行います。 

２．運用方針 

（１）投資対象 

主として「ＳＧ 海外国債 マザーファンド」

受益証券および「ＳＧ レディース 国内株式 

マザーファンド」受益証券（各ファンドは親投

資信託。以下、両親投資信託を総称して「マ

ザーファンド」という場合があります。）を投

資対象とします。このほか、外国債券および国

内株式に直接投資することがあります。 

（２）投資態度 

① マザーファンドへの投資を通じて、主とし

て外国債券および国内株式に分散投資を行

うことにより、インカムゲインを中心とし

た安定的な収益の確保と、中長期的な信託

財産の成長を目指します。 

１ 外国債券部分は、「ＳＧ 海外国債 マ

ザーファンド」受益証券への投資を通

じて、主として日本を除くＧ７（アメ

リカ、カナダ、ドイツ、フランス、イ

タリア、イギリス）各国の政府または

政府機関等が発行する債券（以下「ソ

ブリン債」といいます。）に投資し、

インカムゲインを中心とした安定的な

収益の確保を目指します。ただし、市

場環境によってはＧ７以外のＯＥＣＤ

加盟国が発行するソブリン債（原則と

してＡＡ格相当以上）に投資すること

があります。 

２ 国内株式部分は、「ＳＧ レディース 

国内株式 マザーファンド」受益証券

への投資を通じてわが国の証券取引所

上場企業のうち、企業ブランド価値の

女性による認知度・評価度が高いと考

えられる企業の株式に投資し、中長期

的な信託財産の成長を目標として運用

を行います。 

② 資産の実質投資比率は、外国債券への投資

を75％程度、国内株式への投資を25％程度

とすることを基本とします。 

③ 原則として実質外貨建資産の為替ヘッジは

行いません。 

ただし、資産動向、市況動向等の急変により

上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記

と異なる運用を行う場合があります。 

（３）投資制限 

① 株式への実質投資割合には､制限を設けませ

ん。 

② 外貨建資産への実質投資割合には制限を設

けません。 

③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得

時において信託財産の純資産総額の20％以

内とします。 

④ 新株引受権証券および新株予約権証券への

実質投資割合は、取得時において信託財産

の純資産総額の20％以内とします。 

⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約

権証券への実質投資割合は、取得時におい

て信託財産の純資産総額の10％以内としま

す。 

⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権

付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号

の財産が当該新株予約権付社債についての

社債であって当該社債と当該新株予約権が

それぞれ単独で存在し得ないことをあらか

じめ明確にしているもの（以下会社法施行

前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8

号の定めがある新株予約権付社債を含め

「転換社債型新株予約権付社債」といいま

す。）への実質投資割合は、取得時におい

て信託財産の純資産総額の10％以内としま

す。 

⑦ 投資信託証券（親投資信託を除く）への実

質投資割合は、信託財産の純資産総額の

５％以内とします。 

３．収益分配方針 

毎決算時（原則として毎月15日）に、原則とし

て以下の方針に基づき分配を行います。 

① 分配対象額は､経費控除後の配当等収益と

売買益（評価益を含みます。）等の全額と

します。 

② 収益分配額は､委託者が基準価額水準等を

勘案して決定します。ただし、分配対象収

益が少額の場合には分配を行わないことが

あります。 

③ 留保益の運用については特に制限を設けず、

委託者の判断に基づき、元本部分と同一の

運用を行います。 
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  追加型証券投資信託 

りそな・ＳＧ レディース バランスファンド 

約  款 

【信託の種類、委託者および受託者】 

第１条 この信託は、証券投資信託であり、ソシエテ

ジェネラルアセットマネジメント株式会社を委託

者とし、りそな信託銀行株式会社を受託者としま

す。 

【信託事務の委託】 

第２条 受託者は、信託法第26条第１項に基づき、信託

事務の処理の一部について、金融機関の信託業務

の兼営等に関する法律第１条第１項の規定による

信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信

託契約を締結し、これを委託することができます。 

【信託の目的、金額および信託金の限度額】 

第３条 委託者は、金6,695,985,980円を受益者のために

利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き

受けます。 

  ② 委託者は、受託者と合意のうえ、金3,000億円を

限度として信託金を追加できるものとし、追加信

託が行われたときは、受託者はその引受けを証す

る書面を委託者に交付します。 

  ③ 委託者は、受託者と合意のうえ、第２項の限度

額を変更することができるものとします。 

【信託期間】 

第４条 この信託の期間は、信託契約締結日から平成27

年3月16日までとします。 

【受益証券の取得申込みの勧誘の種類】 

第５条 この信託にかかる受益証券の取得申込みの勧誘

は、証券取引法第２条第３項第１号に掲げる場合

に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第

２条第13項で定める公募により行われます。 

【受益権の分割および再分割】 

第６条 委託者は、第３条第１項の規定による受益権に

ついては6,695,985,980口に、追加信託によって

生じた受益権については、これを追加信託のつど、

第８条第１項の追加口数に、それぞれ均等に分割

します。 

  ② 委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の

受益権を均等に再分割できます。 

【当初の受益者】 

第７条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受

益者は、委託者の指定する受益証券取得申込者と

し、第６条により分割された受益権は、その取得

申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 

【追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法】 

第８条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の

基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数

を乗じた額とします。 

  ② この約款において基準価額とは、信託財産に属

する資産（受入担保金代用有価証券および第29条

に規定する借入有価証券を除きます。）を法令お

よび社団法人投資信託協会規則に従って時価評価

して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除

した金額（以下「純資産総額」といいます。）を

計算日における受益権口数で除した金額をいいま

す。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券

（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金

その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算

については、原則として、わが国における当日の

対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。 

  ③ 第31条に規定する予約為替の評価は、原則とし

て、わが国における計算日の対顧客先物売買相場

の仲値によるものとします。 

【信託日時の異なる受益権の内容】 

第９条 この信託の受益権は、信託の日時を異にするこ

とにより差異を生ずることはありません。 

【受益証券の発行および種類】 

第10条 委託者は、第６条の規定により分割された受益

権を表示する収益分配金交付票付の無記名式の受

益証券を発行します。 

② 委託者が発行する受益証券は、１万口券、５万

口券、10万口券、50万口券、100万口券、500万口

券、1,000万口券および１億口券の８種類、およ

び、１口の整数倍の口数を表示した受益証券を発

行します。 

  ③ 委託者の指定する登録金融機関（証券取引法第

65条の２第３項に規定する登録金融機関をいいま

す。以下同じ。）は、保護預り契約を結ぶことに

よって、第１項の受益証券を保管することができ

ます。 

【受益証券の発行についての受託者の認証】 

第11条 委託者は、前条の規定により受益証券を発行す

るときは、その発行する受益証券がこの信託約款

に適合する旨の受託者の認証を受けなければなり

ません。 

  ② 前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を

受益証券に記載し、記名捺印することによって行
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います。 

【受益証券の申込単位、価額および手数料】 

第12条 委託者の指定する登録金融機関は、第10条の規

定により発行された受益証券を、その取得申込者

に対し、１口単位をもって取得の申込みに応ずる

ことができるものとします。最低申込口数および

申込単位は、委託者の指定する登録金融機関が個

別に定めることができるものとします。 

② 前項の受益証券の価額は、取得申込日の翌営業

日の基準価額に、手数料および当該手数料にかか

る消費税および地方消費税（以下「消費税等」と

いいます。）に相当する金額を加算した価額とし

ます。ただし、この信託契約締結日前の取得申込

みにかかる１口当りの受益証券の価額は、１円に、

手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当

する金額を加算した価額とします。また、取得申

込日がニューヨークもしくはパリの銀行休業日の

場合には、取得の申込みの受付けを行わないもの

とします。 

③ 前項の場合の手数料の額は、委託者の指定する

登録金融機関がそれぞれ定めるものとします。 

④  前各項の規定にかかわらず、受益者が第47条第

２項の規定に基づいて収益分配金を再投資する場

合の受益証券の価額は、原則として第41条に規定

する各計算期間終了日の基準価額とします。 

⑤  前各項の規定にかかわらず、取得申込者の取得

申込総額が多額な場合、信託財産の効率的な運用

が妨げられると委託者が合理的に判断する場合、

または証券取引所における取引の停止、外国為替

取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、

委託者の判断により、受益証券の取得申込みの受

付けを中止することおよび既に受け付けた取得申

込みを取り消すことができます。 

【受益証券の記名式、無記名式への変更ならびに名義

書換手続】 

第13条 委託者は、受益者が委託者の定める手続きに

よって請求したときは、無記名式の受益証券と引

換えに記名式の受益証券を、または記名式の受益

証券と引換えに無記名式の受益証券を交付します。 

  ② 記名式受益証券の所持人は、委託者の定める手

続きによって名義書換を委託者に請求することが

できます。 

  ③ 前項の規定による名義書換の手続きは、第41条

に規定する毎計算期間の末日の翌日から15日 

   間停止します。 

【記名式の受益証券譲渡の対抗要件】 

第14条 記名式受益証券の譲渡は、前条の規定による名

義書換によらなければ、委託者および受託者に対

抗することができません。 

【受益証券の再交付】 

第15条 委託者は、無記名式の受益証券を喪失した受益

者が、委託者の定める手続きによって公示催告に

よる除権判決の謄本を添え、再交付を請求したと

きは、無記名式の受益証券を再交付します。 

② 委託者は、記名式の受益証券を喪失した受益者

が、委託者の定める手続きにより再交付を請求し

たときは、記名式の受益証券を再交付します。 

【受益証券を毀損した場合の再交付】 

第16条 委託者は、受益証券を毀損または汚損した受益

者が、委託者の定める手続きによって受益証券を

添え再交付を請求したときは、委託者は、受益証

券を再交付します。ただし、真偽を鑑別しがたい

ときは、前条の規定を準用します。 

【受益証券の再交付の費用】 

第17条 受益証券を再交付するときは、委託者は、受益

者に対して実費を請求することができます。 

【投資の対象とする資産の種類】 

第18条  この信託において投資の対象とする資産の種類

は、次に掲げるものとします。 

１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、

投資信託及び投資法人に関する法律第２条

第１項で定めるものをいいます。以下同

じ。）とします。 

イ．有価証券 

ロ．有価証券指数等先物取引にかかる権利 

ハ．有価証券オプション取引にかかる権利 

ニ．外国市場証券先物取引にかかる権利 

ホ．有価証券店頭指数等先渡取引にかかる

権利 

ヘ．有価証券店頭オプション取引にかかる

権利 

ト．有価証券店頭指数等スワップ取引にか

かる権利 

チ．金銭債権（イ、リおよびルに掲げるも

のに該当するものを除く。以下同

じ。） 

リ．約束手形（証券取引法（昭和23年法律

第25号）第２条第１項第８号に掲げる

ものを除く。） 

ヌ．金融先物取引にかかる権利 

ル．金融デリバティブ取引にかかる権利

（ロからトまで、およびヌに掲げるも

のに該当するものを除く。） 
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ヲ．次に掲げるものを信託する信託の受益

権（イに掲げるものに該当するものを

除く。） 

ａ．金銭（信託財産を主としてイ

からルに掲げる資産に対する

投資として運用することを目

的とする場合に限る。） 

ｂ．有価証券 

ｃ．金銭債権 

２．次に掲げる特定資産以外の資産 

イ. 為替手形 

ロ. 抵当証券 

ハ. 外国有価証券市場において行われる有

価証券先物取引と類似の取引に係る権

利 

【運用の指図範囲】 

第19条 委託者は、信託金を主としてソシエテジェネラ

ルアセットマネジメント株式会社を委託者とし、

りそな信託銀行株式会社を受託者として締結され

たＳＧ レディース 国内株式 マザーファンド受

益証券およびＳＧ 海外国債 マザーファンド受益

証券（それぞれを親投資信託といいます。両親投

資信託を総称してマザーファンドという場合があ

ります。以下同じ。）ならびに第１号から第20号

までの有価証券に投資することを指図します。 

１．株券または新株引受権証書 

２．国債証券 

３．地方債証券 

４．特別の法律により法人の発行する債券 

５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体

となった新株引受権付社債券（以下「分離

型新株引受権付社債券」といいます。）の

新株引受権証券を除きます。） 

６．資産の流動化に関する法律に規定する特定

社債券（証券取引法第２条第１項第３号の

２で定めるものをいいます。） 

７．特別の法律により設立された法人の発行す

る出資証券（証券取引法第２条第１項第５

号で定めるものをいいます。） 

８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券ま

たは優先出資引受権を表示する証書（証券

取引法第２条第１項第５号の２で定めるも

のをいいます。） 

９．資産の流動化に関する法律に規定する優先

出資証券（単位未満優先出資証券を含みま

す。）または新優先出資引受権を表示する

証券（証券取引法第２条第１項第５号の３

で定めるものをいいます。） 

10. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等 

11. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債

券の新株引受権証券を含みます。以下同

じ。）および新株予約権証券 

12．外国または外国法人の発行する証券または

証書で、前各号の証券または証書の性質を

有するもの 

13．投資信託または外国投資信託の受益証券

（証券取引法第２条第１項第７号で定める

ものをいいます。） 

14．投資証券または外国投資証券（証券取引法

第２条第１項第７号の２で定めるものをい

います。） 

15．外国貸付債権信託受益証券（証券取引法第

２条第１項第10号で定めるものをいいま

す。） 

16．オプションを表示する証券または証書（証

券取引法第２条第１項第10号の２で定める

ものをいいます。） 

17．預託証書（証券取引法第２条第１項第10号

の３で定めるものをいいます。） 

18．外国法人が発行する譲渡性預金証書 

19．貸付債権信託受益権（証券取引法第２条第

２項第１号で定めるものをいいます。） 

20．外国法人に対する権利で前号の権利の性質

を有するもの 

    なお、第１号の証券または証書、第12号ならび

に第17号の証券または証書のうち第１号の証券ま

たは証書の性質を有するものを以下「株式」とい

い、第２号から第６号までの証券および第12号な

らびに第17号の証券または証書のうち第２号から

第６号までの証券の性質を有するものを以下「公

社債」といい、第13号の証券および第14号の証券

を以下「投資信託証券」といいます。 

  ② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券の

ほか、次に掲げる金融商品により運用することを

指図することができます。 

１．預金 

２．指定金銭信託 

３．コール・ローン 

４．手形割引市場において売買される手形 

  ③ 第１項の規定にかかわらず、この信託の設定、

解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託

者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信

託金を前項第１号から第４号までに掲げる金融商

品により運用することの指図ができます。 

  ④ 委託者は、取得時において信託財産に属する新

株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と
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親投資信託に属する当該新株引受権証券および新

株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属する

とみなした額との合計額が、信託財産の純資産総

額の100分の20を超えることとなる投資の指図を

しません。 

  ⑤ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券（マ

ザーファンドを除きます。以下同じ。）の時価総

額と親投資信託に属する当該投資信託証券の時価

総額のうち信託財産に属するとみなした額との合

計額が、信託財産の純資産総額の100分の５を超

えることとなる投資の指図をしません。 

⑥ 前２項において信託財産に属するとみなした額

とは、信託財産に属する親投資信託の時価総額に

親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該

資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 

⑦ 委託者は、法令・規則等で認められる範囲で信

託金を委託者の関係会社が発行する有価証券によ

り運用することを指図することができます。また、

委託者は、信託金による有価証券その他の資産の

取得を委託者の関係会社から行うことを指図する

ことができます。 

【運用の基本方針】 

第20条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に

定める運用の基本方針にしたがって、その指図を

行います。 

【投資する株式等の範囲】 

第21条 委託者が投資することを指図する株式、新株引

受権証券および新株予約権証券は、証券取引所に

上場されている株式の発行会社の発行するもの、

証券取引所に準ずる市場において取引きされてい

る株式の発行会社の発行するものとします。ただ

し、株主割当または社債権者割当により取得する

株式、新株引受権証券および新株予約権証券につ

いては、この限りではありません。 

  ② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録

予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証

券で目論見書等において上場または登録されるこ

とが確認できるものについては、委託者が投資す

ることを指図することができるものとします。 

【同一銘柄の株式等への投資制限】 

第22条 委託者は、取得時において信託財産に属する同

一銘柄の株式の時価総額と親投資信託に属する当

該同一銘柄の株式の時価総額のうち信託財産に属

するとみなした額との合計額が、信託財産の純資

産総額の100分の20を超えることとなる投資の指

図をしません。ただし、有価証券の値上がり等に

より100分の20を超えることとなった場合には、

速やかにこれを調整します。 

  ② 委託者は、取得時において信託財産に属する同

一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の

時価総額と親投資信託に属する当該同一銘柄の新

株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の

うち信託財産に属するとみなした額との合計額が、

信託財産の純資産総額の100分の10を超えること

となる投資の指図をしません。ただし、有価証券

の値上がり等により100分の10を超えることと

なった場合には、速やかにこれを調整します。 

  ③ 委託者は、取得時において信託財産に属する同

一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債

のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が

当該新株予約権付社債についての社債であっ

て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独

で存在し得ないことをあらかじめ明確にして

いるもの（以下会社法施行前の旧商法第341

条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新

株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約

権付社債」といいます。）の時価総額と親投資

信託に属する当該同一銘柄の転換社債および転換

社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託

財産に属するとみなした額との合計額が、信託財

産の純資産総額の100分の10を超えることとなる

投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上

がり等により100分の10を超えることとなった場

合には、速やかにこれを調整します。 

  ④ 前３項において信託財産に属するとみなした額

とは、信託財産に属する親投資信託の時価総額に

親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該

資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 

【先物取引等の運用指図】 

第23条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するた

め、わが国の証券取引所における有価証券先物取

引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプ

ション取引ならびに外国の取引所におけるこれら

の取引と類似の取引を行うことの指図をすること

ができます。なお、選択権取引は、オプション取

引に含めて取扱うものとします（以下同じ。）。 

  ② 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するた

め、わが国の取引所における通貨にかかる先物取

引およびオプション取引ならびに外国の取引所に

おける通貨にかかる先物取引およびオプション取

引を行うことの指図をすることができます。 

  ③ 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するた

め、わが国の取引所における金利にかかる先物取
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引およびオプション取引ならびに外国の取引所に

おけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指

図をすることができます。 

【スワップ取引の運用指図】 

第24条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運

用に資するため、異なった通貨、異なった受取金

利または異なった受取金利とその元本を一定の条

件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」

といいます。）を行うことの指図をすることがで

きます。 

  ② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の

契約期限が、原則として第４条に定める信託期間

を超えないものとします。ただし、当該取引が当

該信託期間内で全部解約が可能なものについては

この限りではありません。 

  ③ スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財

産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ

ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の

想定元本の総額のうち信託財産に属すると見なし

た額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本

の合計額」といいます。）が、信託財産の純資産

総額を超えないものとします。なお、信託財産の

一部解約等の事由により、当該純資産総額が減少

して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財

産の純資産総額を超えることとなった場合には、

委託者は速やかに、その超える額に相当するス

ワップ取引の一部の解約を指図するものとします。 

  ④ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方

が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す

るものとします。 

  ⑤ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の

提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保

の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 

【金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図】 

第25条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運

用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取

引を行うことの指図をすることができます。 

  ② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあ

たっては、当該取引の決済日が、原則として第４

条に定める信託期間を超えないものとします。た

だし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可

能なものについてはこの限りではありません。 

  ③ 金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産

にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマザー

ファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定

元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額

との合計額（以下、「金利先渡取引の想定元本の

合計額」といいます。）が、信託財産にかかる保

有金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財

産にかかる保有金利商品の時価総額のうち信託財

産に属するとみなした額との合計額（以下、「保

有金利商品の時価総額の合計額」といいます。）

を超えないものとします。なお、信託財産の一部

解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総

額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本

の合計額が保有金利商品の時価総額の合計額を超

えることとなった場合には、委託者は速やかに、

その超える額に相当する金利先渡取引の一部の解

約を指図するものとします。 

  ④ 前項において、マザーファンドの信託財産にかか

る金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産

に属するとみなした額とは、マザーファンドの信

託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額に

マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める

信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時

価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、

マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品

の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額

とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有金

利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の

純資産総額に占める信託財産に属するマザーファ

ンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額

を言います。 

  ⑤ 為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産

にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマザー

ファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定

元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額

との合計額（以下、「為替先渡取引の想定元本の

合計額」といいます。）が、信託財産にかかる保

有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託

財産にかかる保有外貨建資産の時価総額のうち信

託財産に属するとみなした額との合計額（以下、

「保有外貨建資産の時価総額の合計額」といいま

す。）を超えないものとします。なお、信託財産

の一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産

の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の

想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の

合計額を超えることとなった場合には、委託者は

速やかに、その超える額に相当する為替先渡取引

の一部の解約を指図するものとします。 

  ⑥ 前項において、マザーファンドの信託財産にかか

る為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産

に属するとみなした額とは、マザーファンドの信

託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額に
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マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める

信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時

価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、

マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資

産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした

額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有

外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財

産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー

ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得

た額をいいます。 

  ⑦ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当

該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算

出した価額で行うものとします。 

  ⑧ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を

行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と

認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図

を行うものとします。 

【有価証券の貸付の指図および範囲】 

第26条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するた

め、信託財産に属する株式および公社債を次の各

号の範囲内で貸付けることの指図をすることがで

きます。 

1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株
式の時価合計額が、信託財産で保有する株

式の時価合計額の50％を超えないものとし

ます。 

2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付
公社債の額面金額の合計額が、信託財産で

保有する公社債の額面金額の合計額の50％

を超えないものとします。 

  ② 前項各号に定める限度額を超えることとなった

場合には、委託者は、速やかにその超える額に相

当する契約の一部の解約を指図するものとします。 

  ③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認

めたときは、担保の受入れの指図を行うものとし

ます。 

【信用取引の指図範囲】 

第27条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するた

め、信用取引により株券を売付けることの指図を

することができます。なお、当該売付けの決済に

ついては、株券の引渡しまたは買戻しにより行う

ことの指図をすることができるものとします。 

  ② 前項の信用取引の指図は、当該売付けにかかる

建玉の時価総額と親投資信託に属する当該売付け

にかかる建玉の時価総額との合計額が信託財産の

純資産総額の範囲内とします。 

  ③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売

付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産

総額を超えることとなった場合には、委託者は速

やかに、その超える額に相当する売付けの一部を

決済するための指図をするものとします。 

④ 委託者は、第1項の取引を行うにあたり担保の提

供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の

提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 

【公社債の空売りの指図範囲】 

第28条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するた

め、信託財産の計算においてする信託財産に属さ

ない公社債を売り付けることの指図をすることが

できます。なお、当該売付けの決済については、

公社債（信託財産により借入れた公社債を含みま

す。）の引渡しまたは買戻しにより行うことの指

図をすることができるものとします。 

  ② 前項の売付けの指図は、当該売付けにかかる公

社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内

とします。 

  ③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売

付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資

産総額を超えることとなった場合には、委託者は

速やかに、その超える額に相当する売付けの一部

を決済するための指図をするものとします。 

【公社債の借入れ】 

第29条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するた

め、公社債の借入れの指図をすることができます。

なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の

提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を

行うものとします。 

  ② 前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時

価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。 

  ③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借

入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資

産総額を超えることとなった場合には、委託者は

速やかに、その超える額に相当する借入れた公社

債の一部を決済するための指図をするものとしま

す。 

  ④ 第１項の借入れにかかる品借料は信託財産中か

ら支弁します。 

【特別の場合の外貨建有価証券への投資制限】 

第30条 外貨建有価証券への投資については、わが国の

国際収支上の理由等により特に必要と認められる

場合には、制約されることがあります。 

【外国為替予約の指図】 
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第31条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するた

め、外国為替の売買の予約取引の指図をすること

ができます。 

  ② 前項の予約取引の指図は、信託財産に属する為

替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額に

つき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超

えないものとします。ただし、信託財産に属する

外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにす

る当該予約取引の指図については、この限りでは

ありません。 

  ③ 前項の限度額を超えることとなった場合には、

委託者は所定の期間内に、その超える額に相当す

る為替予約の一部を解消するための外国為替の売

買の予約取引の指図をするものとします。 

【保管業務の委任】 

第32条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託財産に属

する資産を外国で保管する場合には、その業務を

行うに充分な能力を有すると認められる金融機関

と保管契約を締結し、これを委任することができ

ます。 

  ② 保管費用は、受益者の負担とし、信託財産中よ

り支弁します。 

【有価証券の保管】 

第33条 受託者は、信託財産に属する有価証券を、法令

等に基づき、保管振替機関に預託し保管させるこ

とができます。 

【混蔵寄託】 

第34条  金融機関または証券会社から、売買代金およ

び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する

取引により取得した外国において発行された譲渡

性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当

該金融機関または証券会社が保管契約を締結した

保管機関に当該金融機関または証券会社の名義で

混蔵寄託することができるものとします。 

【信託財産の表示および記載の省略】 

第35条 信託財産に属する有価証券については、委託者

または受託者が必要と認める場合のほか、信託の

表示および記載をしません。 

【一部解約の請求および有価証券売却等の指図】 

第36条 委託者は、信託財産に属する親投資信託の受益

証券にかかる信託契約の一部解約の請求ならびに

信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができ

ます。 

【再投資の指図】 

第37条 委託者は、前条の規定による親投資信託受益証

券一部解約の代金および有価証券の売却代金、有

価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有

価証券等にかかる利子等、株式の配当金およびそ

の他の収入金を再投資することの指図ができます。 

【資金の借入れ】 

第38条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運

用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資

金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当ての

ために借入れた資金の返済を含みます。）を目的

として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を

含みます。）の指図をすることができます。なお、

当該借入金をもって有価証券等の運用は行わない

ものとします。 

  ② 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期

間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財

産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの

間または受益者への解約代金支払日から信託財産

で保有する金融商品の解約代金入金日までの間も

しくは受益者への解約代金支払日から信託財産で

保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間

が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金

借入額は当該有価証券の売却代金、金融商品の解

約代金および有価証券の償還金の合計額を限度と

します。ただし、資金借入額は借入指図を行う日

における信託財産の純資産総額の10％を超えない

こととします。 

  ③ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。 

【損益の帰属】 

第39条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生

じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま

す。 

【受託者による資金の立替え】 

第40条 信託財産に属する有価証券について、借替、転

換、新株発行または株式割当がある場合で、委託

者の申出があるときは、受託者は資金の立替えを

することができます。 

  ② 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、

株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、

株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終

了日までにその金額を見積りうるものがあるとき

は、受託者がこれを立て替えて信託財産に繰入れ

ることができます。 

  ③ 前２項の立替金の決済および利息については、

受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれ

を定めます。 



 9 

【信託の計算期間】 

第41条 この信託の計算期間は、毎月16日から翌月15日

までとすることを原則とします。ただし、第１期

の計算期間は平成17年3月18日から平成17年6月15

日までとします。 

  ② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期

間終了日に該当する日（以下「該当日」といいま

す。）が休業日のときは、各計算期間終了日は該

当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間

が開始されるものとします。ただし、最終計算期

間の終了日は、第４条に定める信託期間の終了日

とします。 

【信託財産に関する報告】 

第42条 受託者は、毎決算期末に損益計算を行い、信託

財産に関する報告書を作成して、これを委託者に

提出します。 

  ② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、

信託財産に関する報告書を作成して、これを委託

者に提出します。 

【信託事務の諸費用】 

第43条 信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要

する諸費用（監査費用、法律・税務顧問への報酬、

印刷費用、郵送費用、公告費用、格付費用、受益

証券の管理事務に関連する費用、受益証券作成に

関する費用等を含みます。）および受託者の立て

替えた立替金の利息は受益者の負担とし、信託財

産中から支弁します。信託財産に関する租税、信

託事務等に要する諸費用、受託者の立て替えた立

替金の利息およびその他信託財産に関する費用

（信託報酬および当該信託報酬に対する消費税等

に相当する金額を除きます。）を以下「諸経費」

といいます。 

  ② 委託者は、前項に定める信託事務の処理等に要

する諸費用の支払いを信託財産のために行い、支

払金額の支弁を信託財産から受けることができま

す。この場合委託者は、現に信託財産のために支

払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領

する金額に上限を付することができます。また、

委託者は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わ

りに、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に

見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず固

定率または固定金額にて信託財産からその支弁を

受けることができます。 

  ③ 前項において諸費用の上限、固定率または固定

金額を定める場合、委託者は、信託財産の規模等

を考慮して、信託の設定時または期中に、あらか

じめ委託者が定めた範囲内でかかる上限、固定率

または固定金額を変更することができます。 

  ④ 第２項において諸費用の固定率または固定金額

を定める場合、かかる費用の額は、第41条に規定

する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総

額に応じて計算し、毎計算期末または信託終了の

とき当該消費税等相当額とともに信託財産中より

支弁します。 

  ⑤ 第１項に定める信託事務の処理等に要する諸費

用は、マザーファンドに関連して生じた諸費用の

うちマザーファンドにおいて負担せずかつ委託者

の合理的判断によりこの信託に関連して生じたと

認めるものを含みます。 

【信託報酬の額および支弁の方法】 

第44条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第41

条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の

純資産総額に年10,000分の128の率を乗じて得た

額とします。 

  ② 前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了

のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者

と受託者との間の配分は別に定めます。 

  ③ 第１項の信託報酬にかかる消費税等に相当する

金額を、信託報酬支弁のときに、信託財産から支

弁します。 

【収益の分配方式】 

第45条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、

次の方法により処理します。 

１．配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸

料およびこれらに類する収益から支払利息

を控除した額（以下「配当等収益」といい

ます。）は、諸経費、信託報酬および当該

信託報酬にかかる消費税等に相当する金額

を控除した後、その残金を受益者に分配す

ることができます。なお、次期以降の分配

金にあてるため、その一部を分配準備積立

金として積立てることができます。 

２．売買損益に評価損益を加減した利益金額

（以下「売買益」といいます。）は、諸経

費、信託報酬および当該信託報酬にかかる

消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠

損金のあるときは、その全額を売買益を

もって補填した後、受益者に分配すること

ができます。なお、次期以降の分配にあて

るため、分配準備積立金として積立てるこ

とができます。 

  ② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損
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失は、次期に繰越します。 

【収益分配金、償還金および一部解約金の委託者への

交付と支払いに関する受託者の免責】 

第46条 受託者は、収益分配金については原則として毎

計算期間終了日の翌営業日までに、償還金（信託

終了時における信託財産の純資産総額を受益権口

数で除した額をいいます。以下同じ。）について

は第47条第４項に規定する支払開始日の前日まで

に、一部解約金については第47条第５項に規定す

る支払日までに、その全額を委託者に交付します。 

  ② 受託者は、前項の規定により委託者に収益分配

金、償還金および一部解約金を交付した後は、受

益者に対する支払いにつき、その責に任じません。 

【収益分配金、償還金および一部解約金の支払い】 

第47条 収益分配金は、毎計算期間終了日後１カ月以内

の委託者の指定する日から収益分配金交付票と引

換えに受益者に支払います。 

  ② 前項の規定にかかわらず、委託者の指定する登

録金融機関との間に締結した別に定める契約に基

づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、

委託者は、原則として毎計算期間終了日の翌営業

日に、収益分配金を委託者の指定する登録金融機

関に交付します。この場合、委託者の指定する登

録金融機関は、受益者に対し遅滞なく収益分配金

の再投資にかかる受益証券の売付を行います。な

お、これらの場合における１口当たりの取得価額

は原則として各計算期間終了日の基準価額としま

す。 

  ③ あらかじめ、前項の収益分配金の再投資にかか

る受益証券の取得申込を中止することを申し出た

場合においては、前項の規定にかかわらず、当該

受益証券に帰属する収益分配金を当該計算期間終

了日から起算して５営業日目から受益者に支払い

ます。 

  ④  償還金は、信託終了日後１カ月以内の委託者の

指定する日から受益証券と引換えに受益者に支払

います。 

  ⑤ 一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日か

ら起算して、原則として５営業日目から受益者に

支払います。 

  ⑥ 前各項（第２項を除きます。）に規定する収益

分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委

託者の指定する登録金融機関の営業所等において

行うものとします。  

  ⑦ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる

収益調整金は、原則として、受益者ごとの信託時

の受益証券の価額等に応じて計算されるものとし

ます。  

  ⑧ 前項に規定する「収益調整金」は、所得税法施

行令第27条の規定によるものとし、受益者ごとの

信託時の受益証券の価額と元本の差額をいい、原

則として、追加信託のつど当該口数により加重平

均され、収益分配のつど調整されるものとします。

また、前項に規定する「受益者ごとの信託時の受

益証券の価額等」とは、原則として、受益者ごと

の信託時の受益証券の価額をいい、追加信託のつ

ど当該口数により加重平均され、収益分配のつど

調整されるものとします。 

  ⑨ 記名式の受益証券を有する受益者は、あらかじ

めその印章の印影を届出印として届け出るものと

し、第１項の場合は収益分配金交付票に、第４項

および第５項の場合には受益証券に、記名し届出

印を押印するものとします。 

  ⑩ 委託者は、前項の規定により押印された印影を

届出印の印影と照合し、相違ないものと認めて収

益分配金および償還金もしくは一部解約金の支払

いをしたときは、印鑑の盗用その他の事情があっ

ても、そのために生じた損害について、その責を

負わないものとします。 

【収益分配金および償還金の時効】 

第48条 受益者が、収益分配金について第47条第１項に

規定する支払開始日から５年間その支払いを請求

しないとき、ならびに信託終了による償還金につ

いては第47条第４項に規定する支払開始日から10

年間その支払いを請求しないときは、その権利を

失い、委託者が受託者から交付を受けた金銭は、

委託者に帰属します。 

【信託契約の一部解約】 

第49条 受益者（委託者の指定する登録金融機関を含み

ます。）は、自己の有する受益証券につき、委託

者に１口単位をもって一部解約の実行を請求する

ことができます。ただし、一部解約の実行を請求

する日が、ニューヨークもしくはパリの銀行休業

日の場合には、一部解約の実行請求の受付けは行

いません。 

  ② 受益者が、前項の一部解約の実行の請求をする

ときは、委託者の指定する登録金融機関に対し受

益証券をもって行うものとします。 

  ③ 委託者は、第１項の一部解約の実行の請求を受

け付けた場合には、この信託契約の一部を解約し

ます。 

  ④ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請
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求日の翌営業日の基準価額とします。 

  ⑤ 信託財産の効率的な運用が妨げられると委託者

が合理的に判断する場合、または証券取引所にお

ける取引の停止、外国為替取引の停止その他やむ

を得ない事情があるときは、一部解約の実行の請

求の受付けを制限または中止することおよび既に

受け付けた申込みを取り消すことができます。 

  ⑥ 前項により一部解約の実行の請求の受付けが中

止された場合には、受益者は当該受付け中止以前

に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回でき

ます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請

求を撤回しない場合には、当該受益証券の一部解

約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初

の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受

け付けたものとし、第４項の規定に準じて算出し

た価額とします。 

【信託契約の解約】 

第50条 委託者は、次の場合においては、受託者と合意

のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させ

ることができます。この場合において、委託者は、

あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届

け出ます。 

１．信託契約を解約することが受益者に有利で

あると認めたとき 

２．やむを得ない事情が発生したとき 

３．信託契約の一部を解約することにより、受

益権口数に基準価額を乗じた純資産総

額が10億円を下回ることとなったとき 

  ② 委託者は、前項の事項について、あらかじめ、

解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記

載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益

者に対して交付します。ただし、この信託契約に

係るすべての受益者に対して書面を交付したとき

は、原則として、公告を行いません。 

  ③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のあ

る者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べ

る旨を付記します。なお、一定の期間は１カ月を

下らないものとします。 

  ④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受

益権の口数が受益権の総口数の２分の１を超える

ときは、第１項の信託契約の解約をしません。 

  ⑤ 委託者は、この信託契約の解約をしないことと

したときは、解約しない旨およびその理由を公告

し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られ

たる受益者に対して交付します。ただし、全ての

受益者に対して書面を交付したときは、原則とし

て、公告を行いません。 

  ⑥ 第３項から前項までの規定は、信託財産の状態

に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場

合であって、第３項の一定の期間が１カ月を下ら

ずにその公告および書面の交付を行うことが困難

な場合には適用しません。 

  ⑦ 委託者は、次の場合においては、この信託契約

を解約し、信託を終了させます。 

１．委託者が解散したとき、または業務を廃止

したとき 

２．委託者が監督官庁より認可の取消しを受け

たとき 

３．監督官庁から信託契約の解約の命令を受け

たとき 

  ⑧ 委託者は、前項により信託契約を解約するとき

は、第２項の規定にしたがいます。ただし、前項

第１号および第２号により解約するときは、第２

項ただし書きの適用はないものとします。 

【信託約款の変更】 

第51条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めると

き、またはやむを得ない事情が発生したときは、

受託者と合意のうえ、この信託約款を変更するこ

とができるものとし、あらかじめ、変更しようと

する旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。 

  ② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が

重大なものについて、あらかじめ、変更しようと

する旨およびその内容を公告し、かつ、これらの

事項を記載した書面をこの信託契約にかかる知ら

れたる受益者に対して交付します。ただし、この

信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交

付したときは、原則として、公告を行いません。 

  ③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のあ

る者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べ

る旨を付記します。なお、一定の期間は１カ月を

下らないものとします。 

  ④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受

益権の口数が受益権の総口数の２分の１を超える

ときは、第１項の信託約款の変更をしません。 

  ⑤ 委託者は、この信託約款の変更をしないことと

したときは、変更しない旨およびその理由を公告

し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られ

たる受益者に対して交付します。ただし、全ての

受益者に対して書面を交付したときは、原則とし

て、公告を行いません。 

  ⑥ 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託

約款を変更しようとするときは、第１項から第５

項の規定にしたがいます。 
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【反対者の買取請求権】 

第52条 第50条に規定する信託契約の解約または前条に

規定する信託約款の変更を行う場合において、第

50条第３項または前条第３項の一定の期間内に委

託者に対して異議を述べた受益者は、委託者の指

定する登録金融機関を通じ受託者に対し、自己の

有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき

旨を請求することができます。 

  ② 前項の場合の取扱いは、受託者、委託者および

委託者の指定する登録金融機関が協議の上、決定

するものとします。 

【委託者および受託者の業務引継】 

第53条 監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務

を他の投資信託委託業者に引き継ぐことを命じた

ときは、この信託は、第51条第４項に該当する場

合を除き、当該投資信託委託業者と受託者との間

において存続します。 

  ② 監督官庁が、この信託契約に関する受託者の業

務を他の信託会社または信託業務を営む銀行に引

き継ぐことを命じたときは、委託者と当該信託会

社または銀行との間においてこの信託を存続させ

ることができます。  

【委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い】  

第54条 委託者は、事業の全部又は一部を譲渡すること

があり、これに伴い、この信託契約に関する事業

を譲渡することがあります。 

  ② 委託者は、分割により事業の全部又は一部を承

継させることがあり、これに伴い、この信託契約

に関する事業を承継させることがあります。 

【受託者の辞任に伴う取扱い】 

第55条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞

任することができます。この場合、委託者は、第

51条の規定にしたがい、新受託者を選任します。 

  ② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託

者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。 

【公告】 

第56条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済

新聞に掲載します。 

【信託約款に関する疑義の取扱い】 

第57条 この信託約款の解釈について疑義を生じたとき

は、委託者と受託者との協議により定めます。 

 

（付則） 

第1条 この信託の受益権は、平成19年1月4日より、社債
等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、

株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替

えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法

律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。）の

規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託

される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投

資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一

の振替機関（社振法第2条に規定する「振替機関」を
いい、以下「振替機関」といいます。）及び当該振

替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定す
る「口座管理機関」をいいます。）の振替口座簿に

記載または記録されることにより定まります（以下、

振替口座簿に記載または記録されることにより定ま

る受益権を「振替受益権」といいます。）。当該振

替受益権は、受益証券とみなされ、この信託約款の

適用を受けるものとし、委託者は、この信託の受益

権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大

臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力

を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承

継する者が存在しない場合を除き、当該振替受益権

を表示する受益証券を発行しません。 
また、約款本文の規定にかかわらず、平成19年1月4
日以降、委託者は、受益権の再分割を行ないません。

ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行さ

れた場合には、受託者と協議のうえ、同法に定める

ところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再

分割できるものとします。 
② 平成19年1月4日前に信託された受益権に係る受益
証券を保有する受益者は、自己の有する受益証券に

つき、委託者に振替受入簿に記載または記録を申請

するよう請求することができます。 
③ 委託者は、前項の振替受入簿に記載または記録の

申請の請求を受け付けた場合には、当該請求に基づ

き当該受益証券に係る受益権を振替受入簿に記載ま

たは記録を申請します。この場合において、委託者

は、委託者の指定する証券会社および登録金融機関

に当該申請の手続きを委任することができます。 
④ 受益者が第2項の振替受入簿に記載または記録の申
請の請求をするときは、委託者の指定する証券会社

または登録金融機関に対し、受益証券をもって行な

うものとします。なお、振替受入簿に記載または記

録された受益権にかかる受益証券（当該記載または

記録以降に到来する計算期間の末日にかかる収益分

配金交付票を含みます。）は無効となり、当該記載

または記録による振替受益権は、受益証券とみなさ

れ、この信託約款の適用を受けるものとします。た

だし、一旦、振替受入簿に記載または記録された受

益権については、この信託の受益権を取り扱う振替

機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消

された場合または当該指定が効力を失った場合で

あって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在

しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除

き、受益者は受益証券の発行を請求しないものとし

ます。 
⑤  委託者は、委託者が受益者を代理してこの信託の受 
益権を振替受入簿に記載または記録を申請することが

できる旨の信託約款変更をしようとする場合は、その

変更の内容が重大なものとして約款本文の信託約款変

更の規定にしたがいます。ただし、この場合において、

振替受入簿の記載または記録を申請することについて

委託者に代理権を付与することについて同意をしてい
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る受益者へは、変更しようとする旨およびその内容を

記載した書面の交付を原則として行ないません。 
⑥  委託者が、前項の信託約款変更を行なった場合、原
則としてこの信託の平成18年12月29日現在の全ての
受益権（受益権につき、既に信託契約の一部解約が行

われたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支

払開始日が平成19年1月4日以降となるものを含みま

す。）を受益者を代理して平成19年1月4日に振替受
入簿に記載または記録するよう申請します。ただし、

保護預りではない受益証券に係る受益権については、

信託期間中において委託者が受益証券を確認した後当

該申請を行なうものとします。 
⑦ 委託者が第5項の信託約款変更を行なった場合、平成

19年1月4日以降の信託契約の一部解約に係る一部解
約の実行の請求を受益者がするときは、委託者の指定

する証券会社または登録金融機関に対し、振替受益権

をもって行なうものとします。ただし、平成19年1月
4日以降に一部解約金が受益者に支払われることとな
る一部解約の実行の請求で、平成19年1月４日前に行
なわれる当該請求については、振替受益権となること

が確実な受益証券をもって行なうものとします。 
⑧ 委託者が第5項の信託約款変更を行った場合において
も、平成19年1月4日以降約款本文に規定する時効前の
収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力

を有するものとし、当該収益分配交付票と引き換えに受

益者に支払います。 
 

上記条項により信託契約を締結します。 

 

平成１７年３月１８日（信託契約締結日） 

              

 委託者  東京都中央区日本橋兜町５番１号        

ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社 

  

受託者  東京都千代田区大手町一丁目１番２号 

 りそな信託銀行株式会社 
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信託約款（平成 19年 1月 4日適用予定）の変更内容について 

平成 18年 12月 29日現在存在する受益証券を含むファンドの受益証券を原則としてすべて

振替受益権とするため、委託者は、平成 19年 1月 4日適用予定で重大な約款変更を行なう

予定です。下記の表は、この場合の信託約款の変更内容について記載しております。 
なお、重大な約款変更の内容について予めお知らせすることを目的としておりますので、

単純な参照条文の変更（読み替え）は割愛している場合があります。また、下記の約款変

更の内容については、適用開始日前に有効となる他の約款変更の関係等で、今後変更され

る場合があります。 
 
 

下線部＿＿＿は変更部分を示します。 

（重大な約款変更後の約款の内容） （平成 18年 6月 16日現在の約款の内容） 
【受益権の取得申込みの勧誘の種類】 

第5条 この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘は、

証券取引法第２条第３項第１号に掲げる場合に該当し、

投資信託及び投資法人に関する法律第２条第13項で定め

る公募により行われます。 

【受益権の分割および再分割】 

第6条 委託者は、第３条第１項の規定による受益権につ

いては6,695,985,980口に、追加信託によって生じた受

益権については、これを追加信託のつど、第８条第１項

の追加口数に、それぞれ均等に分割します。 

② 委託者は、 受益権の再分割を行ないません。た

だし、社債、株式等の振替に関する法律が施行され

た場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めると

ころにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分

割できるものとします。 

【当初の受益者】 

第 7条 この信託契約締結当初および追加信託当初の

受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者と

し、第 6条により分割された受益権は、その取得

申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 

【信託日時の異なる受益権の内容】 

第 9条 ＜略＞ 

【受益権の帰属と受益証券の不発行】 

第10条  この信託の受益権は、平成 19 年 1月 4日

より、社債等の振替に関する法律（政令で定める日

以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった

場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替

に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下

同じ。）の規定の適用を受けることとし、同日以降

に追加信託される受益権の帰属は、委託者があらか

じめこの投資信託の受益権を取り扱うことについ

て同意した一の振替機関（社振法第 2条に規定する

「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。）

及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第

2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関

を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替

【受益証券の取得申込みの勧誘の種類】 

第5条  この信託にかかる受益証券の取得申込みの勧誘は、証

券取引法第２条第３項第１号に掲げる場合に該当し、投資信

託及び投資法人に関する法律第２条第13項で定める公募に

より行われます。 

【受益権の分割および再分割】 

第6条 委託者は、第３条第１項の規定による受益権について

は6,695,985,980口に、追加信託によって生じた受益権につ

いては、これを追加信託のつど、第８条第１項の追加口数に、

それぞれ均等に分割します。 

 ② 委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を

均等に再分割できます。 

 

 

 

【当初の受益者】 

第7条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者

は、委託者の指定する受益証券取得申込者とし、第6条によ

り分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申

込者に帰属します。 

【信託日時の異なる受益権の内容】 

第 9条＜同左＞ 

【受益証券の発行および種類】 

第10条 委託者は、第６条の規定により分割された受益権を表

示する収益分配金交付票付の無記名式の受益証券を発行しま

す。 
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口座簿に記載または記録されることにより定まり

ます（以下、振替口座簿に記載または記録されるこ

とにより定まる受益権を「振替受益権」といいま

す。）。 

② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機

関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消

された場合または当該指定が効力を失った場合で

あって、当該振替機関の振替業を承継する者が存

在しない場合その他やむを得ない事情がある場合

を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し

ません。 

なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等に

より受益証券を発行する場合を除き、無記名式受

益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名

式受益証券から無記名式受益証券への変更の請

求、受益証券の再発行の請求を行なわないものと

します。 

③ 委託者は、第 7条の規定により分割された受益
権について、振替機関等の振替口座簿へ の新た

な記載または記録をするため社振法に定める事項

の振替機関への通知を行なうものとします。振替

機関等は、委託者から振替機関への通知があった

場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替

口座簿への新たな記載または記録を行ないます。

④ 委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権
を振替受入簿に記載または記録を申請することが

できるものとし、原則としてこの信託の平成 18 年

12 月 29 日現在の全ての受益権（受益権につき、既

に信託契約の一部解約が行なわれたもので、当該

一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成

19 年 1 月 4日以降となるものを含みます。）を受益

者を代理して平成 19年 1月 4日に振替受入簿に記

載または記録するよう申請します。ただし、保護

預かりではない受益証券に係る受益権について

は、信託期間中において委託者が受益証券を確認

した後当該申請を行なうものとします。振替受入

簿に記載または記録された受益権にかかる受益証

券（当該記載または記録以降に到来する計算期間

の末日にかかる収益分配金交付票を含みます。）は

無効となり、当該記載または記録により振替受益

権となります。また、委託者は、受益者を代理し

てこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記

録を申請する場合において、委託者の指定する登

録金融機関（証券取引法第 65 条の 2第 3項に規定

する登録金融機関をいいます。以下同じ。）に当該

申請の手続きを委任することができます。 

【受益権の設定に係る受託者の通知】 

第 11 条 受託者は、追加信託により生じた受益権に

ついては追加信託のつど、振替機関の定める方法

により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定

した旨の通知を行ないます。 

 

【受益権の申込単位および価額】 

第 12 条 委託者は、第 6条第 1項の規定により分割さ

 

 

 

 

② 委託者が発行する受益証券は、１万口券、５万口券、10万

口券、50万口券、100万口券、500万口券、1,000万口券および１

億口券の８種類、および、１口の整数倍の口数を表示した受益

証券を発行します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 委託者の指定する登録金融機関（証券取引法第65条の２第

３項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。）は、保

護預り契約を結ぶことによって、第１項の受益証券を保管す

ることができます。 

 

 

 

＜新設＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【受益証券の発行についての受託者の認証】 

第 11 条 委託者は、前条の規定により受益証券を発行すると

きは、その発行する受益証券がこの信託約款に適合する旨の

受託者の認証を受けなければなりません。 

② 前項の認証は、受託者の代表取締役がそのむねを受益証券

に記載し、記名捺印することによって行います。 

【受益証券の申込単位、価額および手数料】 

第12条 委託者の指定する登録金融機関は、第10条の規定に
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れる受益権を、その取得申込者に対し、1口単位をも

って取得の申込みに応ずることができるものとします。

最低申込口数および申込単位は、委託者の指定する登録

金融機関が個別に定めることができるものとします。 

② 前項の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準

価額に、手数料および当該手数料にかかる消費税および

地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する

金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締

結日前の取得申込みにかかる１口当りの受益権の価額

は、１円に、手数料および当該手数料にかかる消費税等

に相当する金額を加算した価額とします。また、取得申

込日がニューヨークもしくはパリの銀行休業日の場合に

は、取得の申込みの受付けを行わないものとします。 

③ 前2項の取得申込者は委託者の指定する登録金融
機関に、取得申込と同時にまたは予め、自己のた

めに開設されたこの信託の受益権の振替を行なう

ための振替機関等の口座を示すものとし、当該口

座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載また

は記録が行なわれます。なお、委託者の指定する

登録金融機関は、当該取得申込の代金（第 3項の

受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た

額をいいます。）の支払いと引き換えに、当該口座

に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または

記録を行なうことができます。 

④ 前項の場合の手数料の額は、委託者の指定する登録金

融機関がそれぞれ定めるものとします。 

⑤   前各項の規定にかかわらず、受益者が第44条第２項の

規定に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の

価額は、原則として第38条に規定する各計算期間終了日

の基準価額とします。 

⑥ 前各項の規定にかかわらず、取得申込者の取得申込総

額が多額な場合、信託財産の効率的な運用が妨げられる

と委託者が合理的に判断する場合、または証券取引所に

おける取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得

ない事情があるときは、委託者の判断により、受益権の

取得申込みの受付けを中止することおよび既に受け付け

た取得申込みを取り消すことができます。 

 

【受益権の譲渡に係る記載または記録】 

 

第 13 条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する

場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権

が記載または記録されている振替口座簿に係る振

替機関等に振替の申請をするものとします。 

② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等

は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口

数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の

増加につき、その備える振替口座簿に記載または

記録するものとします。ただし、前項の振替機関

等が振替先口座を開設したものでない場合には、

譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等

（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に

社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に

受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ

より発行された受益証券を、その取得申込者に対し、１口単

位をもって取得の申込みに応ずることができるものとしま

す。最低申込口数および申込単位は、委託者の指定する登録

金融機関が個別に定めることができるものとします。 

② 前項の受益証券の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価

額に、手数料および当該手数料にかかる消費税および地方消

費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を加算

した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申

込みにかかる１口当りの受益証券の価額は、１円に、手数料

および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算し

た価額とします。また、取得申込日がニューヨークもしくは

パリの銀行休業日の場合には、取得の申込みの受付けを行わ

ないものとします。 

＜新設＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 前項の場合の手数料の額は、委託者の指定する登録金融機

関がそれぞれ定めるものとします。 

④ 前各項の規定にかかわらず、受益者が第47条第２項の規定

に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益証券の価額

は、原則として第41条に規定する各計算期間終了日の基準

価額とします。 

⑤ 前各項の規定にかかわらず、取得申込者の取得申込総額が

多額な場合、信託財産の効率的な運用が妨げられると委託者

が合理的に判断する場合、または証券取引所における取引の

停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があると

きは、委託者の判断により、受益証券の取得申込みの受付け

を中止することおよび既に受け付けた取得申込みを取り消す

ことができます。 

  

 【受益証券の記名式、無記名式への変更ならびに名義書

換手続き】 

第 13 条 委託者は、受益者が委託者の定める手続きによって

請求したときは、無記名式の受益証券と引換えに記名式の受

益証券を、または記名式の受益証券と引換えに無記名式の受

益証券を交付します。 

 ② 記名式の受益証券の所持人は、委託者の定める手続きに

よって名義書換を委託者に請求することができます。 
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るよう通知するものとします。 

③ 委託者は、第 1項に規定する振替について、当

該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または

記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲

受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる

場合等において、委託者が必要と認めるときまた

はやむをえない事情があると判断したときは、振

替停止日や振替停止期間を設けることができま

す。 

【受益権の譲渡の対抗要件】 

第 14 条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替 

口座簿への記載または記録によらなければ、委託

者および受託者に対抗することができません。 

 

＜削除＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜削除＞ 

 

 

 

 

 

＜削除＞ 

 

【投資の対象とする資産の種類】 

第15条  ＜略＞ 

 

＜以下現行約款第 19 条から第 45 条まで各条を 3条

繰上げ＞ 

【収益分配金、償還金および一部解約金の委託者へ

の払い込みと支払いに関する受託者の免責】 

第43条 受託者は、収益分配金については原則として毎計

算期間終了日の翌営業日までに、償還金（信託終了時に

おける信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額を

いいます。以下同じ。）については第44条第４項に規定

する支払開始日の前日までに、一部解約金については第

44条第５項に規定する支払日までに、その全額を委託者

の指定する預金口座等に払い込みします。 

② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座

等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ

後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じませ

ん。 

【収益分配金、償還金および一部解約金の支払い】

第 44 条 収益分配金は、毎計算期間終了日後 1ヵ月

以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末

日において振替機関等の振替口座簿に記載または

記録されている受益者（当該収益分配金にかかる

 

③ 前項の規定による名義書換の手続きは、第41条に規定する

毎計算期間の末日の翌日から15日間停止します。 

 

 

 

 

 

 

【記名式の受益証券譲渡の対抗要件】 

第14条 記名式受益証券の譲渡は、前条の規定による名義書換

によらなければ、委託者および受託者に対抗することができ

ません。 

 

【受益証券の再交付】 

第15条 委託者は、無記名式の受益証券を喪失した受益者が、

委託者の定める手続きによって公示催告による除権判決の謄

本を添え、再交付を請求したときは、無記名式の受益証券を

再交付します。 

② 委託者は、記名式の受益証券を喪失した受益者が、委託者

の定める手続きにより再交付を請求したときは、記名式の受

益証券を再交付します。 

【受益証券を毀損した場合の再交付】 

第16条 委託者は、受益証券を毀損または汚損した受益者が、

委託者の定める手続きによって受益証券を添え再交付を請求

したときは、受益証券を再交付します。ただし、真偽を鑑別

しがたいときは、前条の規定を準用します。 

【受益証券の再交付の費用】 

第17条 受益証券を再交付するときは、委託者は、受益者に対

して実費を請求することができます。 

 

【投資の対象とする資産の種類】 

第18条  ＜略＞ 

 

 

 

【収益分配金、償還金および一部解約金の委託者への交

付と支払いに関する受託者の免責】 

第46条 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期

間終了日の翌営業日までに、償還金（信託終了時における信

託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以

下同じ。）については第47条第４項に規定する支払開始日の

前日までに、一部解約金については第47条第５項に規定する

支払日までに、その全額を委託者に交付します。 

 

 ② 受託者は、前項の規定により委託者に収益分配金、償還金

および一部解約金を交付した後は、受益者に対する支払いにつ

き、その責に任じません。 

 

【収益分配金、償還金および一部解約金の支払い】 

第47条 収益分配金は、毎計算期間終了日後１カ月以内の委託

者の指定する日から収益分配金交付票と引換えに受益者に支

払います。 
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計算期間の末日以前において一部解約が行なわれ

た受益権にかかる受益者を除きます。また、当該

収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定さ

れた受益権で取得申込代金支払前のため委託者の

指定する登録金融機関の名義で記載または記録さ

れている受益権については原則として取得申込者

とします。）に支払います。なお、平成 19 年 1月 4

日以降においても、第 45 条の規定する時効前の収

益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその

効力を有するものとし、当該収益分配交付票と引

き換えに受益者に支払います。 

② 前項の規定にかかわらず、委託者の指定する登録金

融機関との間に締結した別に定める契約に基づいて収益

分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託

者の指定する預金口座等に払い込むことにより、

原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分

配金が委託者の指定する登録金融機関に交付され

ます。この場合、委託者の指定する登録金融機関

は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に

かかる受益権の売付を行ないます。当該売付によ

り増加した受益権は、第 10 条第 3項の規定にした

がい、振替口座簿に記載または記録されます。なお、

これらの場合における１口当たりの取得価額は原則とし

て各計算期間終了日の基準価額とします。 

③ あらかじめ、前項の収益分配金の再投資にかかる受益

権の取得申込を中止することを申し出た場合において

は、前項の規定にかかわらず、当該受益権に帰属する収

益分配金を当該計算期間終了日から起算して５営業日目

から受益者に支払います。 

④ 償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託者の

指定する日から、信託終了日において振替機関の

振替口座簿に記載または記録されている受益者

（信託終了日以前において一部解約が行なわれた

受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信

託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金

支払前のため委託者の指定する登録金融機関の名

義で記載または記録されている受益権については

原則として取得申込者とします。）に支払います。

なお、当該受益者は、その口座が開設されている

振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をす

るのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数

と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法

の規定にしたがい当該振替機関等の口座において

当該口数の減少の記載または記録が行なわれま

す。また、受益証券を保有している受益者に対し

ては、償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託

者の指定する日から受益証券と引き換えに当該受

益者に支払います。 

⑤ ＜略＞ 

⑥ 前各項（第 2項を除きます。）に規定する収益分

配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託

者の指定する登録金融機関の営業所等において行

なうものとします。 

⑦ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 前項の規定にかかわらず、委託者の指定する登録金融機関
との間に締結した別に定める契約に基づいて収益分配金を再

投資する受益者に対しては、委託者は、原則として毎計算期

間終了日の翌営業日に、収益分配金を委託者の指定する登録

金融機関に交付します。この場合、委託者の指定する登録金

融機関は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかか

る受益証券の売付を行います。なお、これらの場合における

１口当たりの取得価額は原則として各計算期間終了日の基準

価額とします。 

 

 

 

 

③ あらかじめ、前項の収益分配金の再投資にかかる受益証券

の取得申込を中止することを申し出た場合においては、前項

の規定にかかわらず、当該受益証券に帰属する収益分配金を

当該計算期間終了日から起算して５営業日目から受益者に支

払います。 

④  償還金は、信託終了日後１カ月以内の委託者の指定する日

から受益証券と引き換えに受益者に支払います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑤ ＜略＞ 

 ⑥ 前各項（第２項を除きます。）に規定する収益分配金、償

還金および一部解約金の支払いは、委託者または委託者の指

定する登録金融機関の営業所等において行うものとします。 

   

⑦  収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整
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収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の

受益権の価額等に応じて計算されるものとしま

す。 

⑧ 前項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第

27条の規定によるものとし、受益者ごとの信託時の受益

権の価額と元本の差額をいい、原則として、追加信託の

つど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整

されるものとします。また、前項に規定する「受益者ご

との信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益

者ごとの信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど

当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整され

るものとします。  

＜削除＞ 

 

 

 

＜削除＞ 

 

 

 

 

 

【収益分配金および償還金の時効】 

第 45 条 受益者が、収益分配金については第 44 条

第 1項に規定する支払開始日から 5年間その支払

いを請求しないとき、ならびに信託終了による償

還金については第 44条第 4項に規定する支払開始

日から 10 年間その支払いを請求しないときは、そ

の権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、

委託者に帰属します。 

【信託契約の一部解約】 

第 46 条 受益者（委託者の指定する登録金融機関を含みま

す。）は、自己に帰属する受益権につき、委託者に１口単

位をもって一部解約の実行を請求することができます。

ただし、一部解約の実行を請求する日が、ニューヨーク

もしくはパリの銀行休業日の場合には、一部解約の実行

請求の受付けは行いません。 

 ② 受益者が、平成 19年 1月 4日以降の信託契約
の一部解約に係る一部解約の実行の請求をすると

きは、委託者の指定する登録金融機関に対し、振

替受益権をもって行なうものとします。ただし、

平成 19年 1月 4日以降に一部解約金が受益者に支
払われることとなる一部解約の実行の請求で、平

成 19年 1月４日前に行なわれる当該請求について
は、振替受益権となることが確実な受益証券をも

って行なうものとします。 
③ 委託者は、第１項の一部解約の実行の請求を受け付け

た場合には、この信託契約の一部を解約します。 

なお、前項の一部解約の実行の請求を行なう受益

者は、その口座が開設されている振替機関等に対

して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部

解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部

解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を

行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振

金は、原則として、各受益者毎の信託時の受益証券の価額

等に応じて計算さるものとします。  

   

⑧ 前項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条

の規定によるものとし、受益者ごとの信託時の受益証券の価

額と元本の差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口

数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとし

ます。また、前項に規定する「受益者ごとの信託時の受益証

券の価額等」とは、原則として、受益者ごとの信託時の受益

証券の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均

され、収益分配のつど調整されるものとします。  

  

⑨ 記名式の受益証券を有する受益者は、あらかじめその印鑑

を届出るものとし、第１項の場合は収益分配金交付票に、第

４項および第５項の場合には受益証券に、記名し届出印を押

印するものとします。  

⑩ 委託者は、前項の規定により押印された印影を届出印と照

合し、相違ないものと認めて収益分配金および償還金もしく

は一部解約金の支払いをしたときは、印鑑の盗用その他の事

情があっても、そのために生じた損害について、その責を負

わないものとします。  

 

【収益分配金および償還金の時効】 

第48条 受益者が、収益分配金について第47条第１項に規定

する支払開始日から５年間その支払いを請求しないとき、な

らびに信託終了による償還金については第47条第４項に規

定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないとき

は、その権利を失い、委託者が受託者から交付を受けた金銭

は、委託者に帰属します。 

 

【信託契約の一部解約】 

第49条 受益者（委託者の指定する登録金融機関を含みます。）

は、自己の有する受益証券につき、委託者に１口単位をもっ

て一部解約の実行を請求することができます。ただし、一部

解約の実行を請求する日が、ニューヨークもしくはパリの銀

行休業日の場合には、一部解約の実行請求の受付けは行いま

せん。 

 ② 受益者が、前項の一部解約の実行の請求をするときは、委

託者の指定する登録金融機関に対し受益証券をもって行うも

のとします。 

 

 

 

 

 

 

③ 委託者は、第１項の一部解約の実行の請求を受け付けた場

合には、この信託契約の一部を解約します。 
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替機関等の口座において当該口数の減少の記載ま

たは記録が行なわれます。 

    ④～⑧＜略＞  

【質権口記載又は記録の受益権の取り扱い】 

第 47条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載ま

たは記録されている受益権にかかる収益分配金の

支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解

約金および償還金の支払い等については、この約

款によるほか、民法その他の法令等にしたがって

取り扱われます。 

 

【信託契約の解約】 

第 48 条 ＜略＞ 

【信託約款の解約】 

第 49 条 ＜略＞ 

【反対者の買取請求権】 

第 50 条 第 48 条に規定する信託契約の解約または

前条に規定する信託約款の変更を行なう場合にお

いて、第 48 条第 3項または前条第 3項の一定の期

間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、委託

者の指定する登録金融機関を通じ受託者に対し、自己

の有する受益権を、信託財産をもって買取るべき

旨を請求することができます。この買取請求権の

内容および買取請求の手続に関する事項は、第 49

条第 2項または前条第 2項に規定する公告または

書面に付記します。 

② 前項の場合の取扱いは、受託者、委託者および委託者の
指定するは登録金融機関が協議の上、決定するものとし

ます。 

第 51 条～第 53 条 ＜略＞ 

【公告】 

第 53 条 ＜略＞ 

【信託約款に関する疑義の取扱い】 

第 54 条 ＜略＞ 

（付 則） 

第 1条 （添付信託約款付則第 1条をご参照くださ

い。） 

 

 

   

 ④～⑧＜略＞  

＜新設＞ 

 

 

 

 

 

 

 

【信託契約の解約】 

第 50 条 ＜同左＞ 

【信託約款の変更】 

第 51 条 ＜同左＞ 

【反対者の買取請求権】 

第52条 第50条に規定する信託契約の解約または前条に規定

する信託約款の変更を行う場合において、第50条第３項また

は前条第３項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた

受益者は、委託者の指定する登録金融機関を通じ受託者に対

し、自己の有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき

旨を請求することができます。 

   

 

 

 

② 前項の場合の取扱いは、受託者、委託者および委託者の指

定する登録金融機関が協議の上、決定するものとします。 

 

第 53 条～第 55 条 ＜略＞ 

【公告】 

第 56 条 ＜同左＞ 

【信託約款に関する疑義の取扱い】 

第 57 条 ＜同左＞ 

（付 則） 

第 1条 ＜略＞ 
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第１ ファンドの沿革 

 平成 17 年 2 月 4 日 関東財務局長に対して有価証券届出書提出 

 平成 17 年 3 月 18 日 ファンドの信託契約締結、ファンドの設定・運用開始予定 

 

第２ 手続等 

 1  申込（販売）手続等 

（1） 販売会社は、申込期間中の販売会社の営業日において、受益証券の募集・販売の取扱

いを行います。ただし、ニューヨークもしくはパリの銀行休業日の場合には、お申込み

の取扱いをいたしません。取得申込みを行う申込者は、販売会社に取引口座を開設のう

え、販売会社に対しファンドの取得申込みを行います。取得申込みの受付けは、販売会

社所定の時限までとし、受付時間を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとします。 

（2） 受益証券の価額は、申込期間においては取得申込日の翌営業日の基準価額とします。 

基準価額は、委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社に問い合わせる

ことにより知ることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

（3） 最低申込口数および申込単位は 1 口単位または 1 円単位をもって、販売会社が定める

単位とします。また、分配金の受取方法により、「自動けいぞく投資コース」と「一般

コース」があります。各申込コースの申込単位は以下の通りです。販売会社によって取

り扱う申込コースは異なる場合がありますので、詳しくは販売会社または委託会社へお

問い合わせください。 

申込コース 申込単位 

自動けいぞく投資コース １万円以上１円単位 

一般コース １万口以上１万口単位 

※ 「自動けいぞく投資コース」とは、分配金を税引き後無手数料で自動的に再投資するコースのことをい

います。また、販売会社によっては､自動的に分配金の再投資を行わず、収益の分配が行われたときに分

配金を受け取る「定期引出」を選択することもできます。 

また、販売会社により「投資信託定時定額購入プラン」および「定期引出」を取り扱う場

合があります。詳しくは販売会社（販売会社については下記のお問い合わせ先にご照会くだ

さい。）へお問い合わせください。 

お問い合わせ先

ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社

フリーダイヤル： ０１２０－４９８－１０４

受付は土・日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時（証券取引所の半休日は午前9時から正午）

ホームページアドレス： http://www.sgam.co.jp/

お問い合わせ先

ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社

フリーダイヤル： ０１２０－４９８－１０４

受付は土・日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時（証券取引所の半休日は午前9時から正午）

ホームページアドレス： http://www.sgam.co.jp/
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（4）取得申込時には申込手数料をご負担いただくものとします。ただし、「自動けいぞく

投資コース」において収益分配金を再投資する場合には、申込手数料はありません。 

 
(5) 委託会社は、信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、

または証券取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会

社の判断により、受益証券の取得申込みの受付けを中止すること、およびすでに受付けた

取得申込みの受付けを取消すことができます。 

 

※ ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、取得申込者は販売会社に、取

得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものと

し、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当

該取得申込の代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を

行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿へ

の新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関

等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への

新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、

振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。 

 

 ２ 換金（解約）手続等 

（1） 受益者（委託会社の指定する販売会社を含みます。）は、自己の有する受益証券につ

き、販売会社の営業日において、以下の解約単位をもって一部解約の実行の請求（以下、

「解約請求」といいます。）を行うことで換金ができます。 

ただし、ニューヨークもしくはパリの銀行休業日の場合には、解約の申込みの受付け

は行いません。 

申込コース 解約単位 

自動けいぞく投資コース １口単位 

一般コース １万口単位 

一部解約の申込みの受付けは、販売会社所定の時限までとし、受付時間を過ぎた場合は翌

営業日の取扱いとします。 

（2） 一部解約の価額は、一部解約の申込みを受け付けた日の翌営業日の基準価額とします。

なお手取額は、解約価額から所得税および地方税（解約価額が個別元本※1 を上回った場

合その超過額の 10％。なお、2008 年 4 月 1 日からは 20％。）を差し引いた金額※3となり、

受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、５営業日目から受益者に支払

います。 

お問い合わせ先

ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社

フリーダイヤル： ０１２０－４９８－１０４

受付は土・日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時（証券取引所の半休日は午前9時から正午）

ホームページアドレス： http://www.sgam.co.jp/

お問い合わせ先

ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社

フリーダイヤル： ０１２０－４９８－１０４

受付は土・日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時（証券取引所の半休日は午前9時から正午）

ホームページアドレス： http://www.sgam.co.jp/
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※1 「個別元本」とは、受益者ごとの信託時の受益証券の価額等（申込手数料および当該申込手数料に

かかる消費税等相当額は含まれません。）をいいます。 

※2 個人の受益者の場合の手取額です。法人の受益者の場合は、所得税（基準価額が個別元本を上

回った場合その超過額の 7％。なお、2008 年 4 月 1 日からは 15％。）を差し引いた金額となりま

す。 

(3) 受益者が、一部解約の申込みをするときは、販売会社に対し、受益証券をもって行うも

のとします。 

(4) 委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約し

ます。 

(5) 委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な

い事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができるものとしま

す。 

(6) 前記(5)により一部解約の実行が中止された場合には、受益者は当該一部解約の実行の

中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。受益者がその一部解約の

実行の請求を撤回しない場合には、当該受益証券の一部解約の価額は、当該一部解約の実

行の受付けの中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け

付けたものとして前記 (2) の規定に準じて算出した価額とします。 

(7) 一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、５営業日目から

受益者に支払います。 

 

＊買取請求による換金のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、詳しくはお申込みの販売会社にお問

い合わせください。 

※ ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、換金の請求を行う受益者は、そ

の口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社

が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の

規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 

平成19年1月4日以降の換金にかかる換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとしま

す。ただし、平成19年1月4日以降に換金の代金が受益者に支払われることとなる換金の請求で、平成19年1月

4日前に行われる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行うものとします。 

平成18年12月29日時点での保護預りをご利用の方の受益証券は、原則として一括して全て振替受益権へ移行

します。受益証券をお手許で保有されている方で、平成19年1月4日以降も引き続き保有された場合は、換金

のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を

要しますので、ご留意ください。 
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第３ 管理及び運営  

1  資産管理等の概要 

（1）資産の評価 

①基準価額の算定 

基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって

時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいま

す。）を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。 

 

 

 

②基準価額の算出頻度と公表 

基準価額は、委託会社の毎営業日算出され、販売会社または委託会社に問い合わせることに

より知ることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また当日の基準価額は原則として、翌日の日本経済新聞に掲載されます。（朝刊のオー

プン基準価格欄［ＳＧアセット］にて「ラブミー」の略称で掲載されます。） 

なお、基準価額は１万口単位で表示されたものが発表されます。 

(2) 保管 

受益証券は受益者と販売会社の間に取り交わされる証券投資信託受益証券等の保護預り契

約に基づき販売会社に保管を委託できます。ただし、委託会社に申込みを行った受益者は、

保護預りを行う会社との保護預り契約に基づき受益証券の保管を委託できます。保護預りの

場合、受益証券は混蔵保管されます。また受益者は、無記名式もしくは記名式で受益証券を

保有することができます。 

ファンドの受益権は、平成19年1月4日より、振替制度に移行する予定であり、受益権の帰属

は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行し

ませんので、受益証券の保管に関する該当事項はなくなります。 

 

お問い合わせ先

ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社

フリーダイヤル： ０１２０－４９８－１０４

受付は土・日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時（証券取引所の半休日は午前9時から正午）

ホームページアドレス： http://www.sgam.co.jp/

お問い合わせ先

ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社

フリーダイヤル： ０１２０－４９８－１０４

受付は土・日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時（証券取引所の半休日は午前9時から正午）

ホームページアドレス： http://www.sgam.co.jp/
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(3) 信託期間 

ファンドの信託期間は、平成 17 年 3 月 18 日から平成 27 年 3 月 16 日までです。 

ただし信託期間中に「(5) その他 ⑤ 信託の終了」に該当する事項が生じた場合には、委託

会社は受託会社と合意のうえ、一定の適切な措置を講じた後に、この信託契約を終了させる 

ことができます。詳細は「(5) その他 ⑤ 信託の終了」をご覧ください。 

(4)計算期間 

①この信託の計算期間は、原則として毎月 16 日から翌月 15 日までとします。 

② 前記①にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が

休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が

開始されるものとします。 

(5) その他 

①  償還金 

償還金は、信託終了日から後１カ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日

（償還日が休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日目）から受益証券等と引換え

に販売会社でお支払いします。 

② 信託約款の変更 

（イ）委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生

したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、

あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。 

（ロ）委託会社は、（イ）の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、

変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を

この信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約

にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いま

せん。 

（ハ）（ロ）の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対

して異議を述べる旨を付記します。なお、一定の期間は１カ月を下らないものとしま

す。 

（ニ）（ハ）の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の２分

の１を超えるときは、信託約款の変更をしません。委託会社は、この信託約款の変更

をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの

事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者

に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

（ホ）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、

（イ）から（ハ）の規定にしたがいます。 

（ヘ）（ハ）の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、委託会社の指定す

る証券会社および登録金融機関を通じ受託会社に対し、自己の有する受益証券を、信

託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。 

（ト） 委託会社は、委託会社が受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載ま

たは記録を申請することができる旨の信託約款変更をしようとする場合は、その変更
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の内容が重大なものとして(ロ)から(ニ)の規定にしたがいます。ただし、この場合に

おいて、振替受入簿の記載または記録を申請することについて委託会社に代理権を付

与することについて同意をしている受益者へは、(ロ)の書面の交付を原則として行な

いません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 委託会社は、委託会社が受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または

記録を申請することができる旨の信託約款変更をしようとする場合は、その変更の内容が

重大なものとして(イ)から(ニ)までの規定にしたがいます。ただし、この場合において、

振替受入簿の記載または記録を申請することについて委託会社に代理権を付与することに

ついて同意をしている受益者へは、(ロ)の書面の交付を原則として行ないません。 

③ 関係法人との契約の更改等に関する手続 

委託会社と販売会社の間で締結する販売契約において、当該契約書において定められた

事項に変更の必要があると認められた場合、疑義を生じた場合、または当該契約に定めの

ない事項が生じたときは、その都度、委託会社と販売会社が協議のうえ、決定します。ま

た、有効期間は当初１カ年とし、期間満了の３カ月前までに委託会社および販売会社のい

ずれからも別段の意思表示のない時は、自動的に１年間延長されるものとし、自動延長後

の取扱いについてもこれと同様とします。 

④ 受託会社の辞任に伴う取扱い 

受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、

委託会社は、前記「② 信託約款の変更」の（イ）から（ニ）の規定にしたがい、新受託会

社を選任します。 

⑤ 運用報告書の作成 

委託会社は、毎年３月および９月の決算期末ごとおよび償還時に、当該期間の運用経過、

組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成し、販

売会社より送付します。 

⑥ 信託の終了 

（イ）委託会社は、次の場合においては、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、

信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解

約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 

Ａ．信託契約を解約することが受益者に有利であると認めたとき  

Ｂ．やむを得ない事情が発生したとき  

約款変更の
公告*

受益者への
書面の交付

異議申立期間
（１カ月以上）

約款変更
実施

異議申立（受益権口数ベース）が総口数の過半数

異議申立（受益権口数ベース）が総口数の半数以下

約款変更
不成立の
公告*

受益者への
書面の交付

* 全ての受益者に書面を交付したときは原則として公告を行ないません。

約款変更
不成立約款変更の

公告*

受益者への
書面の交付

異議申立期間
（１カ月以上）

約款変更
実施

異議申立（受益権口数ベース）が総口数の過半数

異議申立（受益権口数ベース）が総口数の半数以下

約款変更
不成立の
公告*

受益者への
書面の交付

* 全ての受益者に書面を交付したときは原則として公告を行ないません。

約款変更
不成立
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Ｃ．信託契約の一部を解約することにより、受益権口数が 10 億口を下回ることとなったと

きやむを得ない事情が発生したとき 

これらの場合、委託会社は、前述の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨

を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に

対して交付します。ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交

付したときは、原則として、公告を行いません。 

この公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して

異議を述べる旨を付記します。なお、一定の期間は１カ月を下らないものとします。 

そして、一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の２分

の１を超えるときは、信託契約の解約をしません。 

この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、

これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に

対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

（ロ）（イ）の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、委託会社の指定す

る証券会社および登録金融機関を通じ受託会社に対し、自己の有する受益証券を、信

託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

（ハ）委託会社は、次の場合においては、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 

Ａ．委託会社が解散したとき、または業務を廃止したとき 

Ｂ．委託会社が監督官庁より認可の取消しを受けたとき 

Ｃ．監督官庁から信託契約の解約の命令を受けたとき 

    ※監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを

命じたときは、この信託は、前記「② 信託約款の変更 （ニ）」に該当する場合を

除き、委託会社と受託会社との間において存続します。 

（ニ）前記「④ 受託会社の辞任に伴う取扱い」において委託会社が新受託会社を選任でき

ないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。 

⑦  その他 

（イ）委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 

（ロ）ファンドについて、法令の定めるところにより、有価証券報告書を毎年３月および９

月の決算日終了後３カ月以内に提出します。また、これらの開示書類は、金融庁の電

子開示システム（ＥＤＩＮＥＴ）によって提出されており、同庁が提供するホーム

ページ（http://info.edinet.go.jp/）にて閲覧することができます。 

（ハ）受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本トラスティ・サー

信託の終了の
公告*

受益者への
書面の交付

異議申立期間
（１カ月以上）

信託終了
実施

異議申立（受益権口数ベース）が総口数の過半数

異議申立（受益権口数ベース）が総口数の半数以下

信託の終了
不成立の
公告*

受益者への
書面の交付

* 全ての受益者に書面を交付したときは原則として公告を行ないません。

信託終了
不成立信託の終了の

公告*

受益者への
書面の交付

異議申立期間
（１カ月以上）

信託終了
実施

異議申立（受益権口数ベース）が総口数の過半数

異議申立（受益権口数ベース）が総口数の半数以下

信託の終了
不成立の
公告*

受益者への
書面の交付

* 全ての受益者に書面を交付したときは原則として公告を行ないません。

信託終了
不成立
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ビス信託銀行と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、

再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。 

 

２ 受益者の権利等 

(1) 収益分配金請求権 

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持分に応じて請求することができます。

ただし、受益者が支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、

これに相当する金銭は委託会社に帰属します。 

（注）ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、その場合

の分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者

（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者

を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得

申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則と

して取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して５営業日目からお支払いし

ます。なお、平成19年１月4日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交

付票は、なおその効力を有するものとし、その収益分配交付票と引き換えに受益者にお支払

いします。「分配金再投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投

資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。 

(2) 一部解約の実行請求権 

受益者は、一部解約の実行を信託約款の規定および本書の記載にしたがって請求するこ

とができます。 

(3) 償還金請求権 

受益者は償還金を信託約款の規定および本書の記載にしたがって請求することができま

す。ただし、受益者が支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を

失い、これに相当する金銭は委託会社に帰属します。 

(4) 帳簿閲覧権 

受益者は委託会社に対し、委託会社の営業時間内において、当該受益者にかかる信託財

産に関する書類の閲覧を請求することができます。 
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第４ ファンドの経理状況 

(1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38

年大蔵省令第59号）（以下、「財務諸表等規則」という。）ならびに同規則第２条の２の規定

により、「投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書

に関する規則」（平成12年総理府令第133号）（以下、「投資信託財産計算規則」という。）

に基づいて作成しております。 

なお、財務諸表等規則は、平成17年6月14日付内閣府令第74号により改正されておりますが、

前期（平成17年3月18日から平成17年9月15日まで）については改正前の財務諸表等規則に基づ

き作成しており、当期（平成17年9月16日から平成18年3月15日まで）については改正後の財務

諸表等規則に基づいて作成しております。 

また、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 

 

(2)  当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則6ヶ月毎に作成しております。 

 

(3)  当ファンドは、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前期（平成17年3月18日から平成17

年9月15日まで）及び当期（平成17年9月16日から平成18年3月15日まで）の財務諸表について、

新日本監査法人による監査を受けております。 
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１ 財務諸表 

りそな・ＳＧ レディース バランスファンド 

 (1) 貸借対照表 

                                                                    （単位：円）  

前期 当期 

(平成17年9月15日現在) (平成18年3月15日現在) 

期      別 

 

  科      目 
金        額 金        額 

資産の部 

流動資産 

コ ー ル ・ ロ ー ン 128,204,294 158,389,763

親投資信託受益証券 10,760,490,780 15,899,811,947

未 収 利 息 3 4

流動資産合計 10,888,695,077 16,058,201,714

資産合計 10,888,695,077 16,058,201,714

負債の部 

流動負債 

未払収益分配金 20,782,220 30,521,657

未 払 解 約 金 24,723,206 31,768,120

未払受託者報酬 766,144 1,020,825

未払委託者報酬 11,492,161 15,312,386

その他未払費用 191,525 255,198

流動負債合計 57,955,256 78,878,186

負債合計 57,955,256 78,878,186

純資産の部 

元本 

元本 10,391,110,157 15,260,828,716

剰余金 

期末剰余金 439,629,664 718,494,812

(分配準備積立金)        （420,797,246）               (275,139,305) 

純 資 産 合 計  10,830,739,821 15,979,323,528

負債・純資産合計 10,888,695,077 16,058,201,714
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(2) 損益及び剰余金計算書 

                                                                         （単位：円） 

前期 当期 

自 平成17年3月18日 自 平成17年9月16日 

至 平成17年9月15日 至 平成18年3月15日 

期      別 

 

 

  科      目 金        額 金        額 

経常損益の部  

営業損益の部 

営業収益  

受取利息 311 688

有価証券売買等損益 579,790,780 928,121,167

営業収益合計 579,791,091 928,121,855

営業費用 

受託者報酬 3,819,625 5,648,243

委託者報酬 57,294,323 84,723,618

その他費用 954,842 1,412,000

営業費用合計 62,068,790 91,783,861

営業利益 517,722,301 836,337,994

経常利益 517,722,301 836,337,994

当期純利益 517,722,301 836,337,994

一部解約に伴う当期純利益分配額 8,868,226 19,082,896

期首剰余金 ― 439,629,664

剰余金増加額 32,985,606 449,043,787

当期一部解約に伴う剰余金増加額 1,036,396 ―

 当期追加信託に伴う剰余金増加額 31,949,210 449,043,787

剰余金減少額 22,597,113 85,253,674

当期一部解約に伴う剰余金減少額 9,615,387 85,253,674

 当期追加信託に伴う剰余金減少額 12,981,726 ―

分 配 金 79,612,904 902,180,063

期 末 剰 余 金 439,629,664 718,494,812
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重要な会計方針 

 

期      別 

 

項      目 

前期 

自 平成１７年  ３月１８日 

至 平成１７年  ９月１５日 

当期 

自 平成１７年  ９月１６日 

至 平成１８年  ３月１５日 

１． 運用資産の評

価基準及び評

価方法 

 

２． 費用・収益の

計上基準 

 

３．その他 

 

親投資信託受益証券 

基準価額で評価しております。 

 

 

有価証券売買等損益の計上基準 

約定日基準で計上しております。 

 

当該財務諸表の特定期間は平成１７年３月１８

日（設定日）から平成１７年９月１５日までと

なっております。 

親投資信託受益証券 

同左 

 

 

有価証券売買等損益の計上基準 

同左 

 

当該財務諸表の特定期間は平成１７年９月１６

日から平成１８年３月１５日までとなっておりま

す。 

 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

前期 当期 

（平成１７年 ９月１５日現在） （平成１８年 ３月１５日現在） 

信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び

期中一部解約元本額 

        期 首 元 本 額         ：                円 

        期中追加設定元本額：  11,064,193,517円 

        期中一部解約元本額         ：     673,083,360円 

    

信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び

期中一部解約元本額 

        期 首 元 本 額         :  10,391,110,157円 

        期中追加設定元本額:    6,338,244,079円 

        期中一部解約元本額         :    1,468,525,520円 
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（損益及び剰余金計算書関係） 

前期 当期 

自 平成１７年  ３月１８日 自 平成１７年  ９月１６日 

至 平成１７年  ９月１５日 至 平成１８年  ３月１５日 

１．受託会社との取引高 

営業取引（受託者報酬）          

                                3,819,625円 

                                   

２. 分配金の計算過程 

（自 平成17年 3月18日 至 平成17年 6月15日） 

当該期末における分配対象金額 57,951,262円（1万口当たり

61円）のうち、18,927,795円（1万口当たり20円）を分配金額

としております。 

 

項  目  

費用控除後の配当等収

益額 
Ａ 50,751,399 円

費用控除後・繰越欠損

金補填後の有価証券売

買等損益額 

Ｂ －円

収益調整金額 Ｃ 7,199,863 円

分配準備積立金額 Ｄ －円

当ファンドの分配対象

収益額 

Ｅ(Ａ＋Ｂ＋

Ｃ＋Ｄ) 
57,951,262 円

当ファンドの期末残存

口数 
Ｆ 9,463,897,733 口

1 万口当たりの収益分配

対象額 

Ｇ(Ｅ／Ｆ×

10,000) 
61 円

1 万口当たりの分配額 Ｈ 20 円

収益分配金金額 
Ｉ(Ｆ×Ｈ／

10,000) 
18,927,795 円

 

（自 平成17年 6月16日 至 平成17年 7月15日） 

当該期末における分配対象金額 234,901,591円（1万口当たり

242円）のうち、19,348,415円（1万口当たり20円）を分配金

額としております。 

 

項  目  

費用控除後の配当等収

益額 
Ａ 32,173,658 円

費用控除後・繰越欠損

金補填後の有価証券売

買等損益額 

Ｂ 162,205,605 円

収益調整金額 Ｃ 9,192,473 円

分配準備積立金額 Ｄ 31,329,855 円

当ファンドの分配対象

収益額 

Ｅ(Ａ＋Ｂ＋

Ｃ＋Ｄ) 
234,901,591 円

１．受託会社との取引高 

営業取引（受託者報酬）          

                            5,648,243円 

 

２. 分配金の計算過程 

（自 平成17年 9月16日 至 平成17年10月17日） 

当該期末における分配対象金額 676,184,025円（1万口当た

り621円）のうち、21,761,151円（1万口当たり20円）を分配

金額としております。 

 

項  目  

費用控除後の配当等収

益額 
Ａ 41,289,224 円

費用控除後・繰越欠損

金補填後の有価証券売

買等損益額 

Ｂ 153,774,293 円

収益調整金額 Ｃ 70,250,401 円

分配準備積立金額 Ｄ 410,870,107 円

当ファンドの分配対象

収益額 

Ｅ(Ａ＋Ｂ＋

Ｃ＋Ｄ) 
676,184,025 円

当ファンドの期末残存

口数 
Ｆ 10,880,575,991 口

1 万口当たりの収益分配

対象額 

Ｇ(Ｅ／Ｆ×

10,000) 
621 円

1 万口当たりの分配額 Ｈ 20 円

収益分配金金額 
Ｉ(Ｆ×Ｈ／

10,000) 
21,761,151 円

 

（自 平成17年10月18日 至 平成17年11月15日） 

当該期末における分配対象金額 923,406,476円（1万口当た

り820円）のうち、22,513,013円（1万口当たり20円）を分配

金額としております。 

 

項  目  

費用控除後の配当等収

益額 
Ａ 33,835,986 円

費用控除後・繰越欠損

金補填後の有価証券売

買等損益額 

Ｂ 211,700,540 円

収益調整金額 Ｃ 101,292,130 円

分配準備積立金額 Ｄ 576,577,820 円

当ファンドの分配対象

収益額 

Ｅ(Ａ＋Ｂ＋

Ｃ＋Ｄ) 
923,406,476 円
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当ファンドの期末残存

口数 
Ｆ 9,674,207,528 口

1 万口当たりの収益分配

対象額 

Ｇ(Ｅ／Ｆ×

10,000) 
242 円

1 万口当たりの分配額 Ｈ 20 円

収益分配金金額 
Ｉ(Ｆ×Ｈ／

10,000) 
19,348,415 円

 

（自 平成17年 7月16日 至 平成17年 8月15日） 

当該期末における分配対象金額 251,674,839円（1万口当たり

244円）のうち、20,554,474円（1万口当たり20円）を分配金

額としております。 

 

項  目  

費用控除後の配当等収

益額 
Ａ 21,457,861 円

費用控除後・繰越欠損

金補填後の有価証券売

買等損益額 

Ｂ －円

収益調整金額 Ｃ 26,735,068 円

分配準備積立金額 Ｄ 203,481,910 円

当ファンドの分配対象

収益額 

Ｅ(Ａ＋Ｂ＋

Ｃ＋Ｄ) 
251,674,839 円

当ファンドの期末残存

口数 
Ｆ 10,277,237,019 口

1 万口当たりの収益分配

対象額 

Ｇ(Ｅ／Ｆ×

10,000) 
244 円

1 万口当たりの分配額 Ｈ 20 円

収益分配金金額 
Ｉ(Ｆ×Ｈ／

10,000) 
20,554,474 円

 

（自 平成17年 8月16日 至 平成17年 9月15日） 

当該期末における分配対象金額 478,780,842円（1万口当たり

460円）のうち、20,782,220円（1万口当たり20円）を分配金

額としております。 

 

項  目  

費用控除後の配当等収

益額 
Ａ 33,728,682 円

費用控除後・繰越欠損

金補填後の有価証券売

買等損益額 

Ｂ 210,550,071 円

収益調整金額 Ｃ 37,201,376 円

分配準備積立金額 Ｄ 197,300,713 円

当ファンドの分配対象

収益額 

Ｅ(Ａ＋Ｂ＋

Ｃ＋Ｄ) 
478,780,842 円

当ファンドの期末残存

口数 
Ｆ 10,391,110,157 口

1 万口当たりの収益分配

対象額 

Ｇ(Ｅ／Ｆ×

10,000) 
460 円

1 万口当たりの分配額 Ｈ 20 円

当ファンドの期末残存

口数 
Ｆ 11,256,506,628 口

1 万口当たりの収益分配

対象額 

Ｇ(Ｅ／Ｆ×

10,000) 
820 円

1 万口当たりの分配額 Ｈ 20 円

収益分配金金額 
Ｉ(Ｆ×Ｈ／

10,000) 
22,513,013 円

 

（自 平成17年11月16日 至 平成17年12月15日） 

当該期末における分配対象金額 1,347,616,895円（1万口当

たり1,052円）のうち、768,495,790円（1万口当たり600円）

を分配金額としております。 

 

項  目  

費用控除後の配当等収

益額 
Ａ 39,451,226 円

費用控除後・繰越欠損

金補填後の有価証券売

買等損益額 

Ｂ 228,859,279 円

収益調整金額 Ｃ 313,497,797 円

分配準備積立金額 Ｄ 765,808,593 円

当ファンドの分配対象

収益額 

Ｅ(Ａ＋Ｂ＋

Ｃ＋Ｄ) 
1,347,616,895 円

当ファンドの期末残存

口数 
Ｆ 12,808,263,173 口

1 万口当たりの収益分配

対象額 

Ｇ(Ｅ／Ｆ×

10,000) 
1,052 円

1 万口当たりの分配額 Ｈ 600 円

収益分配金金額 
Ｉ(Ｆ×Ｈ／

10,000) 
768,495,790 円

 

（自 平成17年12月16日 至 平成18年 1月16日） 

当該期末における分配対象金額 675,279,417円（1万口当た

り471円）のうち、28,642,247円（1万口当たり20円）を分配

金額としております。 

 

項  目  

費用控除後の配当等収

益額 
Ａ 32,464,146 円

費用控除後・繰越欠損

金補填後の有価証券売

買等損益額 

Ｂ －円

収益調整金額 Ｃ 379,633,044 円

分配準備積立金額 Ｄ 263,182,227 円

当ファンドの分配対象

収益額 

Ｅ(Ａ＋Ｂ＋

Ｃ＋Ｄ) 
675,279,417 円

当ファンドの期末残存

口数 
Ｆ 14,321,123,587 口

1 万口当たりの収益分配

対象額 

Ｇ(Ｅ／Ｆ×

10,000) 
471 円

1 万口当たりの分配額 Ｈ 20 円
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収益分配金金額 
Ｉ(Ｆ×Ｈ／

10,000) 
20,782,220 円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収益分配金金額 
Ｉ(Ｆ×Ｈ／

10,000) 
28,642,247 円

 

（自 平成18年 1月17日 至 平成18年 2月15日） 

当該期末における分配対象金額 672,597,498円（1万口当た

り444円）のうち、30,246,205円（1万口当たり20円）を分配

金額としております。 

 

項  目  

費用控除後の配当等収

益額 
Ａ 31,470,400 円

費用控除後・繰越欠損

金補填後の有価証券売

買等損益額 

Ｂ －円

収益調整金額 Ｃ 378,420,338 円

分配準備積立金額 Ｄ 262,706,760 円

当ファンドの分配対象

収益額 

Ｅ(Ａ＋Ｂ＋

Ｃ＋Ｄ) 
672,597,498 円

当ファンドの期末残存

口数 
Ｆ 15,123,102,728 口

1 万口当たりの収益分配

対象額 

Ｇ(Ｅ／Ｆ×

10,000) 
444 円

1 万口当たりの分配額 Ｈ 20 円

収益分配金金額 
Ｉ(Ｆ×Ｈ／

10,000) 
30,246,205 円

 

（自 平成18年 2月16日 至 平成18年 3月15日） 

当該期末における分配対象金額749,016,469円（1万口当たり

490円）のうち、30,521,657円（1万口当たり20円）を分配金

額としております。 

 

項  目  

費用控除後の配当等収

益額 
Ａ 41,274,027 円

費用控除後・繰越欠損

金補填後の有価証券売

買等損益額 

Ｂ 3,990,073 円

収益調整金額 Ｃ 443,355,507 円

分配準備積立金額 Ｄ 260,396,862 円

当ファンドの分配対象

収益額 

Ｅ(Ａ＋Ｂ＋

Ｃ＋Ｄ) 
749,016,469 円

当ファンドの期末残存

口数 
Ｆ 15,260,828,716 口

1 万口当たりの収益分配

対象額 

Ｇ(Ｅ／Ｆ×

10,000) 
490 円

1 万口当たりの分配額 Ｈ 20 円

収益分配金金額 
Ｉ(Ｆ×Ｈ／

10,000) 
30,521,657 円
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（有価証券関係） 

前期（自 平成17年 3月18日 至 平成17年 9月15日） 

売買目的有価証券の貸借対照表計上額等 

（単位：円） 

種   類 貸借対照表計上額 
最終の計算期間の損益に 

含まれた評価差額 

親投資信託受益証券 10,760,490,780 280,814,732 

合   計 10,760,490,780 280,814,732 

 

当期（自 平成17年 9月16日 至 平成18年 3月15日） 

売買目的有価証券の貸借対照表計上額等 

（単位：円） 

種   類 貸借対照表計上額 
最終の計算期間の損益に 

含まれた評価差額 

親投資信託受益証券 15,899,811,947 117,658,719 

合   計 15,899,811,947 117,658,719 

 

（デリバティブ取引関係） 

前期（自 平成17年 3月18日 至 平成17年 9月15日） 

  該当事項はありません。 

 

当期（自 平成17年 9月16日 至 平成18年 3月15日） 

  該当事項はありません。 

 

（１口当たり情報） 

前期 

自 平成１７年 ３月１８日 

至 平成１７年 ９月１５日 

 

当期 

自 平成１７年 ９月１６日 

至 平成１８年 ３月１５日 

 

１口当たり純資産額           1.0423円 

（１万口当たり純資産額      10,423円） 

 

１口当たり純資産額        1.0471円 

（１万口当たり純資産額   10,471円） 

 

 

(3) 附属明細表 

第１ 有価証券明細表 

(1)株式 

該当事項はありません。 

 

(2)株式以外の有価証券                                                   

種類 銘柄 口 数 評価額(円) 備考

親投資信託受益証券 ＳＧ レディース 国内株式 マザーファンド 3,022,132,687 3,921,519,374  

 ＳＧ 海外国債 マザーファンド 10,970,136,985 11,978,292,573  

小 計 銘柄数：2   15,899,811,947  

 組入時価比率：99.5%  100%  

     

合 計   15,899,811,947  
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（注）比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。 

 

第２ 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 
     

該当事項はありません。



－20－ 

参考情報 

当ファンドは「ＳＧ レディース 国内株式 マザーファンド」および｢ＳＧ 海外国債 マザーファン

ド｣受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、

すべて同親投資信託の受益証券です。尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。 

    

 

ＳＧ レディース 国内株式 マザーファンド 

 

(1) 資産・負債の状況 

 

 

（単位：円） 

 

（平成18年3月15日現在） 

対象年月日

 

  科      目 金        額 

資 産             

流 動 資 産            

コ ー ル ・ ロ ー ン           14,140,612 

株 式 3,901,275,100 

   未 収 配 当 金  5,960,475 

流 動 資 産 合 計           3,921,376,187 

資 産 合 計           3,921,376,187 

負 債            

流 動 負 債            

流 動 負 債 合 計           ― 

負 債 合 計           ― 

純 資 産            

元 本           3,022,132,687 

剰 余 金 899,243,500 

純 資 産 合 計           3,921,376,187 

負 債 ・純資産合計           3,921,376,187 
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重要な会計方針 

 

自  平成１７年 ９月１６日 

期      間 

 

項      目 至  平成１８年 ３月１５日 

１．運用資産の評価基準及び評価方法 

 

 

 

 

 

２．費用・収益の計上基準 

 

 

 

 

 

 

 

３．その他 

株式 

原則として時価で評価しております。 

時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最

終相場（計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場）

で評価しております。 

 

(1) 受取配当金の計上基準 

受取配当金は、原則として株式の配当落ち日において、その金額

が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場

合は予想配当金額の９０％を計上し、残額については入金時に計

上しております。 

(2) 有価証券売買等損益の計上基準 

   約定日基準で計上しております。 

 

資産・負債の状況は、ファンドの特定期間末の平成１８年３月１５日

現在であります。 

なお、当親投資信託の計算期間は平成１７年３月１８日（設定日）か

ら平成１８年３月１５日までとなっております。 

 

注記事項 

平成１８年 ３月１５日現在 

１. 信託財産に係る期首年月日、期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 

        期              首            ： 平成17年9月16日 

        期  首  元  本  額            ： 2,643,562,822円 

        期中追加設定元本額            ：   468,127,451円 

        期中一部解約元本額            ：    89,557,586円 

     

２. 平成１８年３月１５日現在の元本の内訳※ 

                                                                   元  本  額 

    りそな・ＳＧ レディース バランスファンド                    3,022,132,687円 

 

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 
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（１口当たり情報） 

自  平成１７年  ９月１６日 

至  平成１８年 ３月１５日 

１口当たり純資産額                                       1.2976円 

   （１万口当たり純資産額                              12,976円）   
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(2) 附属明細表 

第１ 有価証券明細表 

(1)株式 

（単位：円） 

評価額 
通貨 銘柄 株式数 

単価 金額 
備考 

日本円 森永製菓 215,000 332.00 71,380,000   

  明治製菓 113,000 615.00 69,495,000   

  江崎グリコ 68,000 1,116.00 75,888,000   

  明治乳業 107,000 698.00 74,686,000   

  雪印乳業 133,500 481.00 64,213,500   

  森永乳業 158,000 421.00 66,518,000   

  伊藤ハム 144,000 455.00 65,520,000   

  アサヒビール 47,300 1,675.00 79,227,500   

  麒麟麦酒 53,000 1,570.00 83,210,000   

  コカ・コーラ セントラル ジャパン 73 984,000.00 71,832,000   

  ダイドードリンコ 17,200 4,600.00 79,120,000   

  カルピス 86,000 1,010.00 86,860,000   

  伊藤園 25,200 3,700.00 93,240,000   

  キリンビバレッジ 27,400 2,850.00 78,090,000   

  アサヒ飲料 54,500 1,424.00 77,608,000   

  キッコーマン 61,000 1,244.00 75,884,000   

  キユーピー 61,700 1,145.00 70,646,500   

  ハウス食品 38,700 1,916.00 74,149,200   

  カゴメ 58,800 1,529.00 89,905,200   

  日清食品 22,700 3,710.00 84,217,000   

  永谷園 76,000 950.00 72,200,000   

  花王 24,000 3,240.00 77,760,000   

  資生堂 41,000 2,115.00 86,715,000   

  ライオン 98,000 769.00 75,362,000   

  ファンケル 12,000 7,610.00 91,320,000   

  エステー化学 40,300 1,812.00 73,023,600   

  ロート製薬 66,000 1,300.00 85,800,000   

  大正製薬 32,000 2,385.00 76,320,000   

  ブリヂストン 27,000 2,485.00 67,095,000   

  日本電気 110,000 717.00 78,870,000   

  富士通 90,000 892.00 80,280,000   

  シャープ 41,000 2,005.00 82,205,000   

  三洋電機 234,000 310.00 72,540,000   

  キヤノン 11,100 7,310.00 81,141,000   

  日産自動車 52,100 1,364.00 71,064,400   

  トヨタ自動車 12,700 6,340.00 80,518,000   

  任天堂 5,100 16,690.00 85,119,000   

  ヤマトホールディングス 36,000 2,295.00 82,620,000   

  ＫＤＤＩ 107 600,000.00 64,200,000   

  エヌ・ティ・ティ・ドコモ 326 173,000.00 56,398,000   

  モスフードサービス 41,700 1,780.00 74,226,000   

  ローソン 16,100 4,400.00 70,840,000   

  スターバックス コーヒー ジャパン 1,948 59,900.00 116,685,200   

  セブン＆アイ・ホールディングス 17,800 4,420.00 78,676,000   

  ファミリーマート 20,000 3,540.00 70,800,000   

  イオン 29,000 2,800.00 81,200,000   

  西友 286,000 302.00 86,372,000   

  マツモトキヨシ 18,300 3,300.00 60,390,000   

  吉本興業 43,000 2,665.00 114,595,000   

  セコム 12,500 6,020.00 75,250,000   
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小計 銘柄数：50     3,901,275,100   

  組入時価比率：99.5%     100％   

合計       3,901,275,100   

（注）比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。  

 

(2)株式以外の有価証券 

 
該当事項はありません。 

 

 

第２ 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 

      

     該当事項はありません。 
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ＳＧ 海外国債 マザーファンド 

 

(1) 資産・負債の状況 

 

 

（単位：円） 

 

（平成18年3月15日現在） 

対象年月日

 

  科      目 金        額 

資 産             

流 動 資 産            

預 金 75,479,862 

コ ー ル ・ ロ ー ン           9,998 

国 債 証 券 11,718,587,094 

未 収 利 息 140,770,299 

   前 払 費 用 43,249,963 

流 動 資 産 合 計           11,978,097,216 

資 産 合 計           11,978,097,216 

負 債            

流 動 負 債            

流 動 負 債 合 計           ― 

負 債 合 計           ― 

純 資 産            

元 本           10,970,136,985 

剰 余 金 1,007,960,231 

純 資 産 合 計           11,978,097,216 

負 債 ・純資産合計           11,978,097,216 
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重要な会計方針 

 

自  平成１７年 ９月１６日 

期      間 

 

項      目 至  平成１８年  ３月１５日 

１．運用資産の評価基準及び評価方法 

 

 

 

 

２．外貨建資産・負債の本邦通貨への

換算基準 

 

 

３．費用・収益の計上基準 

 

 

４．その他 

国債証券 

原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、取引

先金融機関等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額等

で評価しております。 

 

信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが

国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し

ております。 

 

有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準 

 約定日基準で計上しております。 

 

資産・負債の状況は、ファンドの特定期間末の平成１８年３月１５日

現在であります。 

なお、当親投資信託の計算期間は平成１７年３月１８日（設定日）か

ら平成１８年３月１５日までとなっております。 

 

注記事項 

平成１８年 ３月１５日現在 

１. 信託財産に係る期首年月日、期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 

        期              首            ： 平成17年9月16日 

        期  首  元  本  額            ： 7,527,209,686円 

        期中追加設定元本額            ： 3,802,025,962円 

        期中一部解約元本額            ：   359,098,663円 

     

２. 平成１８年３月１５日現在の元本の内訳※ 

                                                                  元  本  額 

    りそな・ＳＧ レディース バランスファンド            10,970,136,985円 

    

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 
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（１口当たり情報） 

自  平成１７年  ９月１６日 

至  平成１８年  ３月１５日 

１口当たり純資産額                                      1.0919円 

   （１万口当たり純資産額                             10,919円）   

 

(2) 附属明細表 

第１ 有価証券明細表 

(1)株式 

該当事項はありません。 
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(2)株式以外の有価証券    
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考 

国債証券 米ドル 4.75% US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,000,781.25   

    4.875%US TREASURY N/B 3,570,000.00 3,601,237.50   

    5.5% US TREASURY N/B 2,780,000.00 2,821,265.62   

    5.625% US TREASURY N/B 3,350,000.00 3,412,550.77   

    6.125% US TRESURY N/B 2,180,000.00 2,221,045.32   

    6.125% US TRESURY N/B 2,690,000.00 3,134,690.61   

    7.25% US TREASURY N/B 1,110,000.00 1,328,184.37   

    8.125% US TREASURY N/B 2,180,000.00 2,873,853.12   

    UNITED STATES TRE 140515 1,310,000.00 1,311,228.12   

    US TREASURY N 4.25% 4,410,000.00 4,278,389.06   

    US TREASURY N 5.5% 1,200,000.00 1,228,781.25   

    US TREASURY N 5.75% 2,840,000.00 2,960,256.25   

    US TREASURY N 6% 2,870,000.00 2,987,042.18   

    US TREASURY N 8.75% 1,940,000.00 2,709,028.12   

    US TREASURY NOTE 070515 2,720,000.00 2,776,949.99   

  小計 銘柄数：15 36,150,000.00 38,645,283.53   

    組入時価比率：38.0% 38.8％ (4,550,095,682)   

        

国債証券 カナダドル 5.5% CANADA-GOVERNMNT 1,970,000.00 2,058,098.40   

    9.0% CANADA-GOVERNMNT 1,320,000.00 2,130,704.40   

  小計 銘柄数：2 3,290,000.00 4,188,802.80   

    組入時価比率：3.6% 3.6％ (426,210,684)   

        

国債証券 ユーロ 4.25% BUNDESREPUB.DEUTSC 2,520,000.00 2,629,368.00   

    5% FRANCE OAT 1,320,000.00 1,470,480.00   

    5.25%BUNDESREPUB DEUTSCH 1,520,000.00 1,627,768.00   

    5.25%BUNDESREPUB DEUTSCH 1,380,000.00 1,487,640.00   

    5.375% BUNDESREPUB.DEUTS 1,260,000.00 1,347,885.00   

    6.5% BUNDESREPUB.DEUTSCH 790,000.00 1,079,772.00   

    8.5% FRANCE GOVT O.A.T 1,410,000.00 1,592,736.00   

    8.5% FRANCE GOVT O.A.T 340,000.00 536,860.00   

    9% BTPS 510,000.00 822,681.00   

    BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 1,220,000.00 1,515,606.00   

    BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND 210,000.00 274,029.00   

    DEUTSCHE BUNDESREPUBL5% 2,120,000.00 2,279,742.00   

    DEUTSCHE BUNDESREPUBL6% 2,270,000.00 2,353,082.00   

    FRANCE GOVT O.A.T 5.5% 1,650,000.00 1,694,055.00   

    FRANCE GOVT O.A.T 5.5% 1,580,000.00 1,707,190.00   

    FRANCE GOVT O.A.T 5.5% 1,370,000.00 1,687,703.00   

    FRANCE GOVT O.A.T 8.5% 2,480,000.00 3,222,760.00   

    ITALY BUONI POLIENNA 5% 1,710,000.00 1,772,928.00   

    ITALY BUONI POLIENNA 5% 1,490,000.00 1,602,197.00   

    ITALY BUONI POLIENNA4.25 1,280,000.00 1,324,288.00   

    ITALY BUONI POLIENNA5.0% 1,530,000.00 1,574,186.40   

    ITALY BUONI POLIENNA5.25 570,000.00 617,709.00   

    ITALY BUONI POLIENNA5.5% 1,200,000.00 1,302,840.00   

    ITALY BUONI POLIENNA6.5% 2,730,000.00 3,624,894.00   

  小計 銘柄数：24 34,460,000.00 39,148,399.40   

    組入時価比率：46.3% 47.3％ (5,539,889,999)   

        

国債証券 英ポンド TSY 6% 2028 1,820,000.00 2,319,590.00   

    UNITED KINGDOM GILT 5% 2,390,000.00 2,503,525.00   

    UNITED KINGDOM GILT7.25% 980,000.00 1,025,942.40   

  小計 銘柄数：3 5,190,000.00 5,849,057.40   

    組入時価比率：10.0% 10.3％ (1,202,390,729)   



－29－ 

        

      11,718,587,094   

      (11,718,587,094)   

        

  合計   11,718,587,094   

      (11,718,587,094)   

（注）通貨種類毎の小計欄（ ）内は、邦貨換算であります。    

（注）小計・合計金額欄の（ ）内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。  

（注）比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。  

 

第２ 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 
 

該当事項はありません。 
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２ ファンドの現況 

りそな・ＳＧ レディース バランスファンド  現況      （平成18年4月末日） 

純資産額計算書 

 円 

Ⅰ 資産総額 15,941,572,258 

Ⅱ 負債総額 35,218,867 

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 15,906,353,391 

Ⅳ 発行済数量（口） 15,341,968,218 

Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 

 （１万口当たりの純資産額） 

1.0368 

10,368 

 

＜参考＞ＳＧ 海外国債 マザーファンド  現況        （平成18年4月末日） 

 

純資産額計算書 

 円 

Ⅰ 資産総額 11,793,713,985 

Ⅱ 負債総額 － 

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 11,793,713,985 

Ⅳ 発行済数量（口） 11,016,234,919 

Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 

 （１万口当たりの純資産額） 

1.0706 

10,706 

 

 

＜参考＞ＳＧ レディース 国内株式 マザーファンド 現況 （平成18年4月末日） 

純資産額計算書 

 円 

Ⅰ 資産総額 4,054,848,686 

Ⅱ 負債総額 － 

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 4,054,848,686 

Ⅳ 発行済数量（口） 3,022,132,687 

Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 

 （１万口当たりの純資産額） 

1.3417 

13,417 

 



－31－ 

 

 

第５ 設定及び解約の実績 

 設定数量（口） 解約数量（口） 

  第１特定期間 

（平成17年 3月18日～平成17年 9月15日）
 11,064,193,517    673,083,360 

 第２特定期間 

（平成17年 9月16日～平成18年 3月15日）
6,338,244,079  1,468,525,520 

（注１） 本邦外における設定および解約の実績はありません。 

（注２） 第１特定期間における設定数量（口）は、当初募集期間中の設定数量を含みます。 
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